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平成２８年第４回山江村議会６月定例会（第１号） 

 

平成２８年６月８日 

午前１０時００分開会 

於    議    場 

１．議事 

日程第 １        会議録署名議員の指名 

日程第 ２        会期の決定について 

日程第 ３ 報告第 １号 平成２７年度繰越明許費（一般会計）の報告について 

日程第 ４ 承認第 １号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 平成２７年度山江村一般会計補正予算（第８号） 

日程第 ５ 承認第 ２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第５号） 

日程第 ６ 承認第 ３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第

３号） 

日程第 ７ 承認第 ４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 平成２７年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第

５号） 

日程第 ８ 承認第 ５号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予

算（第４号） 

日程第 ９ 承認第 ６号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 山江村税条例の一部を改正する条例 

日程第１０ 承認第 ７号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第１１ 承認第 ８号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 山江村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条

例 

日程第１２ 同意第 ３号 山江村固定資産評価員の選任に関する同意を求めること

について 

日程第１３ 同意第 ４号 山江村教育長の任命に関する同意を求めることについて 

日程第１４ 議案第３８号 山江村防災行政無線デジタル化工事請負契約の締結につ



 － 4 －

いて 

日程第１５ 議案第３９号 山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１６ 議案第４０号 山江村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１７ 議案第４１号 平成２８年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第４２号 平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第１号） 

日程第１９ 議案第４３号 平成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第

１号） 

日程第２０ 議案第４４号 平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第１号） 

日程第２１ 議案第４５号 平成２８年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第

１号） 

日程第２２ 発委第 ３号 山江村議会傍聴規則の制定について 

日程第２３        議員派遣の件 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 赤 坂   修 君           ２番 横 谷   巡 君 

 ３番 森 田 俊 介 君           ４番 西   孝 恒 君 

 ５番 立 道   徹 君           ６番 谷 口 予志之 君 

 ７番 秋 丸 光 明 君           ８番 中 竹 耕一郎 君 

 ９番 秋 丸 安 弘 君          １０番 松 本 佳 久 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  新 山 孝 博 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   教   育   長  大 平 和 明 君 

 総 務 課 長  豊 永 知 満 君   税 務 課 長  山 口   明 君 

 企画調整課長  北 田 愛 介 君   産業振興課長  平 山 辰 也 君 

健康福祉課長  一二三 信 幸 君   建 設 課 長  白 川 俊 博 君 
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教 育 課 長  蕨 野 昭 憲 君   会計管理者  中 山 久 男 君 

農業委員会 
         迫 田 教 文 君   代表監査委員  木 下 久 人 君 
 事 務 局 長 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） おはようございます。 

 平成２８年度第４回山江村議会定例会を招集する旨の告示により、その通知をし

ましたところ、議員各位におかれましては、大変お忙しい中出席いただき、厚くお

礼申し上げます。 

 本定例会に提案されます議案につきましては、後刻、村執行部より説明がありま

す。慎重にご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 本日の出席議員は１０名で定足数に達しております。 

 ３月３０日の臨時議会以降の議会に関する諸般の報告をもってあいさつに代えさ

せていただきます。 

 諸般の報告につきましては、お手元に配付してございます。 

３月３１日（株）やまえ管理運営委員会が、山江温泉ほたるで開かれました。私

と常任委員長の横谷委員長、それと西委員長が出席してまいりました。大変経営状

況は厳しいものであります。 

４月１２日球磨地域振興局幹部との懇談会が鍋屋本館でありました。 

４月１５日山江村畜霊祭、山江村肉用牛振興会の総会が、畜霊碑と時代の駅むら

やくばで総会が開催されております。 

それと４月２７日未来塾１００人委員会が開催されております。山江村改善セン

ターでございます。 

５月２０日、山江村商工会通常総会が開催されております。総務文教委員と私が

出席しております。 

５月２６日、山江村物産館出荷協議会通常総会が山江温泉ほたるで開催されて、

私が参加しております。また、国道２１９号整備改良促進期成同盟会総会が、宮崎

県西都市で開催されております。それには中竹副議長が出席されております。 

５月３０日、５月３１日、第４１回全国町村議会議長、副議長研修会が、中野サ

ンプラザホールにて開催されております。最初に、「地方議会の役割と改革の行方」

「住民自治の根幹をなす議会のあり方」を、江藤俊昭山梨学院大学大学院研究科長

工学教授からの報告がありました。それと町村議会特別表彰によりまして、「わが

町の議会活性化への取り組み」、神奈川県大磯町議会議長吉川重雄氏の講演があっ

ております。ここは半数が女性議員でありまして、なかなか前回までは女性議員の

ほうが多くて５７％の女性議員で、現在はちょうど半分の５０％になっておりま

す。それと町村議会特別表彰に対して、「議会力を向上させる町長と切磋琢磨する

議会へ、学ぶ機会と自由討議が推進力」ということで、長野県飯綱町の議会議長、
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寺島氏の講演がありました。 

また５月３１日、「地域経済の活性化が日本の元気を取り戻す」ということで、

伊藤聡子フリーキャスターの事業創造大学大学院客員教授の講演がありまして、そ

の後「今後の政局、政治の動きを読む！」ということで、読売新聞社特別編集員の

橋本五郎氏の講演がありました。 

６月２日、山江村防災連絡会議が役場大会議室でありまして、今回の災害等につ

きまして、今後いろんな問題が出てくると思いますので、関係各位が参加されて議

論がなされております。 

以上を申し上げまして、議長の開会のあいさつに代えさせていただきます。 

次に、一部事務組合の議会等が開催されております。関係議員の報告を質問席か

らお願いいたします。 

 なお、手元に資料が配付されております。 

 まず人吉球磨広域行政組合議員、６番、谷口予志之議員。 

○人吉球磨広域行政組合議員（谷口予志之君） おはようございます。 

それでは、人吉球磨広域行政組合の臨時会のことにつきまして、ご報告をいたし

たいと思います。 

平成２８年第２回人吉球磨広域行政組合議会臨時会が、５月２７日一日限りで、

午前１０時から人吉球磨クリーンプラザ大会議室において開催されましたので、主

な会議結果について報告をいたします。 

まず、日程第１の議席の指定では、相良村選出議員の辞職、また、あさぎり町議

会議員の任期満了に伴う改選によりまして、新たに選出されました５名の議員の議

席が指定をされ、併せて欠員が生じておりました組合の共同処理する事務に関する

調査特別委員に５名全員が指名をされております。 

日程第２の会議録署名議員につきましては、省略をしたいと思います。 

日程第３、先ほども言いました会期の決定でございますけれども、一日限りとい

うことで決定をしております。 

次に、日程第４では、組合の共同処理する事務に関する特別調査委員会委員長の

互選が行われまして、あさぎり町議会議員の改選により欠員になっておりました委

員長に、球磨村２５番の多武義治議員が選出をされております。 

また、日程第５では、議会運営委員会委員の選任が行われ、同じくあさぎり町議

会議員の改選によりまして欠員となっておりました上球磨地区の委員の補充があ

り、あさぎり町の豊永喜一議員が選任指名をされております。 

次に、日程第６で、同意第１号でございますけれども、監査委員の選任につき同

意を求めることにつきましては、質疑、採決の結果、原案のとおり議会選出監査委
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員に人吉の西信八郎議員を選任することに同意し、決定をしております。 

次に、日程第７、議案第１３号でございますけれども、平成２８年度人吉球磨広

域行政組合人吉球磨ふるさと市町村圏特別会計補正予算（第１号）につきまして

は、執行部の提案理由及び補足説明を受けまして、質疑、起立採決の結果、原案の

とおり決定をしております。この議案につきましては、今回２８年度にあさぎり町

に建設されます薬草加工施設の建設に伴う助成のことでございまして、この薬草に

つきましては、現在山江村でもミシマサイコ関係を栽培されております。山江村で

は１５戸の栽培農家がございまして、約４町程度の栽培をされております。この薬

草に対する加工施設にするものに対しての助成でございます。 

最後に議員の派遣につきましては、一応実施するということで決定がなされ、閉

会をしております。 

以上、平成２８年度第２回人吉球磨広域行政組合議会臨時会の主な会議結果につ

いて、報告いたします。終わります。 

○議長（秋丸安弘君） 次に、人吉下球磨消防組合議会議員、１０番、松本佳久議員。 

○人吉下球磨消防組合議員（松本佳久君） おはようございます。人吉下球磨消防組合

議会の報告をします。 

去る６月３日午前９時より、消防組合本部控室にて組合議会全員協議会が開催さ

れましたので、その中から熊本地震に伴う応援活動について報告をします。お手元

の資料をご覧ください。ご存じのように４月１４日２１時２６分に、熊本地方を震

源とするマグニチュード６.５の地震が発生しました。その後、２２時５３分には

熊本県消防総合応援協定に基づく出動要請がありましたので、２３時１４分、第１

次隊７名が直ちに出発したところです。派遣場所は熊本市消防局、益城西原消防署

管内、活動場所は益城町及び西原村で、４月１５日１時１５分には現地に到着、夜

を徹して人命救助、その他の活動を展開しました。同日夕方１７時１５分には、応

援活動を２次隊へ引き継いでおります。２次隊が活動中の４月１６日１時２５分、

マグニチュード７.３の本震が発生し、被害がさらに大きくなった益城町、西原村

での活動を展開しております。その後、全国から緊急消防援助隊が続々と集結しま

したので、熊本県応援隊は解散したところです。 

以上が今回の熊本地震における人吉下球磨消防組合の応援活動です。なお、業務

ではないボランティア活動として、昨日７日、本日８日、明日９日と人吉下球磨消

防署の職員９５名が３班に分かれて現地に赴き、自主的に活動をしていることをお

伝えし、人吉下球磨消防組合議会の報告とします。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 以上で一部事務組合議会等の報告が終わりました。 
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それでは、村長から行政報告の申し出があっております。これを許します。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 皆様、おはようございます。議長には発言の機会を与えていた

だきありがとうございます。本日ここに平成２８年第４回の山江村議会定例会を開

催いたしましたところ、議員の皆様には全員出席いただく中に開催できますことに

対し、心から感謝を申し上げます。 

まずもって先ほど松本議員から報告がありましたけれども、４月１４日及び４月

１６日の未明に、震度７の地震が相次いで熊本において発生をしました。その後、

すさまじい地震の爪あとを県内各地に残しております。改めてこのたびの震災でお

亡くなりになられた６９名の方々のご冥福をお祈りし、ご家族の皆様にお悔やみを

申し上げる次第でございます。また負傷された方々、すべての被災者の皆様に心か

らお見舞いを申し上げます。発災後、本村におきましても、早々に救援物資の搬送

をはじめ、今も役場職員の現地への派遣等の支援を継続いたしております。すべて

の被災者の皆さんが安心して暮らせる一日も早い復興復旧を、心からご祈念を申し

上げます。 

それではまず、先般の臨時会後の行政報告を申し上げます。主なもののみ申し上

げたいと思います。 

４月１日、辞令の交付式を行っております。役場、株式会社やまえ、福祉協議

会、それから教職員辞令交付式にも出席しております。 

それと４月１１日には、知事選で当選されました蒲島知事が来村されあいさつを

し、意見交換をさせてもらっております。 

そして４月１４日、あの日ですが、人吉球磨広域行政組合の理事会並びに本田節

氏の総務大臣賞の受賞祝賀会に行っておりましたら、９時過ぎに大きな地震が発生

したということでありました。１５日の朝、６時ぐらいから各地域を、村内各地を

職員のほうで点検をいたしましたところ、大きな被災は見られなかったということ

ではありましたけれども、夜に発生いたしましたので避難所を開設しながら、４０

名を超える避難者の皆様方をお迎えしたということであります。 

それから４月１５日は、先ほど議長の報告にありました、畜霊祭並びに肉用牛振

興会の総会に出席をいたしております。 

そして１６日、本震といわれる地震が発生いたしました。引き続き、早朝より点

検をいたしましたところ、特に２回目の地震はかなりの揺れを、また長く揺れを感

じておりましたので、水道等のインフラにおきましても非常に心配をいたしており

ましたけれども、落石等々が見られたということではありますけれども、１６日一

日点検をして、大きな被災は見られなかったというような状況であります。 
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明けて４月１８日でありますけれども、この地震に伴います緊急の球磨郡の町村

会があっております。各町村とも球磨郡の町村におきましては、大きな被災はなか

ったということでありますので、被災をされた町村の応援体制をどうするかという

話合いをしたところでありますし、翌日の４月１９日、熊本地震に対する災害支援

として、私も菊陽町のほうに出向かせていただきました。役場が備蓄しておりまし

た、また社会福祉協議会が備蓄をしておりました、その備蓄品につきまして、大体

７割から８割のものを届けたということであります。被災直後でしたので、道路が

相当塞がれておりまして、益城町の町なかを通るということになりました。本当に

新聞、テレビ等々で報道されるよりも、まさにひどい状況でありまして、私カメラ

を持って写そうとしたわけでありますけれども、写すのもはばかられたというよう

な悲惨な状況だったのを覚えております。 

それから４月２０日の日でありますが、下城子の次山タミエさんが１００歳の誕

生日を迎えられましたので、そのお祝いに出向いております。 

それから４月２５日でございます。山江村におきましては、つつじ祭につきまし

ては自粛をし、また福祉まつりにつきましても自粛をしたというところであります

が、５月２５日に控えておりましたチャレンジデーというイベントにつきまして、

実行委員会を開き、どうするかという検討をしております。そういう中であったん

ですけど、もちろんまだ収束もしておりませんでしたけれども、粛々と事業はやっ

ていこうとこの時点で決めておりまして、５月２５日のチャレンジデーを迎えたと

いうことであります。当日は公民分館長、体育部長、推進委員の合同会議も開催を

いたしております。 

それから４月２７日でありますけれども、山江未来塾が開催されました。いわゆ

る１００人委員会のアウトラインといいますか、どのような方向でこの１００人委

員会を位置づけて進めていくんだというような話し合いを、またしていただいたと

いうことでございます。 

それから４月２８日、山江村の地域公共交通検討プロジェクト委員会を開催いた

しております。これにつきましては、昨年の２月に第１回目を開催しておりました

けれども、人吉球磨の地域公共交通の会議が始まりましたので、その大枠が大体決

まったということを受けて、また再開をしたところであります。いわゆるまるおか

号の運行につきまして、村民の皆さん方にさらに活用してもらうための方策を検討

しているところであります。スケジュールといたしましては、今年の秋までにその

中身を決定しながら、陸運局のその後許可を取り、来年の４月１日には運行を開始

したいと考えているところでございます。 

それから５月９日、熊本県民体育祭の人吉球磨大会準備委員会の発足式が行われ
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ております。阿蘇の県体はご案内のとおり、中止というふうに決定をなされている

わけですけれども、来年は人吉球磨で県民体育祭を迎えるということになります。

このことにつきましての準備が始まったということであります。 

それから５月１０日からでありますけれども、村政懇談会を開始いたしておりま

す。今年は１６区から順次１５、１４と１区まで下りてくるといいますか、下がっ

てくるといいますか、数字を下がってくるというようなことで実施しております。

一昨日５区のほうが終わりまして、議会も挟みますので６月１７日、第１区で村政

懇談会が終わるということになります。中身については、後ほど申し上げたいと思

います。 

それから、５月１３日でありますけれども、総合公園の建設検討委員会を開催を

いたしました。これにつきましては、村内の各種団体、特にお母さん方も含めて、

いろんな検討をなされているということでありますけれども、その会議の中身を村

民の方々に広く公開しながら意見を求めていこうというふうになっています。いろ

んな意見が出ておりまして、この山江村全体を公園とみなし、その一カ所に集中さ

せないで各地域に小さい公園をつくっていくというような方法も提案をされており

ます。ただ今後、いろんな意見を集約しながら、その公園の在り方を作っていくと

いうことでありまして、本年度中には基本計画を策定したいということでございま

す。 

それから、５月１６日でありますけれども、山江栗につきまして、今年も活性化

の交付金をもらいながら８００万円、全額国からもらいながら、その６次化といい

ますか、生産から加工、流通の体制を今研究しているところでありますけれども、

そのコンソーシアムとして関係機関の方々が集まりながらの協議会をいたしまし

た。月に１回の割合通って、このコンソーシアムを開催しながら山江栗の在り方、

またブランディング化を図っていくことになります。 

それから、５月１７日から１９日でありますけれども、これは東京のビッグサイ

トで行われました第７回の教育ＩＴソリューションＥＸＰＯが行われております。

今回は３万人ぐらい参加される、要するに行政関係者、教育関係者をはじめ、大学

の先生の方々、またＩＣＴ教育を進めるに当たってのいろんな教材、また機材等を

開発されておられる企業の方々が集まられてのイベントでありますけれども、そこ

の１コマで１セミナーで、私のほうに行政向けに話をしてほしいという依頼があり

ました。山江村のＩＣＴ教育の件につきまして、その成果につきまして取り組みに

ついて、その成果について話をしてきたところであります。終わりまして、名刺交

換をする中において感じましたのは、全国各地から山江村のＩＣＴ教育は、改めて

注目されているなということを感じております。今、全国ＩＣＴ教育首長協議会、
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要するに教育部会でなくて学校側じゃなくて、首長側でこの教育ＩＣＴを進めよう

という協議会が立ち上がろうとしておりますけれども、その参加要請も私にあって

いるところでございます。 

それから、１９日であります。私参加できませんでしたけれども、山江未来塾が

開催をされながら、いよいよワークショップといいますか、村民の方々によるいろ

んな話し合いが始まっております。その結果につきましてもいただいておりますけ

れども、ちょっと後ほど申し上げたいと思います。 

５月２０日でありますが、国保運営協議会が開催をされております。今、国保の

若い人たちが社会保険の加入をされて、いわゆる人数が減っているということの中

において、高齢者だけが残されるという現象が続いております。従いまして医療費

がどんどん上がっていくのを、従来なら若い人が支えていくというようなことであ

ったんですけれども、国保移行により、なかなか国保の特別会計運営が厳しいとい

う中にあります。そういう中において、今回議案にも出させてもらっておりますけ

れども、今後の国保運営の在り方について、また特に税率をどうするか、それから

税率を上げるとなると国保税に影響しますので、その付近のところも話し合って協

議をしてもらっているところであります。 

同じく２０日は、商工会の通常総会に参加をさせてもらっておりますし、２２日

には山田小学校、万江小学校の運動会に出向かせてもらっております。 

それから５月２３日でありますけれども、前村源次氏が高齢者の叙勲を受けられ

ておりますので、その伝達式を村長室で行ったところであります。また昼からは、

自民党の国土交通部会が熊本地震現地に入られました。それに伴いまして、県内の

市町村長との意見交換会が開催されているところであります。 

それから、５月２５日につきましては、チャレンジデーの開催日でありました。

山江村は３９.１％という参加率でありました。震災の中、またいろんな行事の中

であったわけですけれども、たくさんの方々参加いただいたとして感謝を申し上げ

たいと思います。結果は、長野県小海町が４７.１％だったということであります

ので、今回も小海町の町旗を役場の庁舎のほうに揚げさせてもらったということで

あります。 

それから同じく２５日でありますが、株式会社やまえの辞令交付式を行いまし

た。これは現在（株）やまえの運営につきましては、支配人を中心といたしまし

て、その運営をお願いしているところでありますけれども、なかなか貸借対照表と

損益計算書（ＰＬ）といいますけれども、その付近の数字がなかなか支配人等々の

職員だけではつかめないということがありました。われわれ取締役３人、私と日熊

商工会長と出荷協議会の川村取締役がおりますけれども、この３人とも常勤ではな
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く取締役会の折に、その損益計算書と貸借対照表をチェックしながらいろいろもの

を言うという形でありますが、その中でいろいろものを言っているのがなかなか実

践に移されないということであります。従いまして常勤の取締役として４月１日に

先んじて松尾主幹に山江温泉センター再建を命ずるという辞令を出しておりました

ので、改めて株式会社やまえから副社長を命じるという辞令を出させていただいて

おります。ただ職員でありますので、来年の３月３１日までという期限付きでの辞

令を出させてもらったということであります。 

それから、同じく２５日でありますけれども、総合教育会議を開催をしておりま

す。 

それから、５月３０日から６月１日にかけまして、富山県で行われました全国簡

易水道大会に参加をしてきました。簡易水道につきましては、本年から来年にかけ

て、尾崎地区の簡易水道を延長すると、椎谷のほうに延長するという補助金を申請

しているところでありますけれども、その補助金の申請に伴いまして、また、もろ

もろの情報収集につきまして、富山のほうに出かけたということであります。特質

といいますか、大きく感じたところは、総務省の課長、また厚労省の課長から、今

後の簡易水道会計の在り方についての話があったわけでありますが、特に総務省関

連には、簡易水道、今特別会計で経営をしておりますけれども、企業会計としての

今後１０年間の在り方を探りなさいということであります。いわゆる独立採算性で

いきなさいということであります。そうなりますと、今簡易水道には役場から特別

会計に多額の繰り入れをしておりますけれども、その分について、村民の方々が基

本的に負担をするというようなことになると、水道料がとんでもなく上がってしま

うというようなことになるわけであります。これはそもそも政府の骨太方針を決め

ます経済財政諮問会議において、その中身の方針が決まってしまいますので、た

だ、その経済財政諮問会議の委員の方々を見てみますと、経団連の方々また都市の

方々、国際委員の学者の方々で、いわゆる地方の代表の方々が委員に選ばれていな

いというのも一つ私は起因するというふうに、原因の大きな一つであるというふう

に感じております。そういうことにつきましてもしっかり地方のほうから、その委

員として経済財政諮問会議の委員として、地方を守っていくという視点からも考え

ていかないと、このまま押し切られてしまいそうな気配もいたして帰ってきたとこ

ろであります。 

それから、６月２日でありますけれども、山江村の防災連絡会議を開催いたしま

した。熊本地震にもちろん支援をしましたけれども、いろんな学びもしておりま

す。従いましてそういうものも含めまして、また新たに防災の体制を整えるという

会議でありました。私が気になるところは、気象庁の方が、今年は平年より気温が
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高いとおっしゃいました。いわゆる猛暑になるというようなことでありますので、

熱中症も含めた高齢者対策も必要になってくるんだなということを感じたわけであ

ります。 

それから、６月５日でありますが、第５回の山江村の消防ポンプ操法大会を挙行

いたしております。第２分団が優勝されております。 

６月６日でありますけれども、熊本県の簡易水道協会の総会のほうに、事業を興

しておりますので参加をしてきたところでございます。 

以上、諸般の報告でありますが、若干動きをおつなぎしたいと思います。４月か

ら、４、５、６と２カ月半ほどたちました。本年度の事業につきましては、所信の

表明のほうで申し上げておりますけれども、ハード事業として西川内の村営住宅建

設がありますし、下段橋の架け替えがありますし、また災害の話が多いわけであり

ますけれども、村民の方々をいつ発生するか分からない災害から守るために、防災

無線をデジタル化として再整備するという事業がございます。しっかり計画どおり

に進めたいと思います。 

また、地方創生の、まち・ひと・しごと総合戦略に伴う件につきましては、ソフ

ト事業として６２の事業を掲げておりますけれども、今はその加速化交付金を活用

させてもらいながら進めさせてもらっております。高齢者の方々に対しましては、

福祉の振興予算として、すこやか子ども医療助成を、いわゆる医療費の無料化を高

校生まで進めておりますし、鶴さん・亀さん応援手当支給条例を定めております。

申込みも受け付けているところでありますけれども、まだ随分と受付をされておら

れない高齢者の方々がおられるようでありますので、せっかくの条例でありますの

で、全員の方、申請をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

また、今年も国の補助は打ち切られたということでありますけれども、商工会と

タイアップしながら、プレミアム商品券を発行する準備を進めております。７月を

めどに発券するというようなことになっているようであります。それからクリの産

業創出をしたいというような動きも現在進めておりますし、クリのみならず、ほか

の農林産物をどのように商品化するかということにつきましても、乾燥技術等々に

つきます研究を進めておりますし、本年度は試験販売をしていく予定であります。

ほか、学校給食につきまして、地産地消化のためのシステムづくりだとか、先ほど

申し上げましたけれども、村民の交通手段としてのまるおか号の見直し、また今

後、大幅に変わっていくであろう介護予防医療の在り方を考えていくという地域医

療検討委員会も立ち上げております。また日本遺産に認定されながら、また観光の

面にどう生かすかという点につきましては、山江村内の名所、史跡等々を歩いて回

るというようなフットパスの事業も実施していく予定としております。また、総合
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公園の整備につきましては、委員会を立ち上げながら、また座談会でもそうであり

ますけれども、広く村民の方々の意見を求めているところでございます。 

その中におきまして、山江の未来塾が現在始まっているわけであります。その結

果を私見ますと、現在、議員の皆さん方も積極的に参加をいただいたと伺っている

ところでありますけれども、五つの部会が立ち上がっております。産業ブランド化

の部会、観光・文化をどうするかという部会、それから環境・防災の部会、それか

ら福祉部会、教育・人材育成の部会でありますけれども、これをそれぞれ私いろん

な意見がありますけれども、数えてみましたら、実に２８３の村民の方々の意見が

述べられております。一つ一つは申し上げませんが、この２８３のこの意見の中を

いろんなまた侃侃諤諤とやられながら、その精査をし、まとめあげながら、山江村

の政策として政策と調整もしながら、今後の村づくりに生かしていきたいと思って

いるところであります。先般は７８名の方が参加をいただいたということでありま

すけれども、数多くの方々、１００人とはいわず、多くの村民の方々のご参加をよ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

村政懇談会も現在進行中でございます。特に防災行政無線のデジタル化が始まっ

ておりますし、まるおか号の運行につきましても始まろうとしておりますので、こ

の２点を中心としながら、村民の皆様方の意見を聴取しているところであります。

もろもろのその他の意見もございます。例えば、村営住宅の方々から、特に城内団

地の方々からですので、まだ二、三年しか入居しておられないとは思いますけれど

も、その方から分譲住宅をつくってほしいというような要望があったりもしており

まして、いわゆる村営住宅はアパートで間借りだから、山江村に定住をしたいんだ

というような意向でありますので、大変びっくりもしております。またほかに、ハ

トの被害等々の、ハトが多くてうるさいとかいうような意見も出ておりまして、い

ろんな現場の意見が出ているところであります。そういう村民一人一人の方々のご

意見を大事にしながら、まさに高齢社会でありますので、その高齢者の方々に寄り

添いながら、山江村の課題解決に当たっていきたいと存じているところでありま

す。 

また、特に万江地区におきましては、集落営農のいわゆる農業の法人化を進める

動きが始まりました。この動きについては、農業林業のみならず、万江地区全体の

暮らしを考える動きとして捉えさせてもらっております。今後とも、村民の皆様方

のさらなるご支援、ご協力の中に、体制づくりを一緒に整えていきたいと考えてお

ります。議員の皆様方、村民の皆様方のさらなるご支援、ご協力をお願いを申し上

げます。 

本日提案します議案は、報告案件が１件、専決処分による承認案件が８件、人事



 － 16 － 

の同意案件が２件、条例の制定を含め補正予算等の議案が８件、合計１９議案であ

ります。どうぞ慎重にご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまし

て、少し長くなりましたけれども、あいさつといたします。 

ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） これで村長の行政報告あいさつが終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 開会宣言 

○議長（秋丸安弘君） ただいまから平成２８年度第４回山江村議会定例会を開会いた

します。 

これにより本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（秋丸安弘君） 議事日程に従いまして、日程第１、会議録署名議員の指名を行

います。 

山江村議会会議規則第１２４条の規定によりまして、１０番、松本佳久議員、１

番、赤坂修議員を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

本件につきまして、議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

議会運営委員会委員長、松本佳久議員。 

○議会運営委員長（松本佳久君） それでは報告いたします。平成２８年第４回山江村

議会定例会につきまして、去る６月１日及び３日、議会委員会室におきまして議会

運営委員会を開催し、本議会定例会全般について協議いたしております。決定して

おりますことをご報告申し上げます。 

会期につきましては、本日８日から１０日までの３日間としております。本日、

開会、提案理由の説明後、議案審議することにしております。９日は一般質問で、

５名より通告が出ており、終了後散会としております。発言の順序は事前にくじ引

きで決定している順で、時間については、質問、答弁含めて６０分となっておりま

す。３日目、１０日に質疑・討論・評決を行い、閉会ということに決定をしており

ます。 

以上、報告を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） これで、議会運営委員長の報告が終わりました。 

お諮りいたします。会期の決定については、委員長報告のとおり決定することに
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ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。 

日程第２、会期の決定については、議会運営委員長の報告のとおり決定いたしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 報告第１号 平成２７年度繰越明許費（一般会計）の報告について 

○議長（秋丸安弘君） それでは、日程第３、報告第１号、平成２７年度繰越明許費

（一般会計）の報告についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、報告第１号についてご説明申し上げます。 

平成２７年度繰越明許費（一般会計）の報告についてでございます。平成２７年

度繰越明許費について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、山江村

一般会計予算に係る繰越明許費を別紙のとおり報告するものでございます。平成２

８年６月８日提出、山江村長内山慶治でございます。 

提案理由でございますが、繰越明許費については、地方自治法施行令の規定に基

づき報告する必要があるので、提案をさせてもらうものでございます。 

   １枚開けてもらいますと、２７年度の山江村繰越明許費繰越計算書一般会計分で

あります。款、項、事業名、金額、翌年度繰越額、左の財源内訳の順に説明を申し

上げます。総務費、総務管理費、事業名につきましては、山江村総合公園建設基本

計画策定事業、金額が４８６万円、繰越額につきましては４８６万円、一般財源と

して４８６万円でございます。これにつきましては、地方創生等々の予算を見つけ

ていたということでありますけれども、上手に乗るものがなかったということであ

りますので、繰越しをさせていただいたというものでございます。 

   次に、２総務費、１総務管理費、事業名が地方公共団体情報セキュリティ強化対

策費補助事業でございます。金額につきましては１,０９０万８,０００円でありま

して、繰越額も同じく１,０９０万８,０００円でございます。財源内訳につきまし

ては、国庫支出金が５２９万円、地方債が５２０万円、山江村の一般財源が４１万

８,０００円となっております。 

   次に、２総務費、１総務管理費、事業名につきましては、地方創生加速化交付金

事業でございます。４,７２３万５,０００円でありまして、繰越額も同４,７２３

万５,０００円でございます。財源内訳につきましては、すべて国の支出金であり

まして、４,７２３万５,０００円となっております。これは３月３０日の臨時議会

においてご決定をいただいたものでございます。 
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   続きまして、３民生費、２児童福祉費、事業名につきましては、幼児教育無償化

に伴うシステム改修事業でございまして、２９万２,０００円の金額に対し、同額

２９万２,０００円を繰り越すものでございます。財源内訳につきましては、国庫

支出金が１４万５,０００円、山江村の一般財源が１４万７,０００円となってござ

います。 

   次に、７土木費、２道路橋梁費でございます。事業名が村道吐合宇那川線防災事

業であります。金額が１,０００万円でございます。繰越額も同じく１,０００万で

ございまして、財源内訳としては、国が５６５万円、山江村が４３５万円となって

おります。 

   次に、土木費、住宅費でございます。事業名が西川内地区公営住宅建設事業であ

りまして、金額が３,０３０万でありましたが、繰越しにつきましては２,５４９万

８,０００円でございます。国庫の支出金が１,２４７万４,０００円、地方債が１,

３００万円となっておりまして、一般財源が２万４,０００円でございます。合計

が１億３５９万５,０００円の金額に対しまして、繰越額が９,８７９万３,０００

円でございます。財源内訳といたしまして、国が７,０７９万４,０００円、地方債

が１,８２０万円、山江村の一般財源が９７９万９,０００円でございます。本日提

出でございます。 

   以上、説明いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 承認第１号 専決処分事項の承認を求めることについて 

平成２７年度山江村一般会計補正予算（第８号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第４、承認第１号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、平成２７年度山江村一般会計補正予算（第８号）を議題とし、提案者

の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第１号について、ご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第３項

の規定により、これを報告し、その承認を求めるものでございます。本日提出でご

ざいます。 

提案理由でございますが、地方揮発油譲与税などが、平成２８年３月末日に確定

をいたしました。このために平成２７年度山江村一般会計補正予算（第８号）を専

決処分したものでございます。 

１枚開けてもらいますと、３月３１日に専決処分したものでございます。 
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補正予算の内容でございます。専第１号、平成２７年度山江村会計補正予算（第

８号）でございます。平成２７年度山江村の一般会計補正予算（第８号）は、次に

定めるところによるとするものでございます。歳入歳出予算の補正第１条、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３３万２,０００円を追加いたしまして、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億７,１１５万４,０００円とするものでご

ざいます。 

２歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。３月３

１日に専決をさせてもらったものでございますが、内容につきましては、総務課長

より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、専第１号、平成２７年度山江村一般会計補正予

算（第８号）について説明をいたします。 

補正前の額に歳入歳出それぞれ１３３万２,０００円を追加いたしまして、歳入

歳出の総額をそれぞれ３２億７,１１５万４,０００円とするものでございますが、

補正の主なものについて説明をいたします。 

１ページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正、歳入です。２の地方

譲与税５１万９,０００円、４の配当割交付金６８万７,０００円、５の株式譲渡所

得割交付金８１万５,０００円、６の自動車取得税交付金、それから、８の地方交

付税２０５万５,０００円の追加につきましては、交付金等の確定によるものでご

ざいます。それから１３国庫支出金２２９万９,０００円、１４県支出金１８１万

４,０００円の減額につきましては、補助金等の確定によるものでございます。 

３ページをお願いします。歳出です。２の総務費７３４万８,０００円の減額

は、一般管理費３１３万６,０００円の減額、３民生費１,３５７万円の減額につき

ましては、老人福祉費３８１万３,０００円、児童措置費３１７万６,０００円の減

額が主なものでございます。４衛生費５３３万５,０００円の減額は、子育て支援

施設費２７４万８,０００円の減額、５農林水産業費９２９万４,０００円の減額

は、農業振興費３５８万５,０００円、農村集落活性化支援事業費２２８万１,００

０円の減額が主なものでございます。８消防費２３５万６,０００円の減額は、非

常備消防費１７７万円の減額、９の教育費３３２万円の減額は、教育ＩＣＴ環境整

備費１２２万２,０００円の減額が主なものでございます。１２予備費に不用額４,

３０６万円を追加するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第５ 承認第２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第

５号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第５、承認第２号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第５号）を

議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第２号について、ご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第３項の規定

により、これを報告し、その承認を求めるものでございます。本日提出でございま

す。 

提案理由でございますが、前期高齢者交付金などが平成２８年３月末日に確定を

いたしましたために、平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第

５号）を専決処分をさせていただいたものでございます。 

１枚開けてもらいますと、専決処分書３月３１日に専第２号でございます。その

補正予算でありますが、専第２号、平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業

補正予算（第５号）でございます。平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業

補正予算（第５号）は、次に定めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ１,８５９万１,０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ５億７,３２６万５,０００円とするものでございます。 

２歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。３月３

１日専決させてもらったものでございます。 

内容につきましては、健康福祉課長より説明申し上げます。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、専第２号について説明いたします。 

１ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でご

ざいますが、前期高齢者交付金の額が確定したことによりまして、後期高齢者交付

金を１,８３１万１,０００円減額するものであります。繰入金は２８万円を減額す

るものでありまして、一般会計からの繰入金であります。 

２ページをお開きください。歳出でございますが、保険給付費につきましては、

給付実績によりまして１,１５７万円を減額するものであります。保険事業費につ
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きましては、特定健康診査の実績により１９万７,０００円を減額するものであり

ます。諸支出金の保険税還付金を１０万円減額し、予備費を６７２万４,０００円

減額するものであります。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 承認第３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第３

号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第６、承認第３号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第３号）を議題

とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第３号について、ご説明申し上げます。 

同じく専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１

７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第３項

の規定により、これを報告し、その承認を求めるものでございます。本日提出でご

ざいます。 

提案理由でございますが、水道使用料が平成２８年３月末日に確定をいたしまし

た。そのために平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第３号）を専

決処分をさせてもらったものでございます。 

開けますと、専決処分書専第３号でございます。 

次に、補正予算でありますが、専第３号、平成２７年度山江村特別会計簡易水道

事業補正予算（第３号）でございます。平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業

補正予算（第３号）は、次に定めるところによるとするものでございます。歳入歳

出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６

０万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７,１８

９万５,０００円とするものでございます。 

２歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。平成２

８年３月３１日専決させてもらったものでございます。 

内容につきましては、建設課長より説明申し上げます。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、専第３号について説明いたします。 

１ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正。歳入、１使用料、水道使
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用料、現年度分６０万円を減額し、歳入合計１億７,１８９万５,０００円とするも

のでございます。 

２ページをご覧ください。歳出、１簡易水道施設運営費、電気使用料の光熱費を

６０万円を減額しまして、歳出合計１億７,１８９万５,０００円とするものでござ

います。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 承認第４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

平成２７年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第５

号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第７、承認第４号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、平成２７年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第５号）を議題

とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第４号について、ご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第３項

の規定により、これを報告いたしまして、その承認を求めるものでございます。本

日提出でございます。 

提案理由でございます。介護保険料などが平成２８年３月末日に確定をいたしま

したために、平成２７年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第５号）を専決

処分をさせていただいたものでございます。 

１枚開けていただきますと、専決処分書専第４号でございます。 

補正予算でございます。専第４号平成２７年度山江村特別会計介護保険事業補正

予算（第５号）でございます。平成２７年度山江村特別会計介護保険事業補正予算

（第５号）は、次に定めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ８３万５,０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ４億３,１２２万円とするものでございます。 

２歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。平成２

８年３月３１日に専決をさせていただいております。 

内容につきましては、健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、専第４号について説明いたします。 

１ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でご

ざいますが、介護保険料の額が確定したことによりまして、保険料を３９万１,０

００円減額するものであります。居宅介護サービス給付費等の実績により、調整交

付金が確定したことによりまして、国庫支出金を２２万４,０００円減額するもの

であります。それから、介護予防サービス計画作成料等の額の確定によりまして、

諸収入を２２万円減額するものであります。 

２ページをお開きください。歳出でございますが、認定調査費等の額の確定によ

り、総務費を３２万３,０００円減額するものであります。保険給付費を給付実績

によりまして、２,８０９万円を減額するものであります。家族介護継続支援交付

金等の実績によりまして、地域支援事業費を４２万５,０００円減額し、予備費を

２,８００万３,０００円追加するものであります。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 承認第５号 専決処分事項の承認を求めることについて 

平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算

（第４号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第８、承認第５号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第４号）

を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第５号について、ご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

よりまして、これを報告し、その承認を求めるものでございます。平成２８年６月

８日、本日提出でございます。 

提案理由でございます。後期高齢者医療保険料などが平成２８年３月末日に確定

をいたしましたために、平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算

（第４号）を専決処分をさせていただいたものでございます。 

１枚開けていただきますと、専決処分書専第５号でございます。 

補正予算でございます。専第５号、平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療

事業補正予算（第４号）でございます。平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医

療事業補正予算（第４号）は、次に定めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ
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ぞれ８４万４,０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ３,２０４万５,０００円とするものでございます。 

２歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。平成２

８年３月３１日に専決をさせていただいたものでございますが、内容につきまして

は、健康福祉課長より説明申し上げます。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、専第５号について説明いたします。 

１ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でご

ざいますが、後期高齢者医療保険料を８４万５,０００円減額し、使用料及び手数

料を４,０００円減額するものであります。これは保険料の額が確定したことによ

る減額と、督促手数料の減額によるものであります。 

２ページをお開きください。歳出でございますが、総務費を１０万３,０００

円、後期高齢者医療広域連合納付金を６５万３,０００円、予備費を９万３,０００

円減額するものであります。総務費につきましては、事業費の不用額の減額、後期

高齢者医療広域連合納付金につきましては、被保険者保険料負担金の確定による減

額であります。 

以上であります。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を１１時２０分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０８分 

再開 午前１１時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 承認第６号 専決処分事項の承認を求めることについて 

山江村税条例の一部を改正する条例 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第９、承認第６号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、山江村税条例の一部を改正する条例を議題とし、提案者の説明を求め

ます。 

村長。 
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○村長（内山慶治君） それでは、承認第６号について、ご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第３項の規定

により、これを報告し、その承認を求めるものでございます。本日提出でございま

す。 

提案理由でございます。地方税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１

３号）、地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成２８年政令第１３３号）及

び地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成２８年省令第３８号及び第３９

号）が、平成２８年３月３１日にそれぞれ公布されたことに伴いまして、山江村税

条例の一部を改正する必要がありますので、専決処分をさせていただいたものでご

ざいます。 

１枚開けていただきますと、専決処分書専第６号でございます。 

これは上位法の法改正によりまして、併せて税条例を改正したというものでござ

いますが、改正する条例を添付しておりますし、新旧対照表をその後添付しており

ます。 

概要につきましては、固定資産税の非課税措置が新設されたということでありま

す。これは独立行政法人等について、組織の統廃合、設立がなされております。平

成２８年４月１日から、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構とか、独立行

政法人労働者健康安全機構並びに国立研究開発法人農業職員産業技術総合研究機構

並びに国立研究開発法人水産研究教育機構等々が設立をされていることに伴いまし

て、固定資産税の非課税措置が新たに設けられたということでございます。 

それから平成３０年から平成３４年までの各年度の個人住民税に限りまして、セ

ルフメディケーション推進のためのスイッチＯＴＣ、要するに医療機関でもらうも

のではなくて、医薬品として買い求めるものにつきましても、所得税、個人住民税

からその医療費控除が行われるというものでございます。内容につきましては、１

万２,０００円を超えるときには、その分を超える部分の金額、最大８万８,０００

円となっているようでありますが、その分につきまして、その年分の所得控除金額

から控除をするというものでございます。その他、山江村税条例の一部を改正する

条例は、２７年度において改正した分の字句の読み替えによる改正を行っておりま

す。 

以上、説明申し上げます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 承認第７号 専決処分事項の承認を求めることについて 

山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
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○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１０、承認第７号、専決処分事項の承認を求める

ことについて、山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とし、提案

者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第７号について、ご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、

これを報告し、その承認を求めるものでございます。本日提出でございます。 

提案理由でございます。国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が、平成２

８年政令第３３号が平成２８年１月２９日に、地方税法等の一部を改正する法律、

平成２８年法律第１３号が、地方税法施行令等の一部を改正する政令、平成２８年

政令第１３３号が、平成２８年３月３１日に公布されたことに伴いまして、山江村

国民健康保険税条例の一部を改正する必要がありましたので、専決処分をさせても

らったということでございます。 

１枚開けてもらいますと、専決処分書であります。専第７号でございます。 

また１枚開けてもらいますと、改正する条例がありますし、引き続き新旧対照表

を付けているということでありますけれども、国保税の負担につきましては、基礎

課税の課税限度額等々がございました。その基礎課税分の課税限度額を５２万円か

ら５４万円に、それから、後期高齢者支援分の課税限度額を１７万円から１９万円

に引き上げられているものでございます。ちなみに介護納付金分の課税限度額につ

いては、据え置きの１６万円となっているところでございます。 

また、保険税割がありました、いわゆる７割、５割、２割の軽減措置が講じられ

ております。その５割、２割の軽減基準に、軽減判定所得の変更が行われたという

ことでございます。現在、世帯の軽減判定所得の算定において、保険者の数に乗ず

べき金額が２６万円だったわけですけれども、２６万５,０００円に引き上げられ

た。それから、同じく２割軽減を４７万円から４８万円にそれぞれ引き上げられた

ということでありますので、所得の低い人に対する措置が取られているということ

でございます。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 承認第８号 専決処分事項の承認を求めることについて 

山江村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１１、承認第８号、専決処分事項の承認を求める

ことについて、山江村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を議題と
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し、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 次に、承認第８号について、ご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、

これを報告し、その承認を求めるものでございます。本日提出でございます。 

提案理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第

１３号）、地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成２８年政令第１３３号）

及び地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成２８年省令第３８号及び第３９

号）が、平成２８年３月３１日にそれぞれ公布されたことに伴いまして、山江村税

条例の一部を改正する必要がありますので、専決処分をさせていただいたものでご

ざいます。 

１枚開けていただきますと、専決処分書専第８号でございます。 

また１枚開けてもらいますと、改正する条例がありますし、新旧対照表をその後

添付してあります。この概要につきましては、平成２７年度において改正した分の

条文のずれによる改正であります。第３条第７号から第９条までとするものでござ

います。また、附則第２項中、平成２８年以降の年度分の固定資産税に係るという

分につきまして、審査申し出の際、平成２８年度分課税において公示してあるもの

について適用したものでございます。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 同意第３号 山江村固定資産評価員の選任に関する同意を求めることに

ついて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１２、同意第３号、山江村固定資産評価員の選任

に関する同意を求めることについてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 同意第３号について、ご説明申し上げます。 

山江村固定資産評価員の選任に関する同意を求めることについてでございます。

次の者を山江村固定資産評価員に選任したいので、地方税法第４０４条第２項の規

定により、議会の同意を求めるものでございます。本日提出でございます。 

住所が、山江村大字山田乙２１５２番地、氏名につきましては山口明、税務課長

でございます。生年月日につきましては、昭和４３年５月１６日生まれ、就任年月

日でございますが、平成２８年７月１日付でございます。 

提案理由といたしましては、山口明氏を、今の税務課長でありますが、適任者と
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認め選任したいので、提案をさせていただくというものでございます。これは充て

職として、税務課長がその職に当たってきたということでありますが、現評価員で

あります蕨野昭憲氏が村長部局から教育委員会部局へ異動をしておりますので、徴

税法４０４条第２項及び山江村条例第７６条の規定により、選任をさせていただき

たいということでございますので、山口課長を適任と認め、議会の同意を求めるも

のでございます。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 同意第４号 山江村教育長の任命に関する同意を求めることについて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１３、同意第４号、山江村教育長の任命に関する

同意を求めることについてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、同意第４号について、ご説明申し上げます。 

山江村教育長の任命に関する同意を求めることについてでございます。地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号第４条第１項）の規

定によりまして、次の者を山江村教育委員会教育長に任命したいので、議会の同意

を求めるというものでございます。本日提出でございます。 

記といたしまして、住所につきましては、熊本県人吉市浪床町３０８５の１、氏

名が藤本誠一氏であります。生年月日につきましては、昭和３０年４月６日であり

ます。適用といたしまして、任期が平成２８年７月１日から３年間でありますが、

平成３１年６月３０日までであります。 

提案理由でございますが、教育委員会教育長の辞職によりまして、新たに教育長

を任命する必要があるため、提案をさせてもらうということでございます。藤本誠

一氏の経歴でございますけれども、生年月日は申し上げましたが、県立八代高校を

卒業され、熊本大学教育学部英語科に進まれ、昭和５４年に大学を卒業されており

ます。その後、昭和５４年湯前町の湯前小学校教諭を皮切りに、１５年間相良村の

相良北小学校、それから人吉市の西小学校の教諭として赴任されております。その

後、平成５年４月から熊本県知事部局に出向されました。国際課参事が平成５年か

ら平成６年の３月までですので１年間、それと熊本県教育庁体育保健課のほうに、

国体の推進として競技力向上対策指導主事として、平成６年から平成８年の３月ま

での２年間、その後、熊本県の教育庁学校人事課の参事として平成８年から平成１

１年まで、それから上益城教育事務所の管理主事として、平成１１年から１４年ま

での３年間勤められております。いわゆる行政経験も９年間勤められておられる方

でございます。その後、平成１４年４月から多良木町の久米小学校長として、また
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人吉球磨のほうに赴任され、平成２２年の３月まで久米小学校、あさぎり町立免田

小学校、相良村立の相良中学校長としておられまして、その後、平成２２年４月か

ら１年間でありましたけれども、菊池の教育事務所長として赴任をされたというこ

とであります。その後はもうご案内のとおりでございます。平成２３年４月から２

８年の３月まで５年間という長きにわたって、山江村立山田小学校の校長として、

その実績を積み重ねてこられましたのは、ご案内のとおりであります。ＩＣＴ教

育、文部科学省の指定校として、また熊本県の教育委員会の指定校として、そのＩ

ＣＴ教育を推進されてきたということでありますし、平成２７年には日本教育校学

会からＩＣＴ教育推進校としての受賞をされた、全国で４校ということであります

けれども、ということでございました。平成２６年、２７年度につきましては、人

吉球磨校長会の会長も歴任されているということでありまして、１０年の行政経

験、またもろもろの経験、特に山江村は今ＩＣＴ教育を２０２０年まで進めようと

しております。先ほど申し上げましたが、教育行政部局のみならず、私の村長局の

ほうにも教育ＩＣＴの首長連絡協議会あたりの話があるところであります。もちろ

ん大平教育長とともに進められてきたということでありますけれども、その継続も

含めて、藤本誠一氏を同意を求めさせていただきたいと思います。人事案件であり

ますから、どうぞ慎重審議の上、全会一致でお認めいただきますようよろしくお願

い申し上げます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第３８号 山江村防災行政無線デジタル化工事請負契約の締結につ

いて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１４、議案第３８号、山江村防災行政無線デジタ

ル化工事請負契約の締結についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第３８号について、ご説明申し上げます。 

山江村防災行政無線デジタル化工事請負契約の締結についてでございます。次の

とおり工事請負契約を締結するものとするというものでございます。本日提出でご

ざいます。 

記、工事名につきましては、平成２８年度山江村防災行政無線デジタル化工事で

ございます。事業量につきましては、親局の設備、遠隔制御設備、中継局の設備、

屋外子局の設備、それから戸別受信機を整備したいということでございます。契約

金額につきましては２億７,０５４万円でございます。契約の相手方でございます

が、熊本市中央区本荘６丁目１７番２１号、株式会社九電工熊本支店、執行役員支

店長陶山和浩支店長でございます。入札の方法は指名競争入札によるものでござい



 － 30 － 

ます。 

提案理由でございますが、この工事請負契約の締結については、山江村議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決を得る必要があるために提案をさせていただくというものでございま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第３９号 山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１５、議案第３９号、山江村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、議案第３９号について、ご説明申し上げます。 

山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の別案のとおり制定するものとす

るというものでございます。本日提出でございます。 

提案理由でございますが、平成３０年度の国民健康保険税財政運営の都道府県移

行を見据え、税率の段階的引き上げに伴いまして、山江村国民健康保険税条例の一

部を改正する必要があるため、提案させてもらうものでございます。 

１枚開けていただきますと、改正する条例がありますし、新旧対照表を添付させ

てもらっております。概要につきましては、先般５月２０日に国保運営協議会を開

催し、この内容について検討してもらっております。冒頭申し上げましたとおり、

近年の被保険者数の減少及び給付費が年々増加している状態でございます。前回に

おける改定につきましては、平成２２年度でありまして、その際に均等割２,５０

０円増額をいたしております。税率はそのときには変更してないという状況であり

ます。税率の変更は、平成１９年度以来据え置きで、不足の場合は、財政調整基金

の取り崩し等で運営をしてきた経緯がございます。平成２４年度において、一般会

計より５,０００万円の財政調整基金として繰り出しておりましたが、それについ

ても平成２７年度、３,０００万円を取り崩しまして、平成２８年度当初予算にお

いても残りを取り崩す予定でございます。 

また、平成３０年度には国民健康保険の財政運営が、今のやり方から県のほうへ

移行するということになります。いわゆる２年後には、県のほうへ移行するという

ことになります。そのために税率の大幅な上昇が考えられるということがありま

す。従いまして段階的な改定を行いまして、被保険者の急激な負担増を避けるた

め、今回の税率を改定するということで、提案をさせていただくということでござ
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います。 

本来、県より４月末から５月上旬において、平成３０年度の各市町村の税率を設

定いたしまして、通達をするという予定でございました。ただ、震災の関係で、現

在でもまだ提示をされておりません。そこで給付サイド、要するに健康福祉課より

税収入を除いた収支額を算出しております。その不足額が実は９,４８０万円あり

ました。この金額を基に税率を一度算出し、その税率を県が提示する税率と仮定を

いたしまして、現行の税率との差を検証したということでありますけれども、ただ

その結果を見ますと、納付される方々におきましては、急激な税額の上昇が見られ

たということでございますので、その上昇率の約３分の１の税率で算出し、段階的

な改正を行うということになりました。被保険者の負担増を極力避ける形で、今回

提案をさせてもらう、その不足分につきましては、国保基金のほうから手当てをす

るということでございます。審議のほうでまた詳しく説明するかと思いますけれど

も、どうぞよろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第４０号 山江村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１６、議案第４０号、山江村放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第４０号についてご説明申し上げます。 

山江村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定についてでございます。山江村放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別案のとおり制定す

るものとするというものでございます。本日提出でございます。 

提案理由でございます。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の

改正に伴いまして、これに準じて改正する必要があるため、提案をさせていただく

というものでございます。 

１枚開けていただきますと、改正する条例でございますし、次に新旧対照表を添

付させてもらっておりますけれども、学校教育法の改正によりまして、学校の定義

に義務教育学校が創設されたことに伴いまして、山江村放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正させていただくというもので

ございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第１７ 議案第４１号 平成２８年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１７、議案第４１号、平成２８年度山江村一般会

計補正予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第４１号について、ご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村一般会計補正予算（第１号）でございます。平成２８年度山

江村一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによるとするものでござい

ます。歳入歳出予算の補正第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,２

８６万４,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

３３億８,９８６万４,０００円とするものでございます。 

２歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。 

債務負担行為でございます。第２条、地方自治法第２１４条の規定によりまし

て、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第２表の債

務負担行為によるものでございます。 

地方債の補正でございます。第３条地方債の変更は、第３表地方債補正によるも

のでございます。本日提出でございます。 

内容につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、議案第４１号について、ご説明いたします。 

１ページをお願いいたします。補正前の額に歳入歳出それぞれ１,２８６万４,０

００円を追加いたしまして、歳入歳出の総額を３３億８,９８６万４,０００円とす

るものでございますが、補正の主なものについてご説明いたします。 

第１表、歳入歳出予算補正、歳入です。１３国庫支出金４,８７８万７,０００円

の減額は、社会資本整備総合交付金の内示によるものでございます。１４県支出金

５８３万２,０００円の追加は、夢チャレンジ推進費補助金３５２万８,０００円、

ＩＣＴ費等整備事業費補助金２２５万円が主なものでございます。２０村債５,４

８０万円の追加は、社会資本整備総合交付金の減額により追加するものでございま

す。 

２ページをお願いいたします。歳出です。２の総務費１,８７０万９,０００円の

追加は、人事異動による人件費、移住定住推進費７８６万５,０００円の追加が主

なものですが、加えまして、熊本地震被災自治体支援に伴う人件費のほうも含まれ

ております。 

４衛生費１,１０７万９,０００円の減額。５農林水産業費３５５万３,０００円
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の追加。６商工費５８１万３,０００円、７土木費２９５万３,０００円の減額は、

人事異動によるものでございます。９教育費２５９万７,０００円の追加は、ＩＣ

Ｔ機器等の整備事業によるものが主なものでございます。１２予備費５４４万８,

０００円を減額するものでございます。 

４ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為、エスコ事業、この事業の

内容でございますが、庁舎エアコンを省エネ型にしまして、維持管理費すべての経

費を電気料の削減分で賄うというものでございます。期間が平成２８年度から平成

４０年度までで、限度額を平成２８年度は１３６万円、平成２９年度から平成３９

年度まで２０４万円、平成４０年度を６８万円とするものでございます。 

５ページをお願いいたします。第３表、地方債の補正です。社会資本整備総合交

付金の減額によりまして、起債の限度額を引き上げるものでございます。道路新設

改良事業の限度額７,３１０万円を１億１,５６０万円に、公営住宅建設事業の限度

額６,３００万円を７,５３０万円とするものでございます。起債の方法、利率、償

還の方法につきましては、補正前に同じでございます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第４２号 平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１８、議案第４２号、平成２８年度山江村特別会

計国民健康保険事業補正予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、議案第４２号について、ご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第１号）でございま

す。平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第１号）は、次に定

めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ３７万５,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ５億８,１３７万５,０００円とするものでございます。 

２歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。本日提

出でございます。 

内容につきましては、健康福祉課長より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、説明いたします。 
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議案第４２号について説明いたします。１ページをお開きください。第１表、歳

入歳出予算補正でございます。歳入でございますが、国庫支出金を３７万５,００

０円増額するものでありまして、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金３７

万５,０００円を計上するものです。これは、国庫事業費納付金等算定標準システ

ムへの連携に係るシステムの改修に対する補助金で、補助率が１００％となってお

ります。 

２ページをお開きください。歳出でございますが、総務費を４７万６,０００円

増額するものでございます。国庫事業費納付金等算定標準システムへの連携に係る

システム改修委託料として３７万６,０００円を、それから海外診療分の診療内容

明細書等の翻訳、現地医療機関への文書紹介などの事務を委託するため、海外療養

費不正請求対策事業業務委託料として１０万円を計上するものであります。予備費

につきましては、１０万１,０００円を減額するものであります。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第４３号 平成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第

１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１９、議案第４３号、平成２８年度山江村特別会

計簡易水道事業補正予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第４３号について、ご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第１号）でございます。平

成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第１号）は、次に定めるところ

によるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１０万

７,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７,

５１０万７,０００円とするものでございます。 

２歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。 

地方債の補正でございます。第２条、地方債の変更は、第２表、地方債補正によ

るものでございます。本日提出でございます。 

内容につきましては、建設課長より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、議案第４３号について、説明いたします。 

１ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正。歳入、１国庫補助金、簡
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易水道事業国庫補助金の交付内示額による３７９万３,０００円の減額でございま

す。１村債、国庫補助金減額内示に伴います４９０万円の増額でございまして、歳

入合計補正前の額に１１０万７,０００円を追加し、１億７,５１０万７,０００円

とするものでございます。 

２ページをご覧ください。歳出、２簡易水道施設整備費、簡易水道施設整備費

は、財源組み替えを行うものでありまして、１予備費、１１０万７,０００円を追

加するものでございます。歳出合計、補正前の額に１１０万７,０００円を追加

し、１億７,５１０万７,０００円とするものでございます。 

３ページをご覧ください。地方債の補正、第２表、国庫補助金の減額内示により

ます地方債の増額でございます。起債の目的、簡易水道事業補正前の額の限度額９

９０万円を、補正後の限度額を１,４８０万円とするものでございまして、起債の

方法、利率、償還の方法は、補正前の額の記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 議案第４４号 平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２０、議案第４４号、平成２８年度山江村特別会

計農業集落排水事業補正予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第４４号について、ご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第１号）でございま

す。平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第１号）は、次に定

めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございますが、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ既定の額とするものでございます。 

２歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。本日提

出でございます。 

内容につきましては、建設課長より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、議案第４４号について、説明いたします。 

１ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正。歳入、歳入合計既定の額

１億４,７００万でございます。 

２ページをご覧ください。歳出、１総務管理費、人事異動に伴う人件費４４万
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２,０００円の減額でございます。予備費４４万２,０００円を増額し、歳出合計既

定の額１億４,７００万円でございます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 議案第４５号 平成２８年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第

１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２１、議案第４５号、平成２８年度山江村特別会

計介護保険事業補正予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第４５号について、ご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第１号）でございます。平

成２８年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第１号）は、次に定めるところ

によるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出そ

れぞれ既定の額とするものでございます。 

２歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。本日提

出でございます。 

内容につきましては、健康福祉課長より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、議案第４５号について、説明いたしま

す。 

１ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でご

ざいますが、歳入の補正による増減はありません。 

２ページをお開きください。歳出でございますが、総務費を９,０００円増額す

るものであります。介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料を新たに追加するも

のであります。予備費につきましては、９,０００円を減額するものであります。

予算の額につきましては、歳入歳出それぞれ既定の額とするものであります。 

以上であります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２２ 発委第３号 山江村議会傍聴規則の制定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２２、発委第３号、山江村議会傍聴規則の制定に

ついてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

議会活性化調査特別委員会委員長、松本佳久議員。 



 － 37 － 

○議会活性化調査特別委員会委員長（松本佳久君） それでは、発委第３号の提案理由

を申し上げます。 

発委第３号、平成２８年６月８日、山江村議会議長、秋丸安弘様。 

提出者、議会活性化調査特別委員会委員長、松本佳久。 

山江村議会傍聴規則の制定について、上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１

３条第２項の規定により提出します。 

提案の理由は、標準町村議会傍聴規則により、傍聴に関し必要な事項を定める本

規則を制定する必要がありますので、提案するものです。現在の村議会傍聴人規則

は、昭和２２年に制定されております。制定後６９年を経過しており、そのために

規則の内容並びに用語、用例の一部に現状に合わないものがありますので、これを

廃止し、新たに傍聴規則を制定するものです。 

山江村議会では、傍聴規則のみならず、議会活動全般について、村民に開かれた

村議会を目指して活動しておりますことを申し添えます。 

２枚目に、制定する規則を添付しております。 

以上です。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２３ 議員派遣の件 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２３、議員派遣の件を議題とします。 

本件は、地方自治法第１００条第１３項の規定により、議員を派遣しようとする

ときは本議会の議決が必要であることから、会議規則第１２６条の規定により提案

するものであります。 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

よって、本日はこれで散会いたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後０時０１分 
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平成２８年第４回山江村議会６月定例会（第２号） 

 

平成２８年６月９日 

午前１０時００分開議 

於    議    場 

１．議事日程 

 日程第１ 一般質問 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 赤 坂   修 君           ２番 横 谷   巡 君 

 ３番 森 田 俊 介 君           ４番 西   孝 恒 君 

 ５番 立 道   徹 君           ６番 谷 口 予志之 君 

 ７番 秋 丸 光 明 君           ８番 中 竹 耕一郎 君 

 ９番 秋 丸 安 弘 君          １０番 松 本 佳 久 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  新 山 孝 博 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   教   育   長  大 平 和 明 君 

 総 務 課 長  豊 永 知 満 君   税 務 課 長  山 口   明 君 

 企画調整課長  北 田 愛 介 君   産業振興課長  平 山 辰 也 君 

健康福祉課長  一二三 信 幸 君   建 設 課 長  白 川 俊 博 君 

教 育 課 長  蕨 野 昭 憲 君   会計管理者  中 山 久 男 君 

 農業委員会 
         迫 田 教 文 君 事 務 局 長 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） おはようございます。 

 ただいまから会議を開きます。 

 本日の出席議員は１０名で、定足数に達しております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 一般質問 

○議長（秋丸安弘君） 会期日程、日次第２、一般質問となっております。 

 お手元に配付してありますとおり、５名から一般質問の通告がなされておりま

す。 

 通告の順に従いまして、一般質問を許します。 

なお、会議規則第５５条第１項の規定の発言時間は、質問・答弁を合わせて６０

分といたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

はじめに４番議員、西孝恒議員より、１．本村の震災対策について、２．株式会

社やまえ経営状況についての通告が出ております。 

西孝恒議員の質問を許します。４番、西孝恒議員。 

 

西 孝恒君の一般質問 

 

○４番（西 孝恒君） おはようございます。４番議員、西です。議長の許しが出まし

たので、通告に従いまして、一般質問をいたします。よろしくお願いいたします。 

初めに、４月に発生しました平成２８年熊本地震により、お亡くなりになられた

方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災に遭われました皆様に心よりお見

舞い申し上げます。 

では、通告いたしております質問内容は、１．熊本地震に関連しまして、本村の

震災対策について、２．株式会社やまえの経営状況についての２点であります。 

まず、１点目の本村の震災対策についてですが、熊本県では、これまでの近年の

１２０年余り大規模地震がなかったことで、全国で最も危険度が低いと思われてい

たようですが、今回の大地震を受けました経験から、足元の防災計画を見直すこと

こそ大事と言われているようです。 

日本は地震大国ということで、どこにいても備えが必要ですが、本村でも大地震

が発生した場合、役場庁舎や消防関係設備はもちろん対策本部などの部署として、

また他の施設も避難所としてなど、さまざまに活用される公共施設ですので、その

安全性が重要ですが、現在の耐震基準による村の各施設の適合状況についてお願い
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します。 

その中で緊急避難場所及び指定避難所については、昨日いただきました資料の中

にありますが、指定箇所やまた土砂災害警戒区域等のため、指定解除になったとこ

ろもあることは確認できましたので、村のメインとなる建築物を含めて、状況をお

願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えをいたします。公共施設の耐震基準適合

状況ということでありますが、建築物の耐震基準につきましては、昭和５６年度に

改正がなされております。震度６強から７程度の地震に対し、建築物、人命に危害

を及ぼすような倒壊等の被害を生じさせないことを目的とする耐震設計仕様となり

ました。 

防災の拠点となる役場庁舎は、昭和５６年以前に建築されておりますので、耐震

診断を行い、平成２２年度において耐震化の工事をしております。この耐震化の工

事によりまして、震度６強程度で倒壊しないということを想定しております。学校

につきましては、昭和５６年度以前の建築は山田小学校だけということで、耐震化

の工事を平成２０年度に実施をしているところでございます。他の公共施設につき

ましては、ほとんどが耐震基準改正後の建築で基準を満たしているところですが、

昭和５６年度以前に建築された自然休養村管理センター、それから尾寄崎キャンプ

場につきましては、耐震化の工事ができておりません。地域の公民館につきまして

は、２３カ所ありますが、２３カ所中１１カ所が耐震基準改正前の建築ということ

になっております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 役場庁舎は、平成２２年の工事があっているということで、一

応分かりました。また小学校、それから管理センターについては、まだそれ以前の

工事ということであります。今回の熊本地震を想定した場合、やはり避難した場合

については、耐震の対策の必要な状況ではと思います。 

次に、非常食や水の備蓄状況について伺います。震災の場合、停電や断水もあり

ますが、さらに道路の状況によっては救援物資もなかなか届きませんし、また届く

までの間、備蓄品で対応しなければなりません。 

建物の耐震性とともに、非常食や水の備蓄も重要ですが、現在の状況と備蓄の計

画などについて、お考えをお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えをいたします。非常食や水の備蓄状況
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と、今後の備蓄計画についてということでありますが、備蓄につきましては、役場

の備蓄倉庫に非常食、生活物資を置きまして、行政区ごとに非常食等を配布してお

ります。 

備蓄倉庫の状況でありますが、昨年３月末では非常食が１,７９４食ありました

が、台風１０号、それから熊本地震によりまして、１,３２３食を支援のほうに回

しております。本年度補充をしておりませんので、５月末の在庫につきましては、

非常食４７１食となっております。非常食以外の生活物資といたしまして、毛布６

０枚、間仕切り３０組、ランタン１０個、コンロ４個、救急セット４セットを備蓄

しております。行政区ごとには、非常食５０食、それから乾パン４０缶、飲料水２

４本を配布しております。 

今後の備蓄計画につきましては、想定した避難者の非常食、飲料水、生活物資を

揃えたいというふうに考えております。特に熊本地震で必要とする支援物資に衛生

用品が必要だと言われていましたので、非常食以外の部分を揃えていきたいという

ふうに考えております。 

購入に当たりましては、球磨川水系防災・減災ソフト対策事業補助金を活用いた

しまして、非常食６００食、生活物資、衛生用品を予定しております。熊本地震の

影響もあり、物資が今まで揃わなかったということで、まだ購入はできておりませ

んが、今後、早急に購入していきたいと考えております。また、社会福祉協議会の

ほうにおいても、非常食、それから生活物資、衛生用品等を備蓄しているところで

ございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 非常食が先ほど１,７９４食、そのうち１,３２３食を熊本の支

援のほうに回されたということで、それは良かったと思います。備蓄するにはです

ね、費用もかかりますし、また消費期限内で取り替えも必要でありますし、しかし

東日本や熊本地震を想定しますと、やはり本当に備えはこれからも必要ではないか

と思います。 

次に、震災により役場機能ができない場合の対応についてですが、今回の熊本地

震では、その規模からしましても、また現在１,６７０回を超える余震が続いてい

るわけですが、このことからも気象庁は、日本における地震では前例のない地震と

発表されていますように、このような地震では、役場庁舎が使えなくなったところ

も多く、今回は益城町役場をはじめ、宇土市、八代市、大津町、そして人吉市な

ど、いずれも役場機能を移転したということで、もし本村の近くで今回のような地

震が発生した場合は、本村でも役場庁舎を使った震災対策活動ができないだけでな
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く、行政の基本となる重要な情報を失った場合も、その復旧は大変困難なことであ

ると思います。 

情報のバックアップ体制もあるかと思いますが、役場機能を分散するにしても、

村内に本庁舎以外のいざというときの拠点となる施設が必要かと思います。そのよ

うな整備についてどのようにお考えか、また費用がかかることですが、そのような

体制の計画は進めようとお考えか、お願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えをいたします。役場機能ができない場合

の対応についてということでありますが、先ほど役場庁舎は、平成２２年度の耐震

化工事により、震度６強から７程度の地震により建築物、人命に危害を及ぼすよう

な倒壊はしないという想定をしている答弁をいたしましたが、今回の熊本地震は、

震度７の地震が２回起きたということで、想定外のことが起きております。 

このことによりまして、国において、何らかの耐震基準の見直しがされるのでは

ないかと考えられます。国・県の対策に沿った対応が求められると思いますので、

その上で対応策を考えていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 先ほどお話がありましたように、ここにもありますけれども、

平成２２年の１１月に役場は今震度６強から７程度の地震には大丈夫ということで

ありますけども、やはり大きな地震が２回ともなりますと、その見直しもまた必要

かと思われます。 

それでは次に、避難行動が困難な高齢者、障がい者など、いわゆる災害弱者とい

われる方の支援対策についてですが、この質問については、１年前の６月定例会に

おきましてご答弁いただいていますし、またこの資料にもありますが、今回の熊本

地震を受けまして、急に現実味を感じるわけであります。 

その後進められています避難行動要支援者の登録制度の導入と、要支援者の同

意、そしてその内容を支援者に情報提供などにつきまして、現在の状況がわかりま

したらお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えいたします。本村では昨年５月か

ら、避難行動要支援者が避難支援に必要な情報を登録することで、事前に支援者に

情報提供できるようになり、災害発生時に速やかな支援活動につなげることができ

るよう登録制度を導入しております。 

その対象者は、６５歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、それと
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寝たきりの高齢者、認知症の高齢者、要介護度３以上の方、身体障害者手帳１級、

２級、療育手帳Ａ及び精神障害者保健福祉手帳１級の方、また災害発生時において

避難情報の入手、避難判断または避難行動を自ら行うことが困難な方となっており

ます。村内の対象者は、平成２８年３月末現在で４４０名いらっしゃいますが、そ

のうち３６名の方が登録を行っておられます。支援者である消防署、警察署、社会

福祉協議会、民生委員、区長、消防団等関係機関に対し、事前に情報提供を行って

いるところです。 

また、平成２４年度に導入しました災害時要支援者システムにより、避難行動要

支援者の管理を行っておりますが、災害発生時または災害発生の恐れがある場合に

は、同意を得られていない場合でも避難支援者に名簿を提供し、避難行動の支援を

行うこととなっております。 

大規模な災害が発生した場合には、役場だけでは対応しきれないことが予測され

ますので、地域の方々で初動を手助けしていただければと考えております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 避難行動要支援者の登録制度ということで、１年前ぐらいから

進められていると思います。今は４４０名中３６名が登録をされていて、一応消防

署、警察、関係機関へ情報提供をされているということであります。 

では、要支援者の方の避難先や施設についても、各地域にそれぞれ必要ですが、

その点について状況をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えします。避難行動要支援者の方の

避難先や施設についてですが、現在のところ、要支援者を対象とした特別な指定避

難所は設けておりませんが、平成２３年１１月に福祉避難所として、山江老人保健

施設と協定を結び、対象者の一時的な避難を受け入れてもらう体制をとっていま

す。しかしながら、通常の施設利用者もいらっしゃるということから、受け入れの

人数については、１５名程度であり、十分なものではないと考えます。 

本村の福祉施設数は限られており、また、福祉避難所として指定している施設自

体も被災する恐れがあることから、熊本地震の教訓を生かし、県、近隣市町村等と

の連携を図りながら、避難行動要支援者の避難施設等について検討をしていきたい

と考えております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） やはり事前の把握や準備等が今後の速やかな支援活動にもつな
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がると思います。 

では、この質問の最後に、土砂災害防止法に伴う基礎調査結果説明会後の動きに

ついてと通告していますが、その基礎調査結果説明会は、各地域にて開催されまし

て、万江地区でも今年１月２０日でしたか、万江コミセンにて説明をいただいてい

ます。 

その中で相当な写真図面を基に、土砂災害特別警戒区域いわゆるレッドゾーン、

そして土砂災害警戒区域いわゆるイエローゾーンの部分を明確に示してありまし

て、それぞれの家庭で自分がいる場所は大丈夫かどうか、その範囲がわかるように

なっております。 

さらにレッドゾーンの場合、その住宅を安全な区域へ移転を促進する、土砂災害

危険住宅移転促進事業の補助対象になるということが説明がありましたが、その説

明会後に村民の方からの相談など、動きがありましたら、状況をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、お答えいたします。まずは村内の危険箇所と災

害警戒区域の状況ですけれども、県が村内で把握している土砂災害警戒区域の危険

箇所は、土石流危険渓流が６１カ所、急傾斜地崩壊箇所が１０９カ所が対象となっ

ております。 

今回の調査は、土石流危険渓流の６１カ所のうち２６カ所と、急傾斜地崩壊区域

の１０９カ所が立ち入り調査によって基礎調査が進められた警戒区域の状況が示さ

れ、その後、住民説明会を開催し、土砂災害危険区域等の指定がされたところでご

ざいます。 

ご質問の今回の説明会の動きということですけれども、議員申されたように、今

年の１月に、村内では３日間で村内のそれぞれ６会場で住民説明会が開催されまし

た。規制された箇所、土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンですけれども、地区外

への移転とする取り組み、これは熊本県が進める事業ですけれども、これについて

の相談は、今のところ本村への相談は現在あっておりません。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） ただいま白川建設課長より、その後の動きということで、その

相談は特にないということでありました。私も説明会により、その危険性はわかっ

ても、そこを危険箇所を県や村から改修されるというわけではないわけでありまし

て、移転を進められるということで、移転に補助はあっても相当な費用がかかるこ

とで、村民の方も難しい判断の必要があるのではと思います。しかし、そのままで

は結局危険な状態の中で、心配や不安な状況は続くのではと思うところです。 
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次に、本村の土砂災害警戒区域内にある村指定の避難場所については、先ほどの

資料にも載っておりましたけれども、執行部とされましても把握されているところ

でありますが、熊本地震の後の熊日新聞にもありましたが、県内の危険箇所に市町

村指定の避難場所が少なくとも１６５カ所あることがわかったということで、その

中には先ほどのレッドゾーンにも複数箇所あったということですが、集落全体の場

所からやむを得ず指定をしているケースもあるけれども、熊本地震で地盤が緩んで

いると見られるので、県は梅雨入りを前に、安全確保の徹底など、市町村に呼び掛

けているということでありました。 

本村においては、それで危険箇所にある避難場所は、指定解除になったようであ

ります。特に万江地区では、安全な指定箇所は１カ所になりましたが、その辺を含

めてお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えをいたします。土砂災害警戒区域にある

避難所についてということでありますが、災害基本法第４２条に、地域防災計画の

修正についてという規定がありますので、山江村地域防災計画では、土砂災害対策

の中で、土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定があったときは、必要な措置を

するとしております。 

このことから、本年度熊本県により、土砂災害防止法に基づく警戒区域等が平成

２８年３月に指定されましたので、緊急避難場所の見直しをしております。調査結

果により、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域にかかった避難所、山田地区

１カ所、万江地区９カ所を指定からはずしております。 

このことは本年度６月２日の防災連絡会議のほうで説明をしているところであり

ますが、見直しによりまして、緊急避難場所は、山田地区１６カ所、万江地区１カ

所となっております。万江地区の避難箇所１カ所になってしまいますが、山田地区

の避難所にも避難してもらうということになります。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 指定避難場所は、地域の特性もありますし、特に万江地区にお

いては避難場所というところが、ほとんど危険区域ということになっておりますの

で、なかなか難しい状況かと思います。それで今は１カ所、または山田地区のほう

に避難してもらえればということで今あったと思います。 

最後に、質問ではありませんけれども、今年は防災行政無線デジタル化の工事が

施工されますけど、現在のアナログ無線は、工事終了まで使えるということでよい

のですが、今現在、戸別受信機が鳴っていない家庭におかれては、デジタル化の終

わるまでの短期間ではありますが、取り替えを進められたほうがと思います。 
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といいますのも、熊本地震はあと１カ月、２カ月は警戒が必要ということであり

ますので、緊急放送が必要な場合もあるかと思います。まだ余震も続いています

し、その間、聞こえないのは不安ですから、特にこの期間は大事ではないかと思い

ます。以上で、震災に関連しましての質問を終わります。 

次に、株式会社やまえの、主に温泉センター経営状況についてであります。まず

株式会社やまえの損益計算趨勢表からですが、ここに表がありますけど、これは以

前の会議のときにいただいたもので、これは平成２７年度分ですが、平成２８年３

月分がまだその時点で記載してありませんので、その３月分のみの当期損益額及び

２７年度合計の当期損益額についてお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 平成２８年３月期の損益でございます。１０８万５,

１１０円の収益、黒字を計上いたしております。また、平成２７年度、年度を通じ

ました損益額につきましては、５月１２日に株主総会が開催されまして、その資料

によりますと、８１９万８,６００円の損失、赤字を計上いたしている状況でござ

います。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 詳しい額をありがとうございました。これで平成２７年度損益

計算書に記入ができました。温泉センターは、皆様ご承知のように、大変歴史も古

くて、村内唯一の温泉宿泊観光の拠点であり、地元雇用の場としても大事な施設で

ありますし、地域の活性化にもなくてはならない温泉施設であると思います。 

そのような施設でありますから、平成２６年１２月１１日には、リニューアルオ

ープンがなされています。特にハード面の安全・安心と設備面もさらに充実しまし

て、配管や水質の安全性はもちろん、集客力を上げる魅力ある温泉ということで、

スーパーマイナスイオン発生の陶板浴とかマッサージバスの導入とか、その他さま

ざまな改修が６月から翌年の２月にかけて施工されまして、山江温泉がお客様に満

足いただける安全安心な施設として、そしてそこで働く社員の方やパートの方も自

信を持ってお客様にお勧めできる。また、おもてなしができる温泉としてリニュー

アルオープンしたわけであると思います。そのためには改修費用も４,０００万円

ほどになっているようです。 

そしてリニューアルオープンから現在１年半ですけれども、その効果は、先ほど

の２７年度損益計算趨勢表を見ますと、先ほどご報告のように、年間に今お聞きし

ました８１９万８,６００円の赤字ということになっているようであります。 

実はこの表の２月までの時点では、約９２８万円の赤字でしたが、３月分が黒字

になって約８００万円ほどの赤字に改善したようです。 
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大体温泉センターは以前から赤字はありますけど、私も個人的には資料の請求は

していませんので、以前、株式会社やまえの経営支援に関する調査検討特別委員会

がありましたが、そのときの資料から比較しますと、平成１９年から２３年を見ま

すと、赤字額はこれよりも前回のほうが多いときもありますけれども、その他は今

回が多い部分もあります。これはリニューアルオープン１年目にしてですけれど

も、この結果について、執行部の状況判断といいますか、見解をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 株式会社やまえにつきましては、申し上げられました

ように、平成２６年１２月１１日にリニューアルオープンいたしております。当時

は、施設が老朽化しておったということから、施設のリニューアルによる快適な施

設の提供、それから職員教育の徹底によるおもてなしの改善、料理メニュー等の一

新による食事の提供により、増客を図るということを目的として、リニューアルい

たしております。 

リニューアル後の平成２６年度決算につきましては、約５５万２,０００円の損

失を計上いたしておりますけれども、これは村の財源を入れておりますので、改善

は一旦いたしております。しかし、平成２７年度におきましては、先ほど申し上げ

ましたように、約８１０万円の損失であります。このことは大変やっぱり経営上に

おきましては、大変厳しい状況にあるということを認識をいたしております。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 今、北田課長よりありましたように、リニューアルオープン後

の結果としては、その結果が見えないようで、大変難しい状況かと思います。株式

会社やまえは、これまでの経緯からしてですね、厳しい状況でありまして、また先

ほどお話がありましたが、年数的にも経過しまして、施設の改修も必要となり、工

事も続いているわけであります。 

それで温泉センター管理運営費のほうも年々上がっているようであります。例え

ば過去５年間の当初予算を見ますと、平成２４年度は約２０４万円、２５年度は５

０万上がって２５４万円、２６年度が２２０万上がって４７４万円、２７年度は２

４６万上がって７２０万円で、それぞれ補正予算もありますが、２７年度は補正予

算（第８号）の時点で、１,４４６万円になっているようです。２８年度は前年当

初予算から４７０万円上がって、今回１,１９１万円が当初予算となっておりま

す。そのように年々増加になっているわけです。 

今は指定管理者制度ですが、その利点が見えにくい状況かと思います。温泉セン

ターの運営には、執行部とされましても大変ご苦労を感じますが、これまでの結果

を踏まえて、今後の改善対策や計画がありましたらお願いします。 
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○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 温泉センターの管理運営費につきましては、指定管理

委託料といたしまして、温泉、物産館、地域特産物利用加工施設の３施設の委託料

といたしまして、それぞれ１２０万円の３施設で３６０万円を委託料として支払っ

ております。 

それから温泉設備の管理料でございます。これはこの設備管理費につきまして

は、温泉自体の機器などのメンテナンスの費用でございます。この分につきまして

は、先ほど申されました年度につきましては、毎月計上されておらずにメンテナン

スを行っておりませんでした。これにつきましては、平成２８年につきましては２

９２万９,０００円を計上いたしております。これまでこういうメンテナンスが行

われていなかったことから、熱交換器とかろ過機、それからボイラー等の使用が不

能になったりとかで、大規模な改修が必要となっております。それで今年からは毎

月のメンテナンスを専門業者のほうにお願いしておるところでございます。 

また本年度は、施設の老朽化に伴いまして漏水が発生しておりますので、その対

策工事、それに温泉源の制御盤のほうが雷によって被災しておりまして、このあた

りが改修が必要になるということでございます。 

先ほど申されましたように、昨年の当初予算と本年度の当初予算を比較いたしま

すと、４７０万円程度が増加しております。しかしながら平成２７年につきまして

は、先ほどのご指摘にありましたように、最終的な予算額は１,４４６万７,０００

円というふうに決算をしております。これと本年度の当初を比較いたしますと、決

算ベースと当初ベースではありますけれども、２５５万３,０００円の削減はいた

しておるところでございます。 

こういったことから、先ほど申しましたように、株式会社やまえの経営につきま

しては、大変厳しい状況にあるというふうに認識いたしております。現在、役場の

担当者が再建担当として経営分析、経営改善を行っておるところでございます。 

具体的には、毎週これまで開催されていなかった部長会議を開催し、各部門の売

上の状況、経費の分析、原価の計算などを行っております。これまでも原価計算等

は行っておりましたが、さらに詳細な分析をやりましたところ、採算の合わない部

門が明確になってきております。例えば遠距離の送迎、宴会の送迎でございますけ

れども、現場のほうでは売上を上げるために遠距離の宴会のほうも送迎をしており

ましたけれども、人数次第では赤字になる場合がございます。こういったものを切

り捨てるといいますか、改善いたす。 

それからリニューアル前までは原価割れした価格で商品を販売していた、このあ

たりがよくわからないのですけれども、原価よりも安く卸して販売しておった商品
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もございます。それから消費税のアップ時、このときにも原価計算の再計算、価格

の検討、税の取り扱いなどの対策が取られておりません。こういったものが赤字の

増大に起因しているような状況でございました。こういったことなども半年がかり

で商品の卸価格の改定への交渉を行っております。これにつきましてもサービスエ

リアで、栗まんじゅう等は大量に販売しておりますけれども、原価割れに近いよう

な価格で卸しておったと、こういった点も改善しております。 

それから、従業員勤務時間のシフト、これらもかなり改善する余地があったこと

もわかっておりまして、現在改善を行っております。 

さらに赤字が続いている原因の物産館の山田店でございます。こちらのほうにつ

きましても、年間３００万円ぐらいの赤字であったということを分析しております

ので、今年の６月末日で閉店するということで準備を進めておるわけでございま

す。 

このほかにも出荷協議会におきまして、出荷される方が少ないということで、村

外の方の出荷されるときの手数料を下げるということも、先日の協議会の総会で決

議をされております。今後も、さらに経営に関する分析と改善を行ってまいりたい

と思っております。 

以上でございます。 

○村長（内山慶治君） 議長、私からも一言いいですか。 

○議長（秋丸安弘君） はい、村長。 

○村長（内山慶治君） じゃあ私のほうからも、社長でもありますし、補足してご説明

を申し上げたいと思います。議員おっしゃいました本年度は、８１９万８,６００

円の赤字を出したということで、非常に厳しい状態が続いているというのは、課長

から申したところであります。 

議員がおっしゃいました１９年度からの通算を見てみますと、黒字のときももち

ろんありました。これは１９年度と２１年度は黒字であります。あと一番赤字を多

く出したのが２５年度の２,４００万円でありました。昨年は相当温泉センターに

つきまして、昨年度といいますか、２６年ですね、つぎ込みまして、といいますの

も、基本的にあそこは、ここ何回も申しておりますけれども、役場の持ち物です。

従いまして、あの施設における固定資産に関わるものは、すべて役場のものです

ね、すべて役場のものであります。今、第３セクターに指定管理者として委託して

おりますことに対する運営に関しては、第３セクターの責任でやっていくと。 

従いまして、もろもろ老朽化の施設に伴う固定資産の分につきましては、役場の

ほうでやるという認識を、再度ご確認いただきたいと思いますし、その方向で進め

ているところでありますので、よろしくお願いを申し上げます。 
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それと改善策でありますけれども、改善策につきましては、取締役会でその都度

いわゆるバランスシート（ＢＳ）という貸借対照表とＰＬ表（損益計算書）、特に

ＰＬ表といいますから、プロフィット＆ロス何とかですね、要するにもうけた分と

損した分を計算しなさいというのが損益計算書でありました。損益計算書も実はす

べての部門が入った損益計算書でありました。 

それと非常に危ないのは、例えば役場等々からの補助金は、営業外経費として計

算されるわけであります。要するにわかりやすく申し上げますと、これは私も民間

の株式会社におりましたので、この付近につきましては勉強させてもらっておりま

すけれども、要するに１万円の売上を上げるために、経費が４割いりました。４,

０００円いりましたということです。これは流動経費といいます。要するに１万円

売り上げるものをつくる経費です。それが例えば４割ということであれば４,００

０円いるわけです。これをあと残りの６,０００円を粗利といいます。この粗利か

ら固定経費というのを引きます。固定経費というのが賃金であったり税金であった

り電気料であったり、そういう施設を維持管理する経費を固定経費といいます。先

ほど６,０００円の粗利が残りましたけれども、これが７,０００円の固定経費がい

ったら１,０００円の赤字とカウントされるわけです。そのほかに営業外費用とし

て、これがプラスになればその１,０００円が消えてしまう可能性があります。た

だこの計算は、非常に危ないということをいつも申してきました。要するにあくま

でも営業内の総売上から流動経費を引いた粗利が出て、粗利から社員の給与等を引

きながら、その６,０００円以内でないと、この会社は健全ではないというような

ことであります。 

ただ、その損益計算書によりますと、ただいま言いましたとおり、今年は８１９

万８,６００円、要するに８１９万８,６００円の社員の給与を１年間通して我慢す

ると黒字が出る会社です。ただ、それを簡単には言えませんので、固定経費をどう

やって削るかという努力をまずしなさいというような指示をずっとしてきておりま

した。その途中で経営コンサルタントによりまして、経営分析をしてもらった結

果、またこの質問はまた後ほど出るようでありますので、そのときまた詳しく申し

上げたいと思いますけれども、各部門ごとの損益計算書がなされてなかったという

ことであります。トータルで見るもんですから、その部門部門の状態がどうなって

いるか。これはずっと指示をしてきたわけでありますけれども、社員相当忙しいの

もあります。ただその付近にしっかりと意識が向かなかったということもあろうか

と思います。 

従いまして、その経営コンサルタントの分析の結果では、やればやるほど大幅な

赤字になる部門が出てきたということです。見えてきたということです。要するに
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１万円稼ぐのに費用を流動経費を、七、八千円使って残りが二、三千円ですから、

それに使う固定経費が１万円ぐらいいっとったというところですね。で、七、八千

円の赤字になります。 

例えば山田店を見てみますと、山田店はものを仕入れて売るわけですから、手元

に残るのは二、三割しかないはずですよね。流動経費が要するにものを売るための

経費が七、八千円かかるわけですね、１万円売るのに。二、三千円もうけた分で、

あそこの電気代とか、農協の施設ですから、農協に施設を借りてますから、貸家で

すからそのお金を払ったり、電気料を払ったりすると赤字になってしまうと。要す

るにあの施設はやればやるほど赤字の施設だったわけです、というのが判明しまし

た。先ほど課長が申しましたとおり、年間３００万円から４００万円の赤字だった

ということであります。 

１０年ぐらい前、農協が店舗を止めた折、村民の方々への福利厚生といいます

か、もう１店、稲留商店はありますけれども、その福利厚生を維持するためという

ことで当時は第３セクター黒字を呈しておりましたので、そのサービスができたと

いうことで、あの店で物産館を始めたという経緯がありますが、このような状況の

中においては、とても維持できる状態ではありません、株式会社でありますので。

そういう部門が見えてきたのが、先ほど課長が言いましたとおり、遠距離の送迎に

おいては、やればやるほど、一生懸命やればやるほど赤字であったというような部

門であります。 

もう一つは、やればやるほど赤字の部門があったということと、もう一つは、と

んとんだけどやりようによっては黒字の部分もあるという部門も見えてきておりま

す。これは今、赤字ですね、食堂部門は今赤字になります。非常に一つ一つの原価

計算と要するにロスがないように、食べられる改善等を指示しております。 

物産部門については黒字であります。ただ今回、この物産部門におきましても、

温泉センター全体、この震災で３００万円程度の赤字といいますか、売上減が生じ

たと言いましたが、そのことはサービスエリアで売っていた栗まんじゅうが全く止

まってしまったという状況が続いた。そして温泉センター宿泊、それから宴会のキ

ャンセルが相次いだということであるわけでありますけれども、ただ黒字の部分に

ついては、さらにその物産等の新しい商品開発、また今ある商品のブラッシュアッ

プといいますか、もっと良くしながら売っていくということで、さらに売上を伸ば

していきたいというようなことであります。 

従いまして、今回の経営改善策の中においては、冒頭の議会の挨拶の中でも申し

上げましたけれども、今回、役場職員を役場職員のままとして、出向でも派遣でも

ありませんが、経営改善担当を命ずる。株式会社やまえ経営再建担当を命ずる、と
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いう辞令をこちらで出しました。この辞令は、そういう部門ごとの経営について、

つぶさにもう一度洗い直して、さらにその状況を見極めていく。 

従いまして、赤字の部門についてはどうしても駄目ですという報告が来ましたの

で、今回６月いっぱいで一旦その部門はやめるということであります。農協の福田

組合長に聞きますと、あさぎりのほうでも１店舗閉めるというような話も聞いてお

りますけれども、要するに、この会社は株式会社でありますので、黒字経営が当然

求められてくる中においては、そういうことも思っておりますし、あと稲留商店も

ありますので、そちらのほうの商品もまた充実していただきながら、村民の方々の

買物支援あたりにはしたいと思いますけれども、そういうものをしっかり見極める

担当を置きました。 

その主幹の担当には株式会社やまえにおいては、取締役副社長として常勤相当の

扱いでの辞令を出させていただきました。ただし、来年の３月３１日までという期

限付きの辞令ではありましたけれども、それまでにいろんな株式会社の数字をこま

めにといいますか、数字が物語っている人の在り方、そしてその会社の体制の在り

方等々も調査しながら、改善をしてもらうということであります。 

我々取締役３人おりますけれども、３名とも非常勤であります。時折は行きます

が、日頃からその経営状況をつぶさにチェックすることができません。今は月１回

取締役会を開催をしているところではありますけれども、それができませんので、

常勤相当の取締役を置きながら、また副社長としての辞令を発令しましたので、も

ろもろ経営改善のための資料を収集し、手立てを打っていくというようなことを考

えているところでありますので、補足して説明申し上げます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 今、村長より詳しいご答弁をいただき、ありがとうございまし

た。村長のお話、大体わかります。温泉センターが村の施設であるということであ

りますから、そのためには、設備の面とかハード面の改修、設備のメンテ、ずっと

これは必要であります。また北田課長もありましたけれども、漏水箇所があるとか

いうことでありますし、また、そういった経費はずっと必要であると思います。 

ただ、ちょっと今指定管理者になっておりますので、若干指定管理者としてのメ

リットといいますか、それがちょっとどこにあるのかなというのが、少し今のとこ

ろはまだ見えないところかなと思います。また経営分析をして、細かな見直しをし

て、対策をしていくということであると思います。 

それから、この趨勢表についても説明をいただきました。大体わかります。元々

収入の基になるこの売上高合計、ここが一番基になるところと思いますが、そのた

めには売上原価が必要であるわけですね。売上原価を引いたものが損益金額になる
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わけでありまして、前の資料にはそこのところが入っておるわけですけれども、実

際こっちのほうには、例えば売上原価とかいうのは今回のには入ってなくてです

ね、いきなり損益金額を書いてあるわけです。それは差し引けば分かることなんで

すが、売上の原価を引いて、売上原価を引いたところが売上損益になると、収入で

すね。さらに今度は、それからまた販売管理費を引いたものがいろいろありますけ

れども、その引いたものが結局は当期損益になるということでなってくるかと思い

ます。 

それが結局赤字になったということで、大体理解はしておりますけれども、温泉

センターは最初に話しましたけれども、歴史ある村内唯一の温泉宿泊観光の拠点で

あり、地元雇用の場としても、また地域の活性化にも、その存在は大きいと思いま

す。今後の発展を願いまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（秋丸安弘君） それでは、お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時間を１１時５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、１０番議員、松本佳久議員より、山江村まち・ひと・しごと創生総合戦略

について、２．熊本大分大地震についての通告が出ております。 

松本佳久議員の質問を許します。１０番、松本佳久議員。 

 

松本佳久君の一般質問 

 

○１０番（松本佳久君） １０番議員、松本佳久です。本日の一般質問では、平成２６

年１１月に、まち・ひと・しごと創生法という法律を制定し、国を挙げて鳴り物入

りで始まった地方創生５カ年計画の中の、私たちの山江村まち・ひと・しごと創生

総合戦略についての質問と、地震関連では川内原子力発電所の稼動停止についての

２点の質問をし、執行部の答弁を求めたいと思います。 

まず、まち・ひと・しごと創生法第１０条に基づく、山江村まち・ひと・しごと

創生総合戦略について質問をします。山江村まち・ひと・しごと創生総合戦略に関
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しては、本議会でもいろいろな質問、提案があっております。特に昨年１２月議会

では、横谷巡議員、中竹耕一郎議員からも、この地方創生総合戦略について、活発

な質問や各種の提案があっているところです。 

私はこの総合戦略は、今後の山江村の命運を決める非常に大切なものだと認識し

ており、この総合戦略がうまく進まないのであれば、山江村の将来は極めて危うい

と考えています。 

そこで、既にもう始まっているこれまでの事業実施されたことの反省や、今後の

計画について執行部の答弁を求めたいと思います。この総合戦略は、昨年の１１月

に策定され、既にいくつかの事業は、平成２７年度の事業として実施されておりま

す。 

この総合戦略には、四つの基本目標がありますが、それらは、活力につながる雇

用づくり、２番目に移住・定住の促進、３番目に結婚・出産・子育ての支援とみん

なの笑顔があふれるむらづくり、４番目に安心な暮らしの実現の四つのようであり

ます。５カ年計画といってもあっという間に時は過ぎ行きます。 

そこで、平成２７年度に実施した事業についての報告と、反省点や改善点等があ

ればそれについての答弁を求めます。特にこの四つの目標について、どれくらい近

づいたのか、あるいは達成したのか、執行部の答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 山江村のまち・ひと・しごと創生総合戦略等について

のご質問でございます。ただいま申されましたように、平成２７年の７月にです

ね、産・学・官金労言及び村民の方々によります山江村総合戦略策定委員会を設置

いたしまして、山江村の人口ビジョンと総合戦略を策定いたしております。平成２

７年の１１月でございます。 

人口ビジョンにおきましては、２０６０年の人口推計２,０７４人ということ

で、この減少を総合戦略に基づいた実施事業によりまして３,０００人にとどめよ

うということを目標といたしております。 

基本目標としては、ただいま申されました四つの基本目標を掲げておりまして、

その中で６２の施策を掲げております。これまで実施いたしましたのは、地方創生

総合戦略に基づきます地方活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業ということ

で、まず消費喚起、生活支援型として、プレミアム商品券の発行、プレミアムタク

シー券の発行、低所得者向け商品券、商品購入助成事業というものをやっておりま

す。また、地方創生の先行型事業といたしまして、総合戦略の策定、人口ビジョン

の策定、それからハード事業も若干やっておりまして、山江温泉ほたるのトイレの

バリアフリー化、それから山江村地域仕事支援事業、これにつきましては雇用対策
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でございます。それから山江村地域自立支援事業、これは各区の自立したものを目

指そうということで、各区が区の創意工夫によって実施される事業に対して支援を

行っております。それから東京大学との相互情報間のシステムの構築ということ

で、共同研究を行っております。またその他に、地方創生の関連した事業といたし

まして、国の山村活性化支援交付金事業、これは山江村の物産の開発であるとか、

既存の物産のブラッシュアップ、そういったものを行っております。それからふる

さと名物応援宣言によります個人事業者の事業、それから農村集落活性化支援事

業、これは産業振興課のほうで５カ年の事業として取り組んでおります。それから

学校給食の地場食材の拡大モデル事業ということもやっております。それから先ほ

ど申しましたが、東京大学との共同研究によります山江栗の現状の調査、研究等も

行っております。また、このあたりの事業実施に伴います反省点といいますか、や

はりこれは初年度でございまして、導入に向けた大体動きをやっております。今年

は１００人委員会とか、地域づくり研究所を中心に、村民の方々の自主的な活動、

動きをつくっていこうということで取り組んでおります。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 初年度ということもあって、導入的なところであったという

ような答弁だったかと思います。しかし、これは平成３１年までの５カ年計画で

す。もう既に２年目に入っておりますし、あっという間に５年間が過ぎるというと

ころであります。 

その中で平成３１年度の人口目標３,０００人についてお尋ねいたします。こう

いう立派なものをつくってもらって、人口ビジョンと総合戦略を配布してあります

ので、これに基づいて質問をしたいと思います。この人口ビジョンの中の２ページ

や３ページや８ページを見ますと、山江村の人口が一番多かったのは、昭和３０年

ごろであります。６,８００人とか６,７６６人と書いてあります。それが２０１０

年には３,６８１人、２０１４年には３,５２２人となっております。それでこのま

まで推移すれば、先ほど北田課長申しましたように、２０６０年には２,０７４人

にもなるんだと。だからいろんな対策を打って、人口減少が急激に減らないように

鈍化させるというか、あるいは横ばいでいくというようにするか、そのようないろ

いろな計画が書いてあるということであります。 

それで、まず第１点目は、人口目標３,０００人について、具体的にどのような

ことをやれば、それが実現できるのか、これをお尋ねします。 

次に、雇用の創出についてお尋ねします。例えば、まち・ひと・しごと総合戦略

であったかと思いますが、計画では５年後に２０人の雇用創出と書いてあるようで
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ありますが、２０１９年までの新規雇用創出者数は２０人とあります。もちろんこ

の計画は、実現可能な計画を立ててあるとは思いますけれども、これはもう少し増

やすべきではないかと考えます。 

さらに次のページには、新規就農者数を２０２６年度までは２人で最終年度まで

は４人にするんだとか、新規林業従事者数は２人増やす。最低限のところを書いて

あるとは思いますけれども、この雇用の創出が人口の維持には大変重要なところで

あろうかと考えます。その点について、人口目標３,０００人をどのようにして達

成されるつもりなのか。そしてまた雇用については、もっと仕事場を増やす必要が

あるのではないか、この答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） まず、山江村の２０６０年の人口目標、３,０００人

というふうに目標を立てております。これが可能かというご質問でございます。今

回、策定いたしました人口ビジョン、推計によりますと、山江村は４４年後には

２,０７４人になってしまうと推計されております。これを３,０００人にとどめる

ということで、この差は９２６人の差があるわけでございます。 

先ほどから申されておりますように、今後、山江村のまち・ひと・しごと創生総

合戦略に基づいた事業を確実に実施していくことが必要であろうというふうに認識

をいたしております。 

これにはまた役場だけでなく、村民の皆様がですね、こういう状況にあることを

共有していただきながら、村民ばかりではなく、外部の専門家など多様な方々との

協働による人口減少を克服することは可能ではないかというふうに考えておりま

す。 

現在、開催しております村政懇談会におきましては、村内の公営住宅へ入居され

ていらっしゃる若い方々が、宅地分譲ができないかというふうなご相談もあってお

ります。こういうことで山江村への移住・定住を望まれる方が多いことは事実でご

ざいます。こういうことから、山江の持つポテンシャルは非常に高いものというふ

うに考えております。 

今後、今年度はこういったものを進めるためにですね、移住・定住を促進させる

ための地方創生加速化交付金によりまして、事業を実施することといたしておりま

す。定住促進におきましては、山江村を紹介するパンフレットとか、動画による紹

介ツールを作成いたしまして、都市部で移住の相談会をやりたいということを思っ

ております。また、山江の受皿づくりも必要となることから、空き家を活用した移

住・定住化策も進めていくこととしております。 

このような施策と総合戦略で掲げております子育て支援ですね、こういったもの
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も進めますし、安全・安心なむらづくりを進めることで、山江村の地域の魅力を増

加させることによりまして、移住・定住の増加を図り、目的を達成させたいという

ふうに考えております。 

それから、雇用の創出でございます。これ非常に重要な部分でございます。ま

た、これは一番手っ取り早いのは、企業の誘致ということでありますけれども、こ

ういったものは、現在の日本の経済状況からは望めません。したがって、山江村地

元でですね、産業を創出する必要があるということでございます。山江村の地域資

源を活用いたしました６次産業化、これには今ある地域資源を活用して、付加価値

を付けて高く売ると。また新しい特産品を開発する。山江村におきましては、クリ

が有名ではございますけれども、以前から加工品が開発されておりますが、最近東

京などの有名なレストランとか、有名なスイーツの店では使われるようになってま

いりましたが、まだまだ全国的には知られていないのが現状でございます。今後、

生産量を増やし、どこにでも通用するような高級ブランドにすることにより、関係

農家の所得の向上、企業の所得の増加につながり、さらなる雇用が生まれることが

期待できます。 

また、クリ以外の作物につきましても、山江村で生産されます農林産物を加工、

流通させることで、仕事が増え雇用が生まれます。地域資源である文化財や自然を

活用したフットパスのコースの整備を本年度から取りかかります。これにつきまし

ては、山江村に人の流れをつくり出すということ、まず滞在型のコースなどをつく

りまして、民泊を進めると、こういったことによりまして、交流人口を増加させ

て、山江村のファンを増やし、物産販売へつなげることも可能かというふうに考え

ております。 

また、現在、産業振興課が進めております集落営農による法人化、これは自分の

農地を貸して、そこへ働きに行くことも可能であり、雇用の創出へつながるものと

考えております。 

このようなことを目指して、村民の方々で組織します未来塾１００人委員会を既

に起ち上げておりまして、今回で３回目を開催することといたしております。この

委員会では、全体会とですね、部会を設けまして、それぞれで村民の方々が持続可

能なむらづくりへ向けて、話合いをやっていただきまして、その中で出てきました

ものを、実際に村民の方々が実行していただくと、そういったものを支援したり政

策に結び付けるために、山江村地域づくり研究所におきまして調査、研究を行いま

す。 

こういうことを通しながら、山江村独自のむらづくりを続けていきたいというふ

うに考えておりまして、まず重要なことは、村民の方々自らがですね、事業を実施
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していただくということで、雇用を創出する仕組みを構築していきたいというふう

に考えております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） いろいろな雇用の創出政策を考えておられるようでありま

す。例えば、農業法人化と言われましたけれども、私は今回の地震で感じたことが

ありますが、それは、やはり地場産業の育成だろうと思います。例えば、納豆であ

れ豆腐であれ、多分山江には製造者はおられません。そのようなもの、例えば、宇

城市でしたかな、マルキン納豆の工場が地震でやられて、しばらく納豆が来なかっ

たとか、そういうこともありますので、そのような農業法人化、そしてその次に

は、日頃私たちがいただくものをつくられるような地場企業ができてこないかなと

いうことも考えております。 

また、あるいは林業の振興にしましても、名前は「五木村ふるさと振興社」でし

たかな、そのような林業公社等をつくって、雇用の確保につなげ、また村の山を守

るというようなこともされております。そのようなことも考えていかなければなら

ないのではないかと考えております。 

また、農業の法人化についても言及がありました。そしてまた、この計画の中に

も農業への新規参入を求めるともあります。もちろんその最初から大きく農業をさ

れるような方もありますでしょうが、通常、新たに農業を始められる方は、小面積

から始められるんじゃないかと思います。そういう点では、今、山江村の農業委員

会では、最低面積は多分５０アールとなっておると思います。でもハウス園芸だと

それ以下でもできるんじゃないかとか、いろいろ考えて、その農業によっても雇用

を増やすんだというからには、その付近までも役場一体となって、農業委員会も一

体となって考えていただけばと考えております。 

さらに、学校給食での村内の生産物の使用量も、現在は多分１７％とかいう数字

が出ております。これを平成３１年度の４０％にまでに上げるとなっております

が、そんなに５年後まで待たなくても、できるだけ早く、地場でとれたものを学校

給食にも回すというような政策が必要だと考えます。しかも、それで私は一番大事

といいますか、米の給食を増やすことだと思います。米飯給食を増やす。そして、

できればそれも村内産のお米を食べてもらうというふうにすれば、地産地消の使用

パーセントは上がるんじゃないかと思います。多分、水上村では水上村のお米を学

校給食に出してるんじゃないかなと思いますので、ぜひ先進地等も研究されてその

ようなことも進めていただきたいと考えております。 

その雇用の創出については、これを一生懸命やるとですね、山江村には子どもは



 － 62 － 

ある程度生まれます。健康福祉課長の報告では、２７年度も２９名の赤ちゃんが生

まれてるということでしたし、少なくなったとはいえ３０名の赤ちゃんが生まれて

おります。もちろん昔はもっと多かったです。昭和２４年生まれの人は、２００人

ぐらいだったと思います。それがこの人口ビジョンでもですね、ちょっと前までは

６０人、７０人の同級生がおりました。今は３０人から４０人となっております。 

問題は、高校を卒業した子どもがガクンと減るところだろうと思います。そのた

めにも山江で生まれた子どもたちが山江で働ける、あるいは学校とか専門学校で一

時的に外に出るとしても、また将来帰ってきて、山江で働いてくれる、そのような

地域づくり、むらづくりが大事だと思うんですが、雇用の創出に絡めてですね、山

江で生まれた子どもが山江で仕事をしてくれるというような考えはないか、課長、

または村長の答弁があればお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） もろもろのご意見をいただきまして、大変ありがたく思ってお

ります。地方創生関連の目標人口３,０００人ということでありますけれども、も

ちろんこの３,０００人を目標に、社人研（社会保障人口研究所）の推計によりま

すと、何もしなかったら２,０７４人になるのを、あと９２６人は何とかいろいろ

な手立てで残していくんだというようなことであります。 

そのような手立ての中に、今、いろんな事業を展開をしているということであり

ます。先ほど申し上げました、もうあえて言いませんけれども、フットパスの事

業、またクリのブランド化事業、それから学校給食の事業等々をやっているという

ことであります。 

村内において、農業生産法人化といろんな産業をつくっていくんだということも

おっしゃいました。まさにその循環型で、山江で経済を循環させるというようなこ

とは非常に大事なことで、目標とすることであろうかと思いますけれども、実は、

先般１００人委員会のワークショップで、産業ブランド化のグループがありまし

て、６９の提言が出ております。その中で、例えば甘露煮をみんなでつくりましょ

うとかですね、薬草をもっといろんな村内にある薬草の効果を勉強しましょうと

か、漬物漬けの上手なおばあさんの力を伝承しましょう、借りましょうとか、おい

しい野菜を全国に届けたいとか、冬は山江の田んぼは遊んでおりますので、その利

用をしっかり考えていきたいとか、もち米を利用した商品を開発したいとか、学校

給食の自給自足化でありますけれども、その基はやっぱり食卓自給率であります。

我が家で食べる分は、やっぱり我が家で地産地消化していくという食卓自給率を上

げていくことが大事だとかいうような意見がたくさん出ております。 

今後、この意見をですね、いろんな形でまとめていくというようなことになって
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おりますし、しっかり役場としても、地域づくり研究所を通しながら、そういう方

々、やる気のある方々の支援もしていきたいと思っているところであります。 

子どもたちの人口が減って、高校卒業後なかなか帰ってこないんだというような

ことをおっしゃいました。実は、この質問はですね、先般、全国の教育ＩＣＴソリ

ューションのセミナーで私話をさせてもらっときに、ある筑波大学の先生がこうい

う質問をされました。「全国で一番学力の高いと言われる秋田県が一番過疎化が進

んでいるんだ」ということであります。いわゆる子どもが学力優秀な上に帰ってこ

ないんだというようなことは、もちろん秋田県より随分高いわけですので、「その

点についてどう思われますか」というようなことでありました。 

実は、子どもたちが優秀で、いろんな選択肢がありながら、自分の将来の夢に向

かって、目標に向かって進んでいくということは、何ら誰にも止められない問題で

あります。その夢が、または目標がこの山江村にないとすればですね、これは子ど

もの責任ではなく、我々大人の責任だと思うわけであります。ですから、これは役

場の責任でもありません。 

我々はやっぱりしっかりそういう体制をどのように整えていくかということが求

められているんだろうと思います。優秀であっても、例えばクリの生産をしなが

ら、日本一のクリを誇りを持って、そういう後継者が生まれ、クリ生産をやってい

くというような姿を生み出さなくていけないんだというふうに考えております。 

これももう昔で私がＰＴＡ会長する頃ですので、随分昔になりますが、その頃は

クリの生産が活発な折で、３世代で住まれて、クリだけで年収３００万円、４００

万円上げられるところが多々あったわけですけれども、そこの子どもは日本一のク

リ生産農家になりたいという夢を小学校の卒業時に出されていたのを思い出しま

す。 

今はそういう誇りある仕事として子どもたちには映っていないようですので、そ

のクリのブランド化につきましても、もちろん山江栗をもっと多く生産して、もっ

と多く加工して、しっかり流通させながら、食べた人に本当においしかったと生産

者の方に返ってくるようなですね、仕組みをつくっていかなくちゃいけないんだろ

うと思っております。 

学校給食につきましても、今は米についてはですね、村内の米を食べてもらって

いるところであります。米飯化につきましては、学校の現場のほうといろいろと協

議も必要ということでありますけれども、さらに今ですね、給食コーディネーター

という方を、要するに学校の現場と栄養士と給食士さんと教育委員会と産業振興

課、それと農家の方々を結びながら、毎日毎日学校給食をできるところから届けて

いこうという調整をする人を募集しております。６月中には決定して、７月１日か
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ら地産地消化の歩みをできるところから始めたいと思っているところであります。 

いずれにしましても、本当にいろんな企業誘致にしましても、いろんな産業をつ

くっていくということは、山江はクリが全国的に注目もされているということもあ

りますし、都会では１ピース１,０００円以上する山江栗を使った洋菓子が売れて

いるということもありますので、人に、よそによかとこ取りをされんで、やっぱり

しっかり村内でそういう産業をつくっていくということが求められているんだろう

と思います。 

最後になりますけれども、この人口ビジョンの数字にあまりとらわれてしまって

は、ちょっとやることを見失ってしまうんじゃなかろうかと考えてもおります。や

っぱり住みよいむらづくりをいかにつくるか、産業をどうつくるか、福祉をどうす

るのか、環境をどう整備するのか、また子どもたちのＩＣＴということもあります

けれども、そういう子どもたちの支援をどうしていくのか、そういう総合的な山江

での暮らしそのものがですね、魅力ある山江村となっていくんでありましょうし、

今は出て行くかもしれませんけれども、将来的には帰ってきたい、ふるさとだと思

っていただけるようなむらづくりを進めていきたいと思っているところでありま

す。 

以上であります。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） あまり人口ビジョンにとらわれるなという太っ腹な村長でし

た。例えばですね、出生率、村民希望合計特殊出生率を２.１３としてあります。

理想出生率は２.３４ですけど、例えばこの２.１３は、子育て支援をしっかりすれ

ば実現できない数字ではないと思います。 

というのもですね、この表から見ますと、１９９０年前後は２.２９となってお

ります。大体同級生が６０人おります。１９８３年から１９９７年までは平均で

２.１０、出生者数は４０人から７０人と８ページには書いてあります。それで最

近の平成２０年から２４年で見ますと２.０、これは全国の市町村千七百余りで２

４位。これはよく言われているところです。それらを考えますと、２.１３は何と

か実現可能ではないかと思いますが、２.３４というのは、相当難しいなというふ

うに感じております。 

しかし、これは大きくは国の政策にも直結しております。最初子ども手当を創設

したのは民主党だったと思いますが、このときはヨーロッパやフランス国などの子

ども手当を参考にして設置してあります。現在は、それが児童手当となって変わっ

ておりますけれども、それでも子どもの支援に対して、国が力を入れていることは

間違いありません。特に、この国の政策がですね、子どもの生まれる数に直結する
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と私は感じております。このようなことは、国に対しても子育て支援政策の実現を

強力に要請すべきではないかと考えております。 

先の仕事の創出の中では、もう一つ、観光資源の磨き上げというのも書いてあり

ます。これはもちろん山江村も立派な文化財がたくさんありますし、日本遺産の活

用等もその中に入っております。 

ところで、今この日本遺産の旗が村内各地に立てられております。しかし、山江

温泉の近くの井ノ口八幡宮には、随分と前から立っておりました。その頃、私も村

内を回ったときは、大王神社と城山観音堂だったかな、ぐらいで、それが最近増え

たようですが、これはなぜ遅れたのか、予算不足だったのか。あの旗は目立ってい

いなというふうに考えております。 

今後、日本遺産をどのように山江村の地域創生にも生かしていくのかについて

も、私たちは考えなければなりません。そしてあの山江温泉です。やはり山江温泉

の観光資源の中心は、温泉であろうかと考えております。目玉といってもよいと思

います。山江温泉を中心に、それぞれ山江村への入り込み客を増加させる。そして

観光資源を結ぶ、そのような政策が展開が必要と思いますけれども、担当課ではど

のように考えておられますか。 

また、移住定住についてもお願いしたいと思いますが、空き家バンクの設立を３

１年度と書いてあります。これは早く設立するべきではないかと思います。先ほど

村政懇談会の中でも、宅地分譲の要望等があったということですが、これは公的な

機関がですね、空き家バンクを設立して、斡旋するというか、あるいは地主の許可

を得てですけど、村で買い上げて、更地にして希望者に売り渡すとか、あるいはそ

のままででも売り渡して、本人に改造してもらうとか、この空き家バンクの設立は

急務を要すると思うんですが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。 

以上の点について、答弁をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 大平教育長。 

○教育長（大平和明君） 先ほどご質問ありました日本遺産の旗、もろもろの件です

が、若干私どもの事務手続で遅くなったということは事実でございます。一つがで

すね、パンフレットをつくられまして、日本語版、韓国語版、中国語版がつくられ

て、それをもろもろのそういう施設に、施設といいますか、観光名所地といいます

か、置くようにというパンフレットもたくさん来ました。併せてですね、そのまま

持って行っても、なかなか置く場所がありません。それを入れるといいますか、立

てるといいますかね、そういうもろもろの道具というんですかね、を購入しまし

て、それと合わせて一緒に設置したいということがあったもんですから、合戦峰観

音堂さんと高寺院さんと大王神社、その３カ所にそのパンフレットを置くようなも
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のも購入しましておいたもんですから、若干旗を立てるのが遅れたということでご

ざいます。大変申し訳ありませんでした。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） まず、観光客の増加策ということで、温泉と絡めたも

のをご指摘いただきました。以前は、住民の方が願掛け巡りということで、村内を

回るツアーを実施されておりました。このときには、温泉に一泊してあくる日村内

を回るとかですね、こういうことをやっておられまして、温泉の宿泊客の増加、物

産の売上、こういったものにだいぶ寄与しておりました。そういったものも今回は

含めまして、フットパスということで、それをまた起ち上げようということで、今

月にはもうフットパスの研究委員会を設置するようにいたしております。 

先ほど申しましたように、山江村への人の流れをつくり出すということで、こう

いったものにも取り掛かりながら、先ほど指摘のありました日本遺産とも絡め合わ

せたコースをつくり上げたいと。こういうのは行政が主導した場合には、必ず後で

尻切れてしまいまして、なかなか続かないということがございますので、民間の方

々でですね、村民の方々でやられる方で一緒にやっていただきたいと。その立ち上

げと、数年は村のほうで支援をしていきたいということで、今年予算を加速化交付

金のほうでいただいておりますので、これを使いながら初年度、もう今年取り組み

たいというふうに考えております。 

それから、空き家バンクでございます。こちらにつきましても５年後に立ち上げ

るんじゃなくて、もう今年からその準備に取りかかっておりまして、できれば今年

度中にはめどを付けたいということで考えております。 

先ほど申されましたような空き家を買って、更地にして売ると、これがですね、

行政のほうも一番手間が省けます。改修を今年１件やりまして、それを公営住宅と

して貸し出すと、それまでにＰＲといいますか、見学会ですね、よくハウスメーカ

ー等がやっております。そういったことも今年は入れたいというふうに考えており

まして、これにつきましても、早急に今度の補正予算で計上いたしておりますの

で、取りかかりたいと。これは予算をお認めいただければですね、すぐ取りかかり

たいというふうに思っております。 

それから、空き家の先ほど申されました活用、これにつきましても、空き家バン

クはもう今年中にはたち上げたいと。それから空き家の活用で、更地にして売ると

いうことでございました。これも担当課のほうでも、いろいろ事業を組み立てなが

ら検討してまいりましたところですね、そういった手法がやはり家を建てられる方

が空き家をリフォームして辛抱して使うんじゃなくて、更地であったら、もう自分

の思うような家も建てられますし、思ったような生活環境が整えられるということ
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で、こっちのほうがいいんじゃないかなということで、不動産業はできませんけれ

ども、これは取り組むべき課題であるんじゃないかなというふうに担当課のほうで

は考えておるところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 前々から山江村の子育て支援政策は非常に評価があってると

ころであります。例えば、今年からは、高校生まで医療費無料化ということで、２

８年当初予算には２,１６０万円ほどが計上してあるようであります。 

それで、一番小さい赤ちゃんたちのことについてでありますが、いろいろな予防

接種があります。多分今の状況では、任意の予防接種については有料であるという

ふうになっていると思いますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。 

それから、正月の新聞だったと思いますが、山江村は保育料が高いんだというの

が出ておりました。これについてはですね、最高額は高いけれども、平均額という

か皆さんが支払っておられるのは安いんだということでありましたが、この辺も子

育て支援の意味からも、改善というか、保育料もあまり高くないんですよというよ

うなことも必要ではないかと考えます。その点についてはどのように考えておられ

ますか、あるいは現状はどうなっていますか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えいたします。子どもたちに対する

予防接種ですけれども、今、国の基準等に基づいてですね、予防接種のほうの助成

等をやっております。水痘ワクチンとかですね、小児用肺炎球菌ワクチンとかとい

うのをしておりまして、それぞれにたくさんあるのでですね、ここに資料をちょっ

と持ってきておりませんけれども、助成のほうはしていると思っております。 

それから、保育料の件につきましてですが、保育料については、国の算定基準が

ありますので、そちらに基づいてやっておりますので、各市町村の差があるとは思

っておりません。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 予防接種の補助等々につきましては、総合的に検討させていた

だきたいと思います。地域の懇談会を今、回っておりますけれども、あるところか

ら胃カメラの胃がん検診について、その補助ができないかというようなこともあり

ました。また、ある団体からですね、ピロリ菌の検査、除去について、ピロリ菌も

今回医療費の対象となりましたので、検診のメニューに組み込んでほしいというの

がありました。そういうのも一応総合的にですね、組み込むことで、実は大きい病
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気になってしまうとそれだけ医療費がかさむということでありますから、予防医療

の観点からも、また予防接種につきましても、検討させていただきたいと思いま

す。 

それから、保育料でありますけれども、この保育料は、実は一昨年の１２月３０

日だったでしょうか、熊日新聞に一斉に各市町村の保育料が載りまして、私も実は

びっくりしました。当時の担当に聞きましたら、山江村は８段階に細かく分けてあ

るということだそうです。ほかの町村は５、６段階だと思いますけれども、その８

段階に分けて、その一番高い保育料をその新聞が取り扱われたということでありま

す。８段階はですね、住民税が４０万円以上か何かの方でありまして、もちろんそ

ういう方はおられませんし、ただ、そういう段階をこまめに分けるということは、

要するに通常保育園に出しておられる方々については、ほかの市町村よりも安いと

いうような認識を当時持っております。具体的な数字については、また必要であれ

ば担当のほうから調べさせて、報告させてもらいたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 総合戦略の中の４番目は、安心な暮らしで、防災対策や次世

代を担う人材の育成についても記してありますけれども、ここは割愛させていただ

きます。 

山江村はですね、道路整備や上下水道整備、また地域情報化政策等で近隣市町村

のベッドタウンとして発展してきたと考えております。公営住宅も２００戸近くあ

ります。また最近は、教育委員会等の努力により、学校現場の努力により、ＩＣＴ

教育、そしてまた小中学校の給食費無料化、高校生までの医療費無料化など、子育

て支援の進んだ村として全国から注目を浴びているところです。 

なお、先ほど来、提案あるいは答弁いただいておりますように、雇用の確保政策

に、なお一層の力を注げば、山江村で育った子どもたちが山江村で仕事をしてくれ

るような環境づくりができてくるんではないかと思います。そのことによって人口

もある程度維持できるのではないか、急激な減少を防げるのではないかと考えてお

ります。 

最後に１点だけ、村長はこの山江村まち・ひと・しごと総合戦略を実施していか

れると思うんですが、未来のですね、山江村像について、どのように描いておられ

るのか、山江村はこんな村であってほしいというのがあればお答えいただきたいと

思います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） お答えいたします。非常に抽象的な言い方であろうかもしれま

せんが、いわゆる村民の方々が山江村に暮らしていかれる中にあって、本当に幸せ
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感を実感できる村を目指すべきだと思っております。 

蒲島知事におかれましては、「幸福度」という言葉を使われました。具体的表現

として、東京で３０万円稼ぐより熊本で２０万円稼いで、自然の中で暮らしたほう

が豊かな生活ができるんじゃなかろうかというような表現を、そういう類の表現を

されたわけであります。 

そういう意味におきましては、山江村は本当に素晴らしい環境もありますし、産

業的なものも、昔から鋭意努力されながらいろんなものが生産もされております。

そういう中で、本当に人々が生業としてですね、いろんな仕事に誇りを持って暮ら

せる村ということが大事であろうかと思っております。 

もちろん仕事もそうでありますけれども、出生率の２.３４もそうでありますけ

れども、本当に住みよい村を幸福度の高い村をしっかりつくり上げていくと、本当

に村民の皆様方がこの村に営々と住んでいきたいと思われるのでありましょうし、

そういう村が実現できればですね、おのずとよそからの方々も、この人吉球磨管内

で人口を奪い合いしてもしょうがないわけでありますけれども、Ｕターン、Ｉター

ンも、Ｊターンも含めて、よそからの方々も山江で暮らしたいというような方をお

迎えできるようなむらづくりが求められているんだろうかと思いますし、その折

に、人口は将来は減っていきますので、これは止めることできませんけれども、出

生率の歯止めは２.０７と聞いておりますけれども、目指して、努力していくので

あろうと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） それでは、２番目の質問をしたいと思います。４月１４日夜

の突然の地震に始まった熊本地震は、今に至るまで終息することなく、いわば中九

州群発地震の様相を呈しています。地震の範囲も熊本地方のみならず、大分県や鹿

児島県にも広がり、まだまだ収まる様子は見えません。地震の正式名称は、気象庁

が名付けるのだそうですが、今は「熊本地震」と呼ばれています。しかし、私はあ

の地震の範囲から考えて、熊本大分大地震と呼ぶべきではないかと考えます。 

さて、その熊本地震でありますが、だんだんと南下して、八代付近でも相当に揺

れを感じたとの報道もありました。もちろん人吉球磨も揺れました。八代のさらに

南には、鹿児島県の川内原子力発電所が稼働していますが、この収まらない地震の

揺れの中で、これでもし原発事故でも起こったらどうしようと不安に感じられた方

も多かったと思います。山江村、あるいは人吉球磨は、川内原発から８０キロ圏内

です。しかも私は農業をしておりますが、雨雲や風は南西方面、つまり川内原発方

面からやって来ることが多いです。絶対安全と言われた福島第一原発は、５年前の

東日本大震災、３.１１の地震、津波であえなくダウンし、原発事故を起こしてし
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まい、周辺地域である東北・関東地方に甚大な被害を与えてしまいました。この原

発事故は今も終息しておらず、原発本体の廃炉作業も、汚染された土壌や資材の除

染なども遅々として進んでいません。 

今、私たちは、未来の子どもたちから速やかに原子力発電から撤退することを強

く望まれているのではないかと思います。現在と未来の山江村民を守るべき内山村

長は、川内原子力発電所を稼働停止させることについて、どのように考えておられ

るか答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 地震についても触れてありましたが、今回の地震は、実は日奈

久布田川ですね。実はあの地域はですね、１５０年に一回地震が来るんだというこ

とで、非常に危機感を持っておられてたわけですけれども、避難訓練等々も相当さ

れておられました。ただ１２０年目にして、自分が生きているうちは来ないだろう

と思ってらっしゃったというようなことも聞きましたが、そういうことを考えると

きに、どこでどういう地震がどのような形で起きるのか、また火山もそうでありま

すし、今、台風もそうでありますし、集中豪雨等の災害も考えられます。また、山

江村はそうではありませんけれども、津波等で心配されるというようなこともござ

います。そういう地震多発列島といいますか、日本において、本当に地震というの

は手ごわいな、自然というのは手ごわいなと思っております。 

確かに議員おっしゃいました福島の原発においてはですね、地震、特に津波の被

害で、安全神話がもろくも崩れたというようなことであります。形あるものはです

ね、やはり安全神話は通じないんだろうということも私も考えているところであり

ます。 

そういう中において、鹿児島県の川内原発をどう捉えるかということでありまし

て、もちろん原発については、国も巻き込んだ大きな国策の一環であろうかと思い

ます。また、電力の需要を見ますと、今、九州電力からもらいました、これは全体

の電力の需給見通しですけれども、九電は１,６９３万キロワットの能力があると

いうことであります。そのうち一番大きいのは、火力で１,２２７万キロワットで

すね。水力が１１３万、揚水が２００万、太陽光が６４万、地熱が１６万、ほかか

ら中国、中部等々から電力を供給してもらってるのが７４万であります。原発が４

５０万ございます。昨年の８月でありますけれども、実は１,６９３万のキャパと

いいますか、ＭＡＸがある中で１,６４３万の消費電力がありました。いわゆるも

うＭＡＸそのものだったわけであります。もちろん節電の要請等々もありまして、

各地域における計画的節電も自治体を通しながら呼び掛けられていた部分もあろう

かと思います。 
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そういう中で、非常に苦労をされながら、また電力需要がまだまだ不足するとい

う中において、逆にいうと、原子力の果たす役割は大きいなというふうに考えてお

ります。ただ、我々の生活そのものは、やはり電気と水でありましょうから、その

ものが要するに電気もない、水もない生活をやるのかというと、またいろんな部分

があります。 

川内におきましては、先ほど議員がおっしゃいましたまち・ひと・しごとのしご

との部分で、九電がいなくなることでその町の衰退も考えられるというようなこと

の要素もあるわけでありまして、いろんな要素の中で我々は置かされているんだと

いうような、そういう状況に置かされているんだと思います。 

原発は将来的にはですね、原発に頼らなくてもよき世の中をつくっていかなくち

ゃいけないということを思っております。ただ、高い高レベル放射能の廃棄物を放

射能物質の廃棄物をどうするかということも、まだ決まっておりませんし、そうい

うことも含めて、その危険性の高いといいますか、ものにつきましては、やはり代

替エネルギーを探っていくべきなのであろうということを思っています。 

今、すぐ反対をしながら原子力反対の行動を起こせとおっしゃるのかなというこ

とでありますけれども、おっしゃる質問かなということでありますけれども、私自

身の考えは、将来に向かっては代替エネルギーが必要でありますし、急速に今なく

なったということは、いろんな課題も含んでおりますので、国・県のそういう政策

も含めてですね、対応をしていかなくちゃいけないんだろうと思っております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） ところで、人吉球磨管内には放射能測定器はどこかにありま

すかね。あるいはないとすれば県に設置を求めるべきではないでしょうか。これが

１点と、原発から３０キロ圏内には避難計画を立ててあるようです。しかし、山江

村や人吉球磨では、どのような避難計画があるんでしょうか、あるいはないのでし

ょうか。以上２点についてお答えをお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 担当からもらいました放射能モニタリング情報、原子力規制委

員会の資料によりますと、熊本県内には、熊本県庁、宇土市にあります保健環境研

究所ですね。それと八代市役所、水俣の環境センターにあるようであります。人吉

球磨には設置はされていないというようなことであります。 

風が吹きながらですね、要するに警戒区域、計画的避難区域、避難勧奨地点等々

の情報につきましては、実は宮崎の自然と未来を守る会、これは原発をあまりよく

思ってない方のあれだったと思いますけれども、資料によると、山江村はここであ
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りますので、南西からいきますと区域外になるようであります。これを若干寄せて

も。ただ、と言いながら、やっぱり安全神話が崩れ去った今でありますから、その

場合におけるもろもろの対応につきましては、当然何らかの対応をしていかなくて

はいけないと思いますし、村民の安全もしっかり考えていきたいと思っております

ので、再度その体制について確認させていただきたいと思います。 

ちなみに、今回の議会でですね、その代替エネルギーにおける検討委員会は予算

化させてもらっておりますので、いろんな風力も含めて、水力発電も含めてです

ね、山江村でどういう代替エネルギーがあるのか、研究、調査をしてみたいと思っ

ております。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 村長、からのを示していただいてありがとうございました。

山江村、人吉球磨が外れてるとはいえ、南西方向からこちらに風が来ているようで

すので、ぜひ私たちは注意していかなければいけないと思っております。万一、原

発事故でもあればですね、もうあってはいけませんけど、あれば地方創生計画であ

れ山江村基本構想であれ、私たちの幸せも未来の子どもたちの幸せも何もかも吹っ

飛んでなくなると思います。 

せっかく先輩たちが営々と額に汗して築き上げた私たちのふるさと山江村は、そ

の原発にして事故があれば、一瞬にして居住不可能地域となる可能性もあります。

今は原子力発電に頼るよりも、村長言いましたように、再生可能エネルギーによる

電力確保が求められている時代ではないかと考えております。未来の子どもたちの

ために、そして私たちの美しい山江村を残すためにも、村長なり、あるいは私たち

議会も何らかの判断をしなければならないのではないかと考えております。 

今回の熊本地震は、多くの教訓を私たちに与えてくれたと思っております。昔か

ら怖いのは地震、雷、火事、おやじと言われておりますが、やはり地震は怖いもの

の一番です。何と言っても予測がつきません。逃げるところもありません。家の中

にいても押しつぶされるときもあります。そのように恐ろしいものです。そのこと

を改めて認識させられましたし、また、一度被害を受ければ、これまで何の不足も

ない日常であったのが突然になくなります。そしてまた一からの、あるいはゼロか

らの、時にはマイナスからのスタートになることは、今回の熊本地震災害でよく理

解できたところです。 

被災地の災害支援でも、役場職員の方は南阿蘇村や菊陽町へ派遣されています。

この経験をですね、将来起こるかもしれない山江村での災害に生かしていただきた

いと思っています。 

総務課から防災のマップ等、書類等もいただいておりますが、それを見ますと、
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山江村での大災害の歴史の中で特に大きなものは、私は昭和１９年７月２１日の大

災害であろうと思っております。残念ながらそのときは、万江地区でも山田地区で

も死者や行方不明者が出ておられます。そしてまた、このことを実際に知っておら

れるのは、恐らく昭和１０年生まれ以前の方ではないかと思いますが、どうぞ先輩

方は、今のうちにそのことをご家族や私たちに話してくださるようお願いしたいと

思います。 

来る７月１０日には参議院選挙もありますが、今回から１８歳でありますので、

ぜひ多くの方が選挙に参加していただきますように、そしてまた国会が法律をつく

るとなっておりますので、私たちを守ってくれる選挙人を皆さん方とともに選びた

いと思っております。 

備えあれば憂いなしのことわざどおり、今できることを精一杯に実践し、未来の

山江村がさらに光輝くこととなりますことを念願し、一般質問を終わります。あり

がとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を午後１時３０分といたしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０６分 

再開 午後１時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、５番議員、立道徹議員より、１．丸岡公園管理委託について、２．山江村

農業・林業について、３．株式会社やまえについての通告が出ております。 

立道徹議員の質問を許します。５番、立道徹議員。 

 

立道 徹君の一般質問 

 

○５番（立道 徹君） ５番議員、立道が通告書に従いまして、一般質問をさせていた

だきます。今年は、残念ながらつつじ祭は熊本地震で自粛されました。この決断は

ですね、準備等でご足労された方には、大変申し訳なかったことと思いますが、中

止は良かったのではないかと思います。 

昨年の９月にも質問させていただきましたが、まず最初に、丸岡公園の整備の管
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理委託についてです。昨年の管理委託料の予算は１４３万２,０００円と、今年は

３５０万円、作業内容としましては、草刈りは年３回、剪定は１回ということで、

これは昨年と同じですが、この予算が増額になったことについて、お尋ねいたしま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 丸岡公園の管理委託についてでございます。この件に

つきましては、先ほど申されましたように、昨年の議会においてご指摘を受けたと

ころでございまして、平成２６年度において、そのとき剪定の時期が悪かったとい

うことを回答いたしております。それから、その際にですね、専門家にお願いする

ことも検討し、年間を通じた公園の管理をしていくべきだろうということで、答弁

をいたしております。 

それを受けまして、昨年、人吉市の公園を管理しておられる業者のほうにお願い

をいたしまして、年間を通して管理する場合の仕事内容について、見積りを取って

おります。このときにはですね、除草作業、そしてツツジ、サクラの剪定、施肥、

消毒などの管理について、見積りをお願いしましたところ、年間２,０００万円を

超える管理費の見積書が出てまいりました。しかし、この見積書どおりのですね、

管理はできませんので、必要最小限の管理費で１年を通した管理ができないかとい

うことで、検討を進めてまいりました。その見積りを参考にいたしまして、作業の

見直しを行い、建設物価等の単価等によりまして、調書を作成し、価格を設定して

おります。 

これにつきましては、総合歩掛等を使いまして、公園を七つのブロックに分けま

して、除草の機械刈り、それから芝生の整備ですね。それから寄せ植えの剪定等を

計算しております。このことにつきましては、昨年までは基本３回と１回の剪定を

予定しておりましたけれども、これも設計上、仕様書上ではそういうことをしてお

りますけれども、実際はもう草が伸びた時点でですね、年間を通してやっていただ

きたいということでお願いをいたしております。それで、５月１１日に見積書を入

札という形で取りまして、村内の造園業を営んでおられる方、また、その中で２級

の造園施工技術管理者の資格を取得されている方がいらっしゃる方ということで、

見積入札を行っております。２社のうち１社が辞退されましたので、見積りをされ

た業者を一応契約を結んでおります。 

作業の内容といたしましては、年間を通じた除草作業、それから公園の清掃も含

んでおります。それとツツジとサクラの剪定ですね、こういったものが年間を通じ

てしてもらうということから、設計仕様書をつくりまして、算出した額で契約いた

しております。 
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○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） ５月１２日見積りということで、現在公園の整備が始まってい

るわけでございますが、管理委託業者、委託された方ですかね、専門業者、専門家

の方でしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 一応造園業ということで、やっておられるところでお

願いをしております。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） ９月の答弁では、理想的な公園をつくるためには、専門家にお

願いしなくてはいけないということで、先ほど造園施工管理技士を持っておられる

ということですけど、専門家というのはプロですから、委託された方がちゃんと免

許はお持ちでしょうか、お尋ねします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 免許を持っておられる方と、また免許を持っておられ

る方を雇用しておられるというか、一緒にやっておられるということでお願いをし

ております。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） じゃあ今、施工されている方は、免許はお持ちじゃないんでし

ょう。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 施工されておられる方自体は持っていらっしゃいませ

んけれども、その家族の方が持っておられまして、一緒にやっておられますので、

そちらの免許、資格証ですね、そのコピーをいただいてお願いしております。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 先ほどですね、見積入札ということで、入札が２社ですかね。

これは七つのブロックに分けてありますので、七つのブロックで細かく見積りされ

たのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 七つのブロックに一応分けておりまして、その面積と

除草、それから剪定等について歩掛を用いております。一応この七つのブロックに

つきましては、こちらのほうで今までやっておりました本丸、鉄塔下、本丸及び便

所周辺、それから三の丸、第２駐車場、広場駐車場、農村広場法面、農村広場とい

うことで、それぞれに面積を出しておりまして、その草の種類、芝等によって歩掛

を変えて計算いたしております。 
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○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 昨年の答弁ではですね、シルバー人材センターの人手不足によ

り剪定の時期が遅れたと言われてましたけど、お聞きしたらですね、剪定の契約は

４月に入ってからと情報を収集しましたけど、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 昨年の契約ですかね。 

○５番（立道 徹君） はい。 

○企画調整課長（北田愛介君） 新年度に入ってから契約はいたしております。昨年度

ですね。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 昨年はシルバー人材センターに委託ということで、人材センタ

ーには、約四十数名の方が登録されていますけど、本年は、はっきり言って一個人

というか、私が見る限りには何か１人でされているように見受けられますけど、一

個人に委託されたその旨を村長にお聞かせ願いたいと思いますけど、いかがでしょ

うか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） お答えいたします。一個人とは認識しておりません。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 見積りはですね、去年のシルバー人材センターのほうには見積

りは依頼されてないでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 先ほど申しました造園管理技士の免許を持っておられ

る方ということでございましたので、シルバー人材センターのほうには見積りは依

頼いたしておりません。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 年間通してということで、予算も３５０万円付いておりますけ

ど、来年はですね、理想的な公園にさせていただいて、つつじ祭もできれば幸いか

と思っております。年間通してですから、冬場は草は生えないと思いますけど、ク

リの時期等は、やっぱりそれまではお願いしたいと思います。 

そういうことで、次の質問に入りたいと思います。山江村の農業・林業について

でございますけど、「里山資本主義」の著者で、地域経済活性化実現のため、そし

てまた農村漁村地域の普及のために全国を飛び回っておられます藻谷浩介さんの講

演を聴く機会があったんですけど、その中で山、川、湖、海、緑、耕地、森林等の

大切さを説かれております。１０００年後の日本に確実に残るものは、農業と林業
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と重要であるとも言われております。ちなみに東京では、今、利根川から電気を使

って水を引いている状況で、我々のこの山江村にもありますけど、農山村に住んで

る方は、裏山の木を切って薪を燃やす選択肢もあり、家畜の糞尿を活用し、バイオ

ガスがつくれ、工夫すれば自家発電も可能である。そしてまた今後、食料不足にも

なっていくということで、農村には未来があることを強調されております。都市部

もですね、農村化しなければならないということで、市民農園とか体験農園が増

え、都市部の農家に住民が農業を教えるなどして転入が始まっているということ

で、田舎暮らしは、時代の先端、多様化を享受する時代になってきているとも言わ

れております。 

平成２７年の７月２５日の熊日新聞に掲載されていますけど、和水町の専業農家

の方ですが、これも山江村中山間地域でありますけど、その地域の農業の実情はで

すね、大変厳しい状況にあるということで、米の値段も年々下がり、米を売って農

業機械の減価償却費分にしかならないということで、肥料や農薬などを使う分だけ

が赤字になるということで、生計を立てるためにはですね、施設園芸のトマトで何

とか食いつないでいるということで。多くの農家がですね、兼業や施設園芸との複

合経営で、米づくりを成り立たせているのが現状であり、これから米づくりをあき

らめる農家が出てくるのも当然で、米づくりだけでは無理であるということを専業

農家の方が言われております。 

今般、山江村の独自の振興対策があれば、ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 農林業に対します独自の振興策ということでございま

す。農業・林業の振興策に対しましては、さまざまな補助事業を活用して支援をし

ておりますけれども、まず農業に対します村独自の取り組みといたしましては、ま

ず果樹振興対策事業でございますが、村が奨励します特産物でありますクリ、ユズ

等に対しまして、生産量の増加を図るために、苗木の購入の補助をはじめとしまし

て、土壌改良、肥料の購入補助、そして鳥獣被害対策施設の資材及び設置費用の補

助、それに加えまして、耕作放棄地の再生のための整地及び作業路の整備の経費の

補助、そして優良品種の改植にかかる経費の補助を今現在行っているところでござ

います。また新規作物、今はミシマサイコが結構人気がありますけれども、その導

入に対します資材の経費についても補助を行っているところであります。 

畜産の振興に対しましては、肉用牛、乳牛の飼養農家の方に、経営の安定を図る

ために、基金の貸付けを今現在行っております。優良家畜の保有奨励金や今年度か

ら制定しました増棟に対します補助制度を設け、畜産の振興を図っております。 

また、林業に対します独自の対策ということでございますが、特用林産物であり
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ますタケノコ、ワサビ、花木などを鳥獣被害から防ぐために、電気柵やネットの設

置費の経費に対します補助、そして、住宅または建築物の新築、増築、改築並びに

改修を行う方に対し、地域材、いわゆる球磨人吉の材木を使った場合には、その使

用率に応じまして補助するということを行っております。 

また、林業の後継者育成に対します支援としましては、林業の従事者の支援対策

としまして、就業するのに必要な機械、例えばチェーンソーとかですね、そういう

機械の購入に対します補助も行っております。現在が主な農林業に対します村独自

の補助ということでございます。 

先ほど議員申されました米の価格が下がるということで、確かに農家の方は懸念

されていらっしゃると思いますけれども、今後はですね、今年度から本格的に農林

産物の所得の向上、そして安心・安全な作物の栽培を推進しますために、学校給食

等の地産地消化のさらなる推進を図り、また今後の農業振興対策を見据えた場合、

遊休農地の解消及び後継者不足がますます懸念されることがありますので、まずは

今年度、万江地区をですね、２０町ほどですけれども、集落営農の推進を今年中に

設立するように計画をしております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 万江地区でいよいよ始まりますけど、法人化が、その進捗率と

いうか、これからが本番でしょうけど、その若手、担い手あたりは希望されるとい

うか、参加される方がいらっしゃるかどうか、その辺はいかがでしょう。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 万江地区の農業法人化の進捗率ということでございま

す。数字的にはちょっと申されませんけれども、先月ですね、多良木町のほうに万

江地区の代表者の方と先進地の法人のところに先進地の研修に行ってまいりまし

た。そこで、帰ってきましてから、いろいろ打合せをしましてですね、大変やる気

がありますといいますか、そういう声も聞こえてますし、また今月の終わりに第１

回目の代表者の方と今後のスケジュール、そしてどういうことが必要だろうかとい

う打合せをしたいというふうに思っております。また、まずは２０町全部ではなく

て、できるところから進めていきまして、徐々に広げていきたいというふうに思っ

ております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 林業についても課長から言われましたけど、八代の泉町で林業

ですけど、木の駅プロジェクトが始動したということで、どういう事業かという
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と、間伐材や林地残材を地域通貨券と交換して、バイオマス燃料に森林整備と地域

経済の活性化を図るということで、これは高知県のＮＰＯ法人が始め、全国に取り

組みが広がっているということで、県内ではですね、県が推進事業として進めてお

り、この八代の泉町が３カ所目ということで、利用は登録制で、１トン当たり地域

通貨券３,０００円分と交換ということで、そこの組合長が言われるには、森の手

入れが進み、地域経済の浮揚につながるようにとおっしゃっておられます。 

現在、未来塾１００人委員会も始まっております。私も３回出席させていただい

ておりますけど、いろいろな意見が出ております。その意見を大切にしていただい

て、実践、実行に向けて取り組んでいただければと思っております。やはりこの山

江村は、林業・農業を中心に頑張っていくことが重点目標ではないかと思っており

ます。 

この農業・林業について、ちょっと村長の見解をお願いしたいと思いますけど。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 農業におきましても、林業につきましても、取り巻く環境は大

変厳しいものがあるということは認識しております。ということは、今後どのよう

な展開が求められるかということでありまして、逆に言うと、どのようなことをや

っていかないと生き残れないかということになろうかと思います。 

藻谷浩介さんの話をされましたけれども、まさに「里山資本主義」といわれてお

るもので、あれはエネルギーを石油、石炭だけじゃなくて木材も、身近にそういう

木材等々のエネルギーがいっぱいあるじゃないか、それを活用しながらもっと豊か

に生きようというようなことでありますから、まさにある意味では発想の転換であ

ろうかと思いますし、そういう発想の転換が今求められているのであろうというこ

とを考えます。 

産業振興課長が答えましたとおり、もろもろの新規作物をはじめ、山江にあるク

リをはじめ、もろもろの作物に対する補助等々は行っているところでありますけれ

ども、それをいかに出口を見つけて、売りさばいていくかということがもっと重要

なことであろうかと思いますし、山江村、田んぼが２００ヘクタールぐらいであり

ます。そして樹園地の面積は、畑が４００ヘクタールですね。合計の田畑で６３０

ヘクタールぐらいの土地を有しているわけですけれども、ただ、この６３０ヘクタ

ールが有効に活用されているかというと、高齢化によりまして耕作放棄地も進んで

いるというような中において、その対策も併せて求められてくるのだろうというこ

とを思っております。 

いろいろな補助制度、振興制度をやっているのと同時に、やはり例えば学校給食

の地産地消と今、振興課長が言いましたけれども、これは流通の新しい制度をつく
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るいい機会だと私は捉えております。もちろんその流通を学校給食、また保育園、

また介護施設等々に安心・安全な山江でとれた野菜を流通させるということは、逆

に言うと、直接ですね、余ったものは新しい流通を見つける、直接店にスーパー等

々に納められるチャンスにもつながってきますし、産直としての都市に住む農家の

方々に直接届けるというような新しい流通も見つけて、もう出てきますので、その

きっかけづくりということも考えているところでございます。 

それと、農業も林業もそうですけれども、まさにもろもろの体験農業等々の話も

ございました。いわゆる交流人口をもっともっと増やして、山江村のファンを増や

し、山江村のものをもっと食べてもらおう、また来て泊まってもらおうというよう

なことにつきましては、そういう交流事業をするということは、非常に大事なこと

であろうかと思います。来て、見て、泊まるという、山江に来て、いろんなものを

見て、歩いて、結局泊まってもらう。これはフットパスの、要するに名所、史跡を

歩きながら山江村を楽しもうというだけじゃなく、いろんなものを食べてもらって

泊まってもらうというような仕組みの一つになればなというような、併せて農業振

興の取り組みとしても大事だろうということを考えております。 

実は、山江村はですね、これ私もボランティアで参加したんですけれども、平成

７年だったと思いますから、今から２１年前、田舎の贅沢体験塾として、要するに

田舎の体験を売りものにできないかというような、まだグリーンツーリズムという

言葉もなかった時代であります。そういうこともやっておりますし、その後、クリ

の木オーナー制度をつくったり、観光のクリ拾いをしたり、ひいてはツーリズムに

よる農家民泊をするというような方もございます。そういうものも含めて、農業・

林業の暮らしそのものが商品ですよというようなことも考えていかなくちゃいけな

いんだろうと思っております。 

それと、林業に関してですけれども、もちろん林業はサイクルが非常に長いわけ

でありますので、またこれも山江村だけではどうにもできない構造的な問題も抱え

ております。木の駅プロジェクトで木材を持ってきて、それを地域通貨で買って、

それを八代でしたら多分八代のバイオマス工場まで持って行かれると思いますけれ

ども、そういうことも含めて、やっぱり考えていかなくちゃいけないんだろうと思

いますけれども、山江村にそのバイオマス工場をつくる、つくらないは別にして、

やはり経営の問題が同時に関係してきますので、例えば、山江村に置くならその貯

木場をつくって、その貯木場から八代まで運ぶ運搬料がどのくらいかかるのかとい

うようなことも関係してこようかと思います。ただし、やっぱり森林を環境をきれ

いにするという取り組みについてはですね、例えば軽トラ１台で３,０００円で晩

酌、軽トラ１台で晩酌しようというような取り組みを紹介された人もありましたけ
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れども、そういうことを含めてですね、取り組んでいきたいと思います。 

なお、現在、花木生産組合もですね、もう６、７年たつんでありましょうか、こ

こにきて非常に順調に来ているという報告を受けておりますので、そういう新しい

取り組みについても、林産物も含めて取り組んでいかなくちゃいけないんだろうと

思っています。 

それから、集落営農につきましては、やはり若い方の参加が必須になってくると

いうようなことであります。できる方々でとりあえず、役員の方々でその集落営農

組織をたち上げられ、できるところから始められて、ただ集落営農組織は、ある意

味では、責任の所在が非常にあいまいな部分もありますので、それによってリーダ

ーがいなくなって集落営農の機能が低下していったというような例もよく聞くわけ

であります。 

そういう意味におきましては、ある時点では法人格を有したといいますか、農事

生産組合なのか、株式会社なのか、責任の所在を明確にしながら、その人を中心に

やっぱり山江村の農業をやっていくということによって、その雇用機会を何かつく

ることができればという方向に進められればなというふうに思っているところであ

ります。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 農業・林業については、終わりたいと思います。 

３点目が、このたび農業委員会も改正がありまして、何か選出方法を公選制から

市町村による任命制へということで、これについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 迫田農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（迫田教文君） それでは、お答えいたします。現在の本村の農

業委員は、農業者からの公選が８名、農業団体が推薦した理事等からなる選任が５

名、計１３名。うち２名が女性農業委員であります。任期満了は、平成２９年７月

１９日までとなっております。 

改正農業委員会についての質問でありますが、農業委員会組織始まって以来の大

改革となった制度改正であります。 

一つ目に、農業委員会業務の明確化であります。農業委員会は、その主たる任務

である担い手への農地等の利用の集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消、新規

参入の促進などといった農地利用の最適化を重点的に取り組んでいく必須業務に位

置付けられました。 

二つ目に、農業委員の選出方法であります。地域の農業をリードする担い手が透

明なプロセスを経て、確実に農業委員に就任するようにするため、公選制を廃止

し、市町村長が市町村議会の同意を得て任命する方法に改め、選任方法は、市町村
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長が農業者等に委員候補者の募集及び推薦を求め、その情報を整理、公表し、推薦

等の結果を尊重した上で、市町村議会の同意を受け任命します。委員の定数は、農

業委員会の会議を機動的に開催できるように、現行の半分程度にすることとされ、

農業委員会の区域内の農業者の数、農地面積、その他の事情を考慮して、政令で定

める基準に従い、その範囲内で条例で定めることになっており、任期は３年となっ

ています。市町村長が農業委員を任命するに当たっては、農業委員の過半は、原則

として認定農業者であること、農業者以外の者で、中立な立場で公正な判断をする

ことができる者を１人以上含まれるようにしなければならないとされており、ま

た、女性や青年など意欲のある人材を、年齢、性別に偏りが生じないよう配慮する

こととなっています。 

三つ目に、農地利用最適化推進員の新設であります。主に合議体としての意思決

定を行う農業委員とは別に、担当地域における農地等の利用の最適化の推進のた

め、現場活動を行う農地利用最適化推進員を新設することとなっており、農業委員

会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用

最適化推進員を委嘱しなければならないこととされております。推進員の定数は条

例で定め、政令で定める基準に従い、農業委員会の区域内の農地面積の１００ヘク

タールに１人の割合で配置することとされております。 

以上のような主な内容とする農業委員会改革が行われ、平成２８年４月１日から

改正法が施行されました。ただし、農業委員の任期満了までに限り、従前の例によ

り在任するため、本村での新組織への移行時期は平成２９年７月となります。 

また、法改正後の業務は、任期満了まで引き続き現農業委員が行うこととなって

おります。農業委員には、これまで以上に農地整備などの適正な執行、意欲ある担

い手の確保・育成、農地の利用集積や遊休農地の発生防止、解消など、農地利用の

最適化に向けた取り組みが求められ、農業委員会の機能を最大限に発揮するために

は、農業委員と農地利用最適化推進員が密接に連携し、それぞれの使命を十分に果

たし、協力して事務を行うことが必要です。 

制度が変わりましても、農業委員会は農地を守り有効利用を促進、そして担い手

を育成し応援することが基本的な使命でもあり、今後とも、地域に根ざした農業委

員会委員が、自信と誇り、やる気、情熱を持って、関係機関と協議しながら、役

割、機能を重点に果たしていくことが極めて重要であると考えます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） この改正でですね、一番心配されることはですね、市町村長に

よる委員の任命、恣意的なことがないとは言われないんですけど、公正に委員の任

命をされて、そしてまたこの認定農業者の負担が、多分相当大きくならないかとい
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うことが課題と言われております。大変でしょうけど、農地集積や耕作放棄地の発

生防止は、これ以上に厳しくなるのではないかと思っております。 

それでは、最後の質問になりますけど、株式会社やまえについてです。特に昨年

９月の定例議会において、囲炉裏設置に係る調査特別委員会を設置して、１２月の

定例議会では報告書を委員長から提出されました。そのまとめの報告ではですね、

「２１年度に地域活性化・生活対策臨時交付金を活用して設置された囲炉裏は速や

かに再設置すべきものと認める。ただし、工法、設置場所等については、現場の意

見を十分に考慮すべきだと提言する」と一応報告されております。今年度の予算に

は、再設置の予算計上はされておるでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） ほたる亭の囲炉裏についてでございます。これにつき

ましては、先ほど申されましたように、昨年の９月議会に、４０万円の設置工事費

を計上いたしましたところ、修正されまして、その後、特別委員会において速やか

に設置すべきと、また設置場所については、温泉の現場と意見を十分に考慮すべき

というふうな提言をされております。 

本年度につきましては、２００万円の工事請負費等を計上いたしております。こ

れで対応することとしておりました。現在、温泉側とも協議をいたしておりますけ

れども、具体的な設置場所と時期等については、まだ検討中でございます。 

株式会社やまえにつきましては、現在、経営の再建中ということで、設置場所に

つきましても宿泊者の中断とか、ご利用なさるお客様にご迷惑を掛けることが考え

られますので、時期等についても十分協議をしていきたいというふうに思っており

ます。 

また、平成２８年度では、源泉ポンプの制御盤が雷によって破損していることと

か、地下タンクの配管の修理が必要と、この２カ所につきましては、源泉から温泉

を汲み上げまして、地下タンクに貯湯するシステムでございますけれども、故障に

よって手動でやってると。さらに漏水箇所もございますので、こういったものも早

急にやらなければいけないということで、緊急度の高い工事から実施させていただ

ければと思っているところでございまして、囲炉裏の再設置につきましては、今後

温泉側と十分に協議をしながら、進めさせていただきたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 特別調査委員会まで設置して、いろいろ検討した物件という

か、慎重にですね、設置場所等は考えられて、現場の意見を十分尊重しながら再設

置には努めていただきたいと思います。 
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最後になります。これは西議員とちょっと絡みますけど、経営コンサルタントが

入っておられて、是正指導後のこれまでの状況というか、そのプラスになっていく

傾向があるのかどうか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 株式会社やまえの経営再建に関しますコンサルタント

の件でございます。今年の１月２６日から３０日にかけまして、コンサルタントの

チェックをお願いしております。過去５年間の決算書、財務諸表のチェック、それ

から役職員の面接などが行われております。その結果、健全な黒字状態にあるのは

加工部門のみということでありまして、その他は赤字、もしくは赤字状態であり、

会社は既に倒産の状態にあるというふうに結論付けてございます。 

しかし、不採算部門を切り捨てて、黒字化できるところに努力すれば再建可能と

の判断でございましたことから、経理部門におきましては、部門ごとの経費分類が

不十分でございましたので、このような改善、それから毎月のですね、在庫管理等

が詳細に行われてないということで、こういったものを改善すると。売店部門にお

いては、センターの入り口、廊下での販売とか、物産館、それから出張販売などが

なされておりますけれども、こういったものが収益が分類されておりませんので、

どこが赤字かよくわからないと。それから食堂部門におきましては、宿泊客の売上

と経費、それの団体客、これは宴会でございますけれども、このあたりの売上と経

費と入浴温泉客、定食なんかを食べられる方の単品の売上と経費、このようなもの

がどんぶり勘定ということで、泊まられる方の食事もですね、宿泊者のほうの収益

に分類してございますので、食堂部門の売上というのは、非常に収益というのが上

がっていないというふうな分析が出ております。こういったものも分類をしっかり

やることによって、どれだけ収益が上がっているのか、また収益が上がっていない

のかというのがわかってくるということで、こういったところも徹底するというこ

とで今進めております。 

また、原価率を下げるということが非常に重要なことでございまして、食材の仕

入れ等についても改善を行っていると。また、午前中も申し上げましたけれども、

遠隔地の団体客ですね、これは送迎経費のほうがかかり過ぎて、逆に客単価が安い

のに送迎費用で赤字になっているというふうなこともございます。 

このほか、温泉の４カ月券ですね、これにつきましても即刻廃止すべきというふ

うな指摘もあっております。また山田店でございます。こちらにつきましては、人

吉市のほうに量販店とか、ディスカウントショップなどができまして、近くの方々

は日用生活用品の買物においでになるんですけれども、それ以外は全く来店がない

ということで、年々客数が減っておりまして、このようなものはすぐに閉店、閉鎖
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することというふうに指摘を受けまして、６月末で閉店をする準備を行っていると

ころでございます。 

こういったものをですね、改善していくために、現在の職員だけではやはり無理

があるということで、再建担当として職員をこちらのほうから朝役場に出勤してま

いりますけれども、役場で行っておった業務と併せまして、現場のほうで部門ごと

の経理の徹底であるとか、経営分析、原価計算、職員シフトの検討とか、そういう

ものをやっておるわけでございます。 

２６年１２月のリニューアル以降は、株式会社やまえ職員一丸となって再建へ向

けてまいりましたけれども、それまでの経営方法とか経理の方法をそのままやっぱ

り引き継いでおったために、一向に改善がなされてなかったというのが実情でござ

います。今回の経営コンサルタントの指摘と指示を受けましてですね、再建担当の

ほうがこの指示に従いまして、改善を確実に行っていくということで現在進めてお

ります。 

４月期におきましては、熊本地震の影響で３００万円近いキャンセルがありまし

たけれども、経費節減の効果もございまして、その影響は最小限に抑えられたとい

うふうな結果にもなっております。今後ですね、震災の影響は大変大きいものがあ

って、サービスエリアも１週間ぐらいは閉鎖されておりまして、その間、売上がか

なり落ちております。しかし、きちんとした再建策をすることによりまして、今

後、再建の道筋を付けられるように努力してまいりたいと思っているところでござ

います。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 村長から補足はもうございませんか。ちょっとお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 課長がもろもろ話しましたとおりでありますけれども、私も直

接その経営コンサルタントのほうから、もろもろとその結果についてお伺いいたし

ました。大体その部門ごとにですね、気が付くところはその場に応じてしゃべって

たんですけれども、経営コンサルタントの総合的な指摘によって、私自身がどこが

問題があって、何が足りなかったというのが全体的に見えてきたということであり

ます。 

この結果について、どういうことがじゃあ指摘されたんだということでありま

す。全部しゃべりますと長くなりますので、抜粋しておつなぎしたいと思いますけ

れども、もろもろ職員の面談のこととかもいっぱい書いてありまして、例えば、経

営の能力のことも言われております。部長会の内容が下に伝わっていない。接客サ

ービスにしても、個人の能力に依存して、要するにシステム化されていない。それ
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から生産加工、原価計算がなされていない。過去のメニューにとらわれていると

か、バイキングについても赤字であるとか、それとか助け合いがないとかですね、

要するに料理の部門、人材のサービスの部門、それから施設管理の部門、いつも私

が言っているそれぞれの部門から、また事細かに報告があったということでありま

す。 

これもまた残念なことでありましたけれども、よりによってといいますか、浴室

のバスタブにハエの死骸が落ちていたそうであります。ハエの死骸がですね。それ

が泊まっている間中除去してなかったというようなことも指摘を受けております。

そういう一事が万事でありまして、抜本的な対策が必要だということも含めて、支

配人に対しましても、また各部長に対しましても、その数字については、責任を取

ってもらうということは、もう前回も申しましたけれども、そう申し続けているわ

けであります。 

存続対策として、温泉センターを存続させるための方法について、いろいろ提案

がまとめてあります。経理部門については、何と在庫管理が行われてないというこ

とが不思議でたまりませんでした。それと売店での要するに在庫管理を含めて、セ

ンター入り口、廊下、物産館、出張販売、その他においての、それぞれにおいての

損益計算がなされてないということがありました。食堂につきましても、まさに同

じようなことが言われて、どこで儲かったか、どこで損してるか、宿泊客の売上と

経費、団体客の売上と経費、温泉入浴客の定食と単品に分けた売上と経費、その

他、細かく分けて枝番を付けて分けながら、その売上実績を出しなさいというよう

な指示を受けております。 

在庫管理はしているんでありましょうけど、当然商売でありますから、毎月在庫

管理はしてあるものと私は思っておりましたが、毎月末ごとの在庫管理が行われて

いないというようなことでありました。これは非常に危ない話でありまして、本当

にその適切な在庫管理がないということは、原価が合うのかどうか。不正が行われ

てはいないかと疑われても、そういう社員はいないと思いますけれども、疑われて

も余地がないようなことにつながるわけでありまして、日頃から厳しく言っており

ますけれども、改めてそのことが露呈したということであります。 

それと出されるメニューの内容を料理長が随時チェックしていないというのも出

てきました。食堂における原価率が、普通は３０％から４０％ですけれども、６２

％と、要するに売れ残って捨てているということも含めた原価率が悪い。非常に不

採算性であります。 

それから、遠隔地の団体客、これは先ほども申し上げましたけれども、遠くから

お客さんを呼んできて、お風呂に入らせて宴会をするということですが、これは別
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紙記載のとおり、明らかな赤字となっています。よそにバスで高速で迎えに行って

連れてくるので、即刻団体客はお断りしてくださいという指摘がありました。加工

販売もそうでありますけれども、この加工販売部分については、非常に評価は、何

とかここが引っ張っていると、経営を引っ張っているというような状況であります

けれども、ただここについても、温泉センターでの売上、サービスエリアでの売上

と経費、出張販売での売上と経費、その他どのような売上をしているのか、枝番を

付けて、その品目ごとに損益を出しなさいというようなことがなされていなかっ

た。 

あとですね、ＡＢＣ分析というのがあるそうであります。お客さんのＡＢＣであ

ります。お客さんのＡというのは、儲けさせてくれる取引先であります。Ｂがとん

とんの取引先であるそうであります。Ｃが取り引きすればするほど赤字の取引先で

あります。大体、標準的にはですね、Ａの儲けさせてくれる取引先は１００件あっ

たら２０件だそうです。とんとんというのが３０件ぐらいだそうです。要するに儲

けさせてくれるのと、とんとんというのが半分で、無理やり取り引きをして赤字の

ところが半分は社会通念上あるそうであります。ただ、このＣのところを、要する

に赤字の取引先については、やはりどうしても取り引き上ですね、断れない部分も

ありますけれども、そこを切っていくということが指摘を受けております。 

利益配分もありましたけれども、赤字の部分は利益の全体の５％しかないのに、

経費の５０％は食ってるはずだというような会社の運営であります。そういう宿泊

につきましても、旧館のほたる亭の利用状況と新館の利用状況を分けて、さらに枝

番を付けて、どの部屋がどう儲かっているかというのを分析する必要があるという

ようなことであります。 

これはまさに温泉センターもそうであります。大人、村内・村外、子ども、村内

・村外、４カ月パスポート村内・村外、細かく分析しなさいということが指摘があ

っております。一般パスポートの利用を廃止したがいいと、明らかな赤字利用とこ

こにも書いてあります。従いまして、現在あるパスポートについては、料金を見直

すというような検討に今入っているところであります。 

上記の問題点を検討し整理すると、赤字部門と黒字部門に分かれますと書いてあ

ります。温泉センターの存続を考えるのであれば、次の手法が基本となります。大

幅な赤字部門、または事業、営業、通常やればやるほどの赤字が拡大するはずで

す。改善の余地はありませんので、早期に閉鎖、中止、終了させてくださいとあり

ます。これはどこかというと、山田店と送迎と食堂がございます。ただ食堂の部門

については、存続させる大義名分、その６２％のいわゆる原価率、これについては

十分改善ができますので、仕入れも含めてですね、在庫管理も含めてできますの
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で、これについては置いといても、送迎部門と山田店についてはもうやめるという

ことであります。 

少し赤字の部門の事業、または営業ですけど、これは部門ごとの損益を再度見直

してくださいとあります。それでもやはり赤字が確定的な場合は、次の二つを検討

してくださいということです。この部門の営業事業が会社の維持、運営に不可欠な

ものであるかどうか、そして現在は赤字でも、将来黒字になる可能性があるかどう

か、この二つに該当しない場合は、即座に閉鎖、中止、終了しなさいとありまし

た。この部門は宿泊と温泉であります。少し赤字の部分、宿泊と温泉は維持、運営

に不可欠かどうか、将来黒字になるかどうかのどちらかが該当しないとやめなさい

というようなことであります。 

それと少し黒字の部門、これは加工施設でありますけれども、直ちに閉鎖、中

止、終了する必要はない。時間をかけて将来に向かって発展をさせることを考えて

くださいということです。 

以上のような内容がですね、今回の温泉センターに入られましたコンサルタント

の、これは過去１９年度から今までの損益計算書と貸借対照表、もうすべてチェッ

クされておられます。それと現在の社員にですね、私も面接をされましたけれど

も、すべて面接をされました。面談をされました。そういうことの結果、また現場

に入られながら１週間、その施設をくまなく見回られたということであります。 

そういう結果に基づいてのまたこういう結果が出たということでありますから、

このことを実は温泉センターの幹部の社員に申したわけでありますけれども、ある

意味では申し続けてきたわけでありますけれども、なかなか改善がされないという

ようなことでありますので、役場職員としてのそういう専門の職員を付けて、言わ

れたことについてのまず数字の分析をしながら、改善できるものはやっていくとい

うようなことに当たらせているところであります。 

４月につきましても、その人事の勤務のスケジュールを無駄のないようにしたと

いうことでありました。その結果と聞いておりますけれども、４月中旬にこの震災

が起きまして、相当なキャンセル等々が出てきたにもかかわらず、２３万円ほどの

赤字で４月期は済んだということであります。５月期もあるということであります

けれども、そういうことを基にしながら、鋭意努力してまいりたいと思っていると

ころであります。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 時間も来ました。やっぱり民間企業ということを意識を向上さ

せて、利益が出ればですね、我々自分たちの給料も上がるということで、精一杯頑

張っていただきたいと思います。 



 － 89 － 

これで、一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（秋丸安弘君） それでは、お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時間を２時４０分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時３０分 

再開 午後２時４０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、３番議員、森田俊介議員より、万江川、山田川の環境対策と稚魚放流につ

いての通告が出ております。 

森田俊介議員の質問を許します。３番、森田俊介議員。 

 

森田俊介君の一般質問 

 

○３番（森田俊介君） 議長のお許しをいただきましたので、３番、森田より、通告に

従いまして、一般質問を行います。 

前議員も言われましたように、熊本地震におかれましては、心からお見舞いを申

し上げます。早々の震災対策の復旧を望み、元気ある熊本を取り戻せるよう心から

希望いたします。 

一般質問は、２点ですが、関連もあると思います。我が山江村には、万江川、山

田川と二つの川が流れ、生活環境に大きな役割を持っていると思います。６月にな

り、雨季の季節となり水かさも徐々に増え始める状況にあります。 

先日、地域防災会議があり、計画書の危険箇所を作成してありましたが、土石流

警告区間がほとんどあると明記してありました。毎年水害の心配があり、万江川、

山田川の危険水域の基準のめやすはどのようになっているのか。また、現在の万江

川、山田川の砂利等の蓄積量の調査、または蓄積量の箇所の把握はしてあるのかお

聞きいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、お答えいたします。山江村には議員言われまし

たように、万江川、山田川が流れておりまして、この川につきましては、熊本県が

管理をしているところでございます。 

ご質問の水位の確認ということでございますけれども、万江川流域につきまして
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の水位というのは、山江村自体には水位の確認する箇所ということでは明示されて

おりませんけれども、熊本県の防災情報システムによる水位情報による水防警戒発

令ということで、万江川の人吉下流域の人吉市内のほうに水位の確認できるように

設けてございます。これが４段階に分かれておりまして、水防団待機の水位、それ

から氾濫注意の水位、避難氾濫水位、氾濫危険水位ということで、それぞれ四つの

水位の確認ができるようになっているところでございます。この水位の情報を確認

し、危険だということで確認してもらうと、万江川の流域の氾濫水位が確認できる

かと思います。 

それから、砂利等の調査ということでございますけれども、先ほども申しました

けれども、管理をしているのは熊本県でありまして、この時期に河川水防区間とい

うことで、関係市町村と合同の点検を実施しております。砂利等の堆積状況につき

ましては、梅雨時期や大雨で河川の状況も変わることから、出水期を過ぎて調査を

行い、その後に現地を確認し、除去作業を行っているということでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 森田議員。 

○３番（森田俊介君） それでは、万江川、山田川の危険水位の標準といいますか、そ

んなものはないということに考えてようございますでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） ご質問の危険水位の箇所といいますのは、先ほども言いま

したけれども、万江川水域の下流域では、人吉に確認水位があるということでござ

いますけれども、山田川につきましては、現在のところ水位の状況を確認するシス

テムは整備されていないということでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 森田議員。 

○３番（森田俊介君） それなら山田川、万江川も上流のほうにちゃんとめやすをした

基準の何といいますか、標準の標識といいますか、そんなものを設けていただきた

いなというふうに感じております。 

平成２６年までは、毎年除去をしていただいて、平成２７年度は万江川に対して

は、砂利等の除去はしてないものと確認しております。山田川は、井手の口上流の

地域に除去していただいたものですが、万江川は２７年度までにはなぜできなかっ

たのでしょうか。また、２８年度の計画はあるのか、お聞きいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） 議員申されましたように、昨年、２７年度につきまして

は、山田川地域の井手の口地区のところを土砂の除去を行っております。万江川に

つきましては、２６年度におきまして、宇那川の合流点、吐合橋下流のところを除
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去しております。さらに遡りますと、平成２４年に、これは災害関連とそれからそ

の他の事業と併せて、神園橋の上下流、それと淡島地区のところの土砂除去を行っ

ているところでございます。 

さらに、２４年につきましては、山田川のほうでは日向瀬橋上流、古賀橋上流を

除去しておりまして、平成２５年に山田川ですけれども、日向瀬橋下流域の土砂除

去をしているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 森田議員。 

○３番（森田俊介君） ２８年度の計画は。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） 失礼しました。２８年度の計画ですけれども、管理してい

る熊本県に、毎年山江村としては土砂除去の要望を行っております。２８年度の要

望としましては、万江川上流につきましては、城内、柳野、平山、屋形、吐合地区

ということで、堆積部が見られる箇所を要望しております。 

山田川につきましても、古賀橋の上下流、それから長ヶ峯地区等の堆積があると

ころの箇所を要望しているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 森田議員。 

○３番（森田俊介君） 除去はしてもらっても、排出する場所がないということも聞い

ております。執行部に対しましては、これは大変ご苦労と思いますけれども、捨て

るところを把握していただいて、早々の除去のほどをお願いしたいというふうに考

えております。よろしくお願いいたします。 

以前から比べると、万江川の自然状況が大きく変化しております。魚の減少、ウ

グイとかハエとか小魚、それからウナギなどですね。今の季節なんかは、ホタルが

舞う時期となっていますが、万江川は急激に減少していると思います。ホタルが見

当たらない状況にあります。昔の万江川は、平成３年５月ごろのホタル百選、東京

の江戸川区とのホタルの交流など、温泉センターも「ほたる亭」として名付けてあ

りますけれども、砂の流れ、砂利の流れで、淵、大岩などが詰まり、川が浅くなっ

て、生活する環境が大きく変化しているのではないでしょうか。 

また、高速道路排水のタイヤの粉じん、油の排水が万江川になだれ込み、各家庭

の浄化槽排水の調査も実施してもらいたいというふうに思います。ちなみに、ホタ

ルが一番多く見られるのは、山田地区の番慶の下払川、西川内の上流に数多くのホ

タルが舞っている模様です。湯の原地区の砂利採取場がありますが、大雨の際に濁

り水の流れはないものか、調査をお願いしたいと思います。執行部のお考えをお願

いいたします。 
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○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えいたします。河川の水質調査につ

いてですけれども、河川自体ですね、市町村のほう、先ほど建設課長からありまし

たように、管理者は県でありますが、水質については、万江川も山田川もきれいな

清流ということでされておりますけれども、実際に調査を今、行っているところで

はありませんけれども、先ほどありましたように、高速道路の路面の排水とかです

ね、そういったものが流れているということであれば、今後検討して調査のほうを

していきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 森田議員。 

○３番（森田俊介君） これは自然環境に対するものですから、早々、県に対しまして

もお願いし、執行部の調査、いろいろなことをお願いしたいというふうに考えてお

ります。 

次に、稚魚の放流の件に対しまして質問いたします。昭和４５年１１月ごろ、熊

本県水産試験場から山江養魚場（現山江温泉）に建設、開業された際に、契約書が

執り行われ、万江川に３万匹のアユの稚魚を放流するという条件であったと聞いて

おります。それから４０年から４５年余りたちますが、現在は、負担金として球磨

川漁協に２４万円が計上してあります。放流から負担金へ何年ごろに変更になった

のかお聞かせください。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 万江川へのアユの稚魚の放流の件でございます。この

経緯につきまして、少し説明させていただきます。先ほど申されましたように、昭

和４５年ごろ契約が締結されております。この以前に、九州電力、日本チッソ、そ

れに王子製紙が発電所を建設することに伴いまして、球磨川漁業協同組合に対して

漁業補償を行っております。 

しかし、当時の球磨川漁協は、組織がしっかりしていなかったということで、球

磨川漁協は、県にその補償金を寄附しております。県は、その寄附金に国庫補助金

と県費を加えまして、山江村に熊本県水産試験場八代分場山江村試験地を建設して

おります。しかし、その後、水量が不足したということで、試験地を移転すること

になっております。県は漁協へ無償でこの試験地を払い下げるということを打診い

たしましたが、漁協ではそういう技術がないということから断ったようでございま

す。当時、山江村はその試験地の払い下げを申請しておったようでございまして、

山江村が試験地を譲り受けたというふうになっております。その際に山江村は、球

磨川魚族増殖に協力するという形で、昭和４６年度から、毎年稚アユ３万尾を万江
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川に放流するという契約を、先ほど申されましたように、昭和４５年１１月２６日

に締結をしております。 

その後、アユをずっと放流しとったわけですけれども、稚アユの価格が変動する

ということ、時には高騰することもあって、毎年予算が変わるということで、多額

の負担もあるということで、昭和５７年１月ごろに、球磨川漁協に対しまして契約

の解除の協議を行っているようでございます。しかし、同じような河川がありまし

て、そういった放流を行っておるということで、他の契約との影響もあるのでそれ

はできないと。そのときに年間３万尾ではなくて、当時の稚魚の価格が１匹８円程

度していたということでございまして、３万尾で２４万円、この金額で負担させて

いただきたいということで、このときに交渉をされているようでございまして、そ

の２４万円分の稚アユを毎年万江川へ放流するというふうになったのがいきさつで

ございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 森田議員。 

○３番（森田俊介君） また、ヤマメ組合、毎年１５万円の負担金として、いつ頃から

この協議といいますか、負担金が出してあるんでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） ヤマメの放流でございます。山江村におきましては、

昭和６３年にですね、内水面漁業振興対策事業ということで、尾寄崎地区に淡水魚

の養殖施設を建設しております。それから養殖技術を確立するためには、相当苦労

されておるようでございまして、その後、養殖技術が確立されたということで、出

荷先もそのときにはあまりなかったようでございまして、山江村が自然環境の保護

と産業の振興を図るということで、毎年１５万円分のヤマメを買い取って、万江川

へ放流するというふうなことを始めたようでございまして、これにつきましては、

協定というものはございません。 

そういったこの記録に残ってますのが、平成５年ごろにですね、１５万円分のヤ

マメの稚魚を買い取って、万江川に放流するというふうなことが書類として残って

おります。協定はございませんけれども、村が産業振興と自然保護の形で放流をし

ているというふうな状況でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 森田議員。 

○３番（森田俊介君） それとですね、万江川ばかりじゃなくて、山田川には放流はな

いということも確認していいんでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 以前は、球磨川漁協のほうも万江川と山田川のほうに
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一部放流をしておりました。現在は、ヤマメ等につきましては、やはり水の冷たい

ところということと、アユとの共存が難しいということで、ヤマメについては、万

江川の上流のほう、それからアユについては、万江川の下流のほうに放流しており

ます。 

山田川のほうには、現在村のほうからは放流はしておりません。球磨川漁協につ

きましては、以前は山田川のほうにも放流をしておったようです。 

○議長（秋丸安弘君） 森田議員。 

○３番（森田俊介君） その放流した場所ですね、山田川には放流はしてないというこ

となんですが、万江川だけに関しては、放流は毎年アユの価格で違うと思いますけ

れども、稚魚の価格で違うと思いますけれども、何匹ぐらい放流していただいたの

か、また誰が確認するのかお聞きいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） アユの放流につきましては、球磨川漁協のほうから、

いついつ放流しますというふうな連絡があっておりました。これにつきましては、

地元の漁協の組合員さんの方を立ち会いの上に、役場のほうも職員が立ち会ってお

りました。昨年だけが連絡がございませんで、放流はしたということでございまし

たけれども、連絡がなかったので、こちらのほうから連絡をするように申し入れを

しておりました。 

平成２７年度の分といいますか、今年の分につきましては、３月３１日、４月２

８日、５月１３日に、万江川と屋形地区のほうへ約１１５キロ放流しておるようで

ございます。これを匹数に換算いたしますと、２万７,６００匹ということで、１

匹当たり８.７円になるようでございまして、２４万１２０円というふうな状況に

なっているようでございます。 

今年につきましては、この５月の放流には職員のほうも連絡がありましたので、

立ち会っております。そのときには地元の漁協の組合員の方も一緒に立ち会ってい

ただいております。 

今後ともですね、球磨川の漁協へは確実な稚魚の放流と確認の立ち会いを求めて

おります。これにつきましては、文書のほうでもですね、行いたいと思っておりま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 森田議員。 

○３番（森田俊介君） 魚をとる際に、漁業権という法が発生します。漁業権、有料漁

業権とがありまして、アユに関しては６月１日から１２月３１日まで、ヤマメは３

月１日から９月３０日まで、ウグイ、小魚なんかは１月１日から１２月３１日まで

と、それから刺し網は６万円、投げ網が５,０００円、ほこ突きなどが５,０００円
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と、いろいろと規則、条例があり、一般の人は遊漁券が高いので買わないという人

が多く、山村の正組合委員の人も１０名から１５名おられると思いますが、とる人

は２、３名だろうと思います。川は家の前を流れていて、何もできない状況であり

ます。 

山江村村民に対して何か得になるのか、私は疑問に思いますが、今年も６月１日

から解禁となりましたが、つれない、とれないが現実なようです。村民希望に対し

て、遊漁券の助成をしたらどうでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 漁業権についてでございます。これにつきましては、

日本の川で魚を捕獲する場合には、漁業に基づいて、地元の漁協が第５種共同漁業

権というのを免許を受けておりまして、この漁協がですね、県の認可を受けて漁業

規則というのを定めております。 

この漁業規則に基づきまして、今言われたような、捕っていい期間、捕っていけ

ない期間、それは魚種によって決まっておりますし、遊漁券の刺し網６万円、１日

遊漁権２,０００円、年間が８,０００円というふうな、これに基づいて決めてある

わけでございます。 

山江村では、先ほど申されましたような正組合員もいらっしゃいまして、年間の

負担金を払いながら、魚を捕っておられるような状況でございます。捕れないとい

うふうな一時期話がありまして、本当にアユを放流しているのかというふうな議論

があったところも記憶しております。 

こういった漁業権に基づく遊漁料につきましては、魚を捕られる方、捕られない

方、村民にはいらっしゃいますので、そのあたりのバランスといいますか、不公平

感が出てくるんじゃなかろうかなと思いますので、どういった形でその保持するの

かというのが非常に問題になってくるんじゃなかろうかなというふうに思っており

ます。そのあたりにつきましては、やはり魚を捕られる方、捕られない方のバラン

スも必要でございますので、これは検討が必要じゃないかなというふうに考えてお

ります。 

○議長（秋丸安弘君） 森田議員。 

○３番（森田俊介君） 住民がですね、自由に捕れる状況に、万江川、山田川を自分た

ちで守るということを考えてはいかがでしょうか。ヤマメ、アユ、ウナギ、コイ、

その他の放流は、以前よりも多く放流していただき、山江住民で放流し、幼児、小

学生、中学生などたちに協力してもらい、放流する形をとったらいいのではないで

しょうか。 

負担金もヤマメ組合、漁業組合ともに高くなるとは思いますが、二つの組合の話
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合いのもと、ハードルは高いと思いますが、よろしくお願いしたいというふうに考

えております。 

平成２８年山江村未来塾が発足、１００人委員会地域研究代表も来ていただき、

山江村が元気で楽しい村づくりが始まりました。村民自ら参加し、希望の実現に向

けて実行する、村づくりの分野で観光、交流、イベント整備をしていくことが期待

されます。私が思うには、６月１日のアユの解禁日に全国アユつり大会をやった

り、３月１日のヤマメの解禁にヤマメつり大会などを発足してはいかがでしょう

か。 

現在は、ヤマメつり大会を個人で年に１回開催していると思います。山江村未来

塾の一環として、自然と分かち合う万江川、山田川を守る会を発足してはいかがで

しょうか。村長のご意見をお伺いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） １００人委員会につきましては、先ほど議員申されま

したように、村民の方々が自由に討議をやりながら、将来の山江村を語り合って、

その実現へ向けて行動していただくということを目的いたしております。 

その中でですね、先ほど申されましたような、山江の川を守る会であるとか、観

光の振興、河川を活用した活性化策、そういうものがございまして、それがまとま

って村民の方でやろうということで、政策的なものが支援できるということであれ

ばですね、村のほうも積極的に支援をしてまいりたいとは思っております。 

これまでもヤマメつり大会ですね、これも１０年にわたって開催していただいて

おりました。これにつきましても、村といたしましても人的支援等も行っておりま

したし、お客さんが多く集まるようにＰＲ活動もやっておりました。また、ＮＰＯ

のほうでも万江川塾というのを開催されておりまして、万江川をフィールドにして

勉強会を開いたり、活動をやったりしておられますので、今後ともですね、そうい

ったものにつきましては、支援をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 河川を活用したいわゆる活性化ということであろうかと思いま

す。話がありましたとおり、ヤマメつり大会をヤマメ生産組合のほうで開催される

に当たっては、村のほうもしっかり一緒になってですね、運営にしろ支援をしっか

りやらせてもらっているというところでありますし、万江川につきましては、ＮＰ

Ｏのほうが万江川塾というのを開催されながら、その万江川の環境を考え、守り、

そして楽しむというような取り組みもされているということであります。 

そういう取り組み自体がですね、まさに１００人委員会そのものであろうかと思

うわけでございます。たくさんの方々、前回７８名でありましたけれども、たくさ
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んの方々に参加いただきながら、またその河川を活用した活性化、また河川環境を

守り、次の世代に残していくというふうな話もですね、ぜひお願いしたいと思って

いるところであります。 

今日は、実はちょうど球磨川漁協の役員が来られまして、もろもろちょっと話を

しておりました。漁協におかれましても、何らかのその河川を活用した活性化につ

いての取り組みを考えているということであります。梁をつくったりということも

あるようであります。万江川に梁をつくってしたら、まさにそんなに球磨川みたい

に大きな川ではありませんので、結構人気を呼ぶのではないかというようなことも

思いますけれども、ただ、大雨等が来た場合、その梁が果たして大丈夫なのかとい

うような課題も残ろうかと思いますので、そういう外部との話も混ぜ合わせなが

ら、１００人委員会での意見、そして今後の河川を活用した山江村の活性化の方策

について、模索をしていきたいと思っております。 

○３番（森田俊介君） 質問を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） 次に、２番議員、横谷巡議員より、１．災害及び緊急事態にお

ける危機管理と防災対策について、２．株式会社やまえの経営状況についての通告

が出ております。 

横谷巡議員の質問を許します。２番、横谷巡議員。 

 

横谷 巡君の一般質問 

 

○２番（横谷 巡君） 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、２番議員、

横谷から一般質問を行います。本日最後の一般質問であります。しばらくの間、お

付き合いをお願いしたいというふうに思います。 

これまで質問をされました皆さんから、４月の熊本地震について触れられました

が、私からも震災により尊い命を失われた皆様方のご冥福と被害に遭われました多

くの皆様方に、心からのお見舞い、そして一日も早い復興を心から願いたいと思い

ます。 

それにしても、まさかという想定外の出来事で、私たちの熊本県で震度７の大地

震に２回も遭遇し、未曾有の大惨事となり、当たり前の日常生活が当たり前でなく

なる現実、そして自然災害の持つ恐ろしさを改めて痛感しているところでありま

す。 

そこで初めに、災害及び緊急事態における危機管理と防災対策について質問をい

たします。梅雨に入り、また台風の上陸、さらには近年の異常気象による集中豪雨

等の土砂災害等が心配されるシーズンとなってまいりました。平成２６年４月、内
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閣府発表の災害発生における避難勧告等の判断、伝達マニュアル作成ガイドライン

では、自然災害ごとに、どのような状態になれば住民が避難行動を開始する必要が

あるかを確認し、関係機関から提供される情報、自ら収集をする情報をもとに、避

難勧告等の具体的な発令基準を策定することとなっております。 

そこで、第１点として、本村における避難勧告等の具体的な発令基準と伝達方法

はどのようになっているか、お尋ねをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えをいたします。避難勧告等の具体的な発

令基準ということでございますが、避難勧告等の発令基準につきましては、山江村

地域防災計画の中で規定をしております。 

発令につきましては、注意喚起、避難準備情報、避難勧告、避難指示の基準が設

けてあります。注意喚起は、土砂災害の場合、気象情報による大雨警報の発令によ

り、要配慮者への避難準備、一般住民には注意喚起を行います。水害の場合は、河

川水位の情報、これは万江川の人吉市井ノ口町の観測点による水防団待機水が氾濫

注意水位になった場合、注意喚起を行います。 

次に、避難準備情報ですが、土砂災害の場合、大雨警報発令中に土砂災害危険度

情報、県内の観測所及び気象台から提供されます予測量をもとに、土砂災害の危険

度が出されますが、警戒地の発令により、要配慮者への避難、一般住民への避難準

備の発令を行い、警戒２を発令により一般住民への自主避難の呼び掛けを行いま

す。 

そのほか避難経路が通行規制の基準値に達する場合も同じ発令を行います。県道

坂本人吉線は、連続雨量２００ミリを超えた場合には、神園から大川内までは通行

禁止になりますので、基準値を超える前に自主避難を呼び掛けることになります。

水害の場合は、河川水位情報による避難判断水位、堤防の浸食発見により、避難準

備情報を出すことになります。 

次に避難勧告ですが、土砂災害の場合は、土砂災害警戒情報、土砂災害危険度情

報の危険の発令がされた場合に、一般住民への避難勧告を行います。水害の場合

は、河川水位情報により、氾濫危険水位になった場合、避難勧告を行うことになり

ます。 

次に、避難指示ですが、土砂災害の場合、記録的時間大雨警報と土砂災害警戒情

報が発令された場合に行います。水害の場合は、河川水位情報により、氾濫危険水

位になり、堤防の決壊の恐れが出た場合に行うことにしております。 

今、説明しましたように、注意喚起から避難指示まで発令基準を設けております

が、早め早めの発令をすることとしておりまして、この情報につきましては、防災
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行政無線、ケーブルテレビ、携帯メールサービス、Ｌ－ＡＬＡＲＴ、Ｊ－ＡＬＡＲ

Ｔ、ＳＮＳ等、複数の伝達手段を使って、村民の方へ伝えるようにしているところ

でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） ただいま説明してもらいました。ガイドラインの見直しの柱の

一つとして、今まで避難勧告が遅れて災害が起きたということから、空振りを恐れ

ず、早めに出すことが基本とうたってあります。また、どのような避難行動をとる

かについて、日頃からの周知徹底を図り、適切な避難勧告等の発令と伝達がいつで

もできるような体制をお願いしたいというふうに思います。 

次に、防災の観点から。今回の大地震のように、想定外の緊急事態が発生した場

合、各区の避難所は、避難経路も含めて安全で大丈夫なのか、安全が確保されるべ

き避難所が、特に本村は山がありますから、集落全体が山あいにあったり、近隣に

適当な場所がなかったりして、やむを得ず避難所として指定しているケースがある

のではないかと思います。 

そこで第２点として、集落、区ごとの避難所の在り方や、耐震化をされた保育園

とか、小中学校施設等の指定などの避難所の再点検と見直し、そしてまた改めて自

主防災組織がつくられていますけれども、自主防災組織や住民の災害に対する意識

の醸成と災害への備えを図る必要があると思うが、この点についてお考えをお尋ね

をいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えをいたします。避難所等の再点検が必要

ではないかということでありますが、平成２８年３月末に、熊本県による土砂災害

防止法に基づく警戒区域等の指定がなされましたので、土砂災害警戒区域、土砂災

害特別区域にかかる避難所につきましては、山田地区１カ所、万江地区９カ所を指

定から外したところでございます。 

指定から外したところではございますが、今回の熊本地震で、施設の耐震化が問

題になっておりますので、再点検が必要ではないかというふうに考えております。

特に避難所にしている公民館６カ所が耐震基準改正前の建築となっておりますの

で、その対策を考える必要があるのではないかというふうに考えております。 

それから、災害に対する村民意識の醸成ということでございますけれども、昨年

度から行政区ごとの地域防災マップの作成をしております。地域のことを地域の皆

さんに知ってもらい、あらゆる災害から身を守ってもらうということで、地域にあ

る危険箇所、過去にあった災害箇所、指定緊急避難場所への避難路、消火栓、防火

水槽などを落とした地図を毎年４地区ずつ作成してもらうようにしています。 
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地域の方たちがこの地図をつくることで、各地区の防災組織での動き、避難する

上での支援、この支援を必要とする人たちを誰がどのように避難させるかというこ

とも、地域で考えてもらえるのではないかというふうに考えております。この地域

防災マップの作成で、地域の防災を考えてもらえるのではないかというふうに考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 今まではですね、主に水害とか台風等を想定して、大体避難所

といえば公民館というのがもう通常にしておったような気がいたします。昨日この

防災計画書をいただきましたけれども、だいぶこの避難所の指定とか解除とか見直

されてはおりますが、やはり災害に対する避難所の在り方、そして住民、自主防災

組織の災害に対する再認識ということ、そして行政からの啓発活動は、大変重要な

ことではなかろうかなというふうに考えております。 

次に第３点の、備蓄品、ライフラインの現状と問題点についてでありますが、備

蓄品の状況については、４番議員から既に質問され、お答えもあっておりますから

省略をいたします。ライフライン、いろいろありますけれども、今回は一番災害の

ときに必要とする水の確保、この点で上下水道、特に簡易水道等の管路、益城、西

原村等、本当に今回はひどい管路の破損状況であります。 

本村におけるこの耐震化についての状況と、それから問題点があれば教えてくだ

さい。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、お答えいたします。上水道のライフラインの現

状ですけれども、水道施設につきましては、平成１８年から２３年度にかけまし

て、水源を確保すると同時に、水道管の耐震化への改良を併せて行いました。水源

を下段地区に設けまして、丸岡公園横へ中央浄水場を整備しまして、２基を整備

し、常時１,１００トンの飲料水を確保しているところでございます。 

管路耐震化につきましては、下段地区の第４水源から中央浄水場までの導水管、

それから中央浄水場から寺山地区の第１配水池、また山田小学校裏の第２配水池、

それから丸岡から筌野越する第３配水池までの送水管を耐震化への整備をしまし

て、さらに各配水池からの幹線の配水管も耐震化への整備を行ったところでござい

ます。従いまして、山田地域の配水区域は尾崎地区を除きまして、ほぼ全域の水道

管の耐震化への更新を実施しまして、ライフラインの強化を行いました。 

先ほどご質問の問題点ということでございますけれども、山田地域の幹線配水管

は耐震化を行ったところでございますけれども、第１、第２、第３配水池水槽自体
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の更新はしておりませんので、今後は、配水池等の耐震化への整備が検討と思わ

れ、さらに平成１０年に整備しました尾崎地区、それから万江地域においては、平

成１４年度に区域拡張しました１５区を除く１３区、１４区の耐震化へ向けた管路

の施設更新が必要と思われるところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 今、課長から説明がありました。配水池等がちょっと課題であ

ると。配水池は水を溜めるところですから、こういう点の災害のリスクに対応する

システムづくりというか、整備も必要だというふうに思っています。 

次の第４点の、行政、役場が被災した場合の業務継続などの危機管理ということ

でお尋ねをする予定でしたけれども、これについては４番議員から同様の質問があ

り、既に答弁がなされていますので、これについては省略をいたします。やはり人

吉市も含め、八代、宇土、益城と今回、庁舎が非常に被害を受けて、行政機能が麻

痺したと、やはり市町村の中枢的な庁舎ですから、行政事務の継続というのは本当

に大事なことですから、そういった点でお尋ねをしてみたいというふうに思ってい

ましたけれども、省略をいたします。 

次に、本村における防災対策についてであります。近年のゲリラ豪雨や、今まで

に経験したことのない数十年に一度の記録的な大雨による土砂災害等の複合災害

や、今回の熊本地震のような大規模災害の発生など、自然の振る舞いや災害の様相

が変わってきているように思います。 

それに伴い、社会全体の防災・減災意識の向上と対策を図る必要があり、本村に

おいても、同様の災害が発生しないとは言い切れず、今回の熊本地震を教訓に、多

くの市町村において、地域の防災体制力の強化と防災計画の見直しが進んでいま

す。 

これは熊日新聞に載っておりましたけれども、お隣の市の八代市、中村市長の防

災計画に対するインタビュー記事であります。結論から申すと、今回の地震を受け

て、非常に実態と隔たりがあると、抜本的に防災計画を見直したいという大きな記

事が載っておりました。 

そこでお尋ねをするわけですけれども、震災やゲリラ豪雨等の想定外の災害を含

め、本村を取り巻く環境の変化や実態との隔たりをなくし、村民の生命と財産を守

るための重要な計画である防災計画の見直しについて、ここは村長に簡潔でいいで

すから、本当に想定外の地震も発生しました。この防災計画が本村の計画書におい

ても実態と隔たりがあるんじゃないかなということも考えられます。一気にはでき

ませんけれども、この防災計画の見直しについて、村長の見解をお伺いいたしま
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す。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 防災計画でありますけれども、山江村の場合は、私は以前から

非常に具体的なといいますか、村民の避難の側に沿った防災計画がつくられてきた

というふうな認識を持っているところであります。 

ただ、今回の熊本震災で見られましたように、想定外ということで、今までの防

災感覚だけでは、村民の生命と財産を守られない可能性もあるというようなことが

明らかになってきたということであろうかと思います。その原因は、想定外の震度

７の地震が２度起きたというようなことでありまして、本庁舎においても震度７が

２回被災をしたということになれば、何らかの影響は受けているはずであります

し、そのことも想定しなくちゃいけないだろうと思っているところであります。 

防災計画については、今回の特に熊本地震に職員を派遣もさせていただきまし

て、また、このことから、いろいろな情報も得ることができました。本年度の防災

計画については、修正は毎年検討を加えてきておりますけれども、そういう学びの

中で、また新たに、また先ほどありましたとおり、熊本県からの危険区域の土砂災

害防止法に基づく警戒区域等の指定がなされておりますので、大幅に見直させてい

ただいたということでございます。 

その結果、特に村民の皆様方が動かれるというか、避難される場所については、

万江においては１カ所になってしまったというようなことであります。従いまし

て、万江地区の方々には、非常にご迷惑をお掛けするということになるわけであり

ますけれども、議員、空振りというような話がありましたが、避難指示、避難勧告

等につきましても、夜間にそういう事態が予想されるということであれば、昼間、

明かりが見えるときにですね、早め早めに避難をしていただくような勧告、指示等

をやっていきたいと思っております。 

今後どうするんだというようなことでありますが、もちろん私自身、地域防災計

画は絵に描いた餅では何にもなりませんし、しっかり実態に応じた防災計画を策定

していきたいと思っておりますし、そういうことも含めて、昨年度から危機管理官

を設置しながらですね、またそういう専門的な経験、知識を生かしながら防災計画

にも反映させていただきたいと思っております。 

それと、昨年度からですね、より実態に沿った地域防災を進めるか、推進するか

ということについては、総務課長も言いましたけれども、行政区ごとの地域防災マ

ップを要するにワークショップ形式で、いろいろな話を出してもらいながら、お年

寄りはどこにひとり暮らしがおられるから、誰がどのような経路でどこまで運ぶん

だ、誘導するんだというようなことまで含めてですね、そういうマップを作らせて
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もらっております。また、危険箇所についても、住民の皆さん方全員でその危険箇

所の確認をしてもらうというような、ある意味では面倒臭いんですけれども、非常

に重要な作業も行わせてもらっているわけであります。 

昨年度から４年間でということでありますが、急がれるところは非常に申し訳な

くも思いますけれども、危険度の高いところから第２年度の地域防災マップづくり

につきまして、取り組んでいきたいとも思っているところでありますので、どうぞ

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 災害はあってはなりませんけれども、本当に今回のように想定

外の大きな災害が起こり得ます。今回の防災計画の中では、見直しも進められてお

りますが、本当に今後とも、この防災計画の中に実態に即した計画の在り方という

ことで、項目に修正、見直しという欄があって、随時検討、修正をしていくという

項目もありますので、どうぞ実態に合った防災計画書の整備に力を注いでいただけ

ればというふうに思います。 

次に、何人からも株式会社やまえの経営状況について質問がありましたけれど

も、私からも質問させていただきます。株式会社やまえにつきましては、本年３月

定例議会におきまして、今後５年間の経営、指定管理者として議決がなされたとこ

ろであります。その際、厳しい経営状況から、指定についてのいろいろな意見はあ

りましたものの、ほかに経営の引き受け手がなく、新たな経営改善に取り組む姿勢

の決意もあり、様子を見ようと運営を委ねたものであります。 

第１点の平成２７年度の損益決算状況は黒字か赤字か。第２点の多額の財源投入

と人事一新したにも関わらず、経営改善の結果が出ていない、その原因と対策につ

いては、これも４番議員から同様な質問と答弁があってますので、省略をさせてい

ただきます。 

私も経営の責任者として、しばらくの間、携わらせていただきました。会社にあ

る根本的な原因体質の究明に手間取りました。例えば、村長が在庫の管理というこ

とでありました。私も同様であります。棚卸のときに、在庫の資産価値、管理が徹

底してない、後でこの分が響いてくる。それで、私は平成２７年度の３月期の損益

は、少し１００万円ほど利益が出たと言われましたけれども、私も経験者ですか

ら、恐らく棚卸等の在庫管理の問題がここに絡んできていて、黒字になったのかな

ということも推察されます。そういったこともあって、私は村長も当初は支配人以

下従業員に発破を掛けて、頑張れば、施設のリニューアルと運営費の投入、そして

人事一新をすることによって、経営は改善できるんだというふうに踏んでおられた

のではないかというふうに思います。 
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平成２８年度においては、施設管理委託料３６０万円、温泉設備管理委託料約３

００万円、その他もろもろの経費の増額。また、村長から説明がありましたよう

に、村職員の業務担当、実質は派遣に近い副社長就任など、第３セクターの直営経

営のように移りました。 

指定管理者制度導入後の管理運営は、指定管理者の本来業務となることから、指

定管理者となる会社への行政職員の派遣については、見直す方向が一般的となって

います。株式会社やまえへの村職員の実質派遣と管理委託は、行政関与及び人的関

与であり、このことは必要最小限度とし、会社の自主性、自立性を高めていくこと

が基本であります。 

今まで取り組んできた従業員、社員の経営意識や改善、コスト削減の意識の醸

成、管理費等の節減等の経過と反省を含め、会社の在り方と目的、事業の必要性、

経営基盤の弱体など、行政の関与を見直し、会社ありきでなく、会社の状況から指

定管理者株式会社やまえとしての目的が達成されているのか。民間等に委ねたほう

が良いのか、今後、改善が見込めないと判断されるときには、問題解決を先送りす

ることなく、速やかに条件整備を進め、会社の在り方と方向性を含め、抜本的な改

革を断行すべきだと考えます。コンサルの調査結果を説明していただきました。

今、人的行政支援も含め、改善を進められております。しかしながら、この改善策

がうまくいけばいいんですけれども、うまくいかない場合もあり得ます。 

そこで、頑張って頑張って、経営改善のときに目処が立たない場合、今後の会社

の方向性について、どのように方向を考えておられるのか。今、改善策を一生懸命

されておりますけれども、そういったときの経営改善がうまくいけばいいんですけ

れども、別の場合になったときに、どのようなことを方向付けとしてお考えかお伺

いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） お答えいたします。私としては非常にありがたいお言葉をいた

だいたと思っております。ただ、株式会社やまえについては、株式会社でありまし

て、第３セクターとして、山江村が８０％以上を出資している株式会社でありま

す。株式会社といいますと、やはりどうしても経営の健全化が求められてくるのは

第一義にあろうかと思いますし、そのことは、以前の２人の議員の方々とのやりと

りの中で指摘を受けたことであろうかと思います。 

その中において、じゃあ今後どうするんだということでありますが、指定管理者

に手を挙げたのが株式会社やまえだけだったと。株式会社やまえについては、ほか

に指定管理者として手を挙げる方が、組織があればですね、あくまでも適任として

私は選択をしてもらうんだからとそのつもりでという話もして、支配人以下社員に
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はしております。 

と同時に、今後９カ月間の猶予をやるから、経営改善の方向が見えなかったら、

その数字については責任をとってくださいとも言っております。併せて、私は以前

この場で、この答弁席でしゃべらせてもらったのは、見切り千両という言葉を言い

ました。いわゆるこの第３セクターとしての株式会社やまえの経営から、第３セク

ターは手を引くんだと、見切り千両というのはですね、ということであります。そ

ういうことも考えてもいいですよというふうに聞こえますので、非常にありがたい

と思ったところであります。 

ただ、いずれにしても、この山江温泉センター、また物産館ゆっくりにおいて

は、これは先の西議員もおっしゃいましたとおり、山江村の産業の拠点でもありま

すし、観光の拠点でもありますし、もろもろの福祉のまた振興の拠点でもあろうか

と思いますし、もろもろ山江村のシンボリックな存在でもあります。よくよく考え

ますと、この施設がないということを想像しますと、本当に山江村としては泊まる

ところもない、温泉もないということ、すべてのものがないないづくしになってし

まいはしないか、物産館もないというようなことでありますので、どのような方向

がいいのかということを考えていた場合に、まずは第３セクターで、やれるだけや

らせていただきたいと思います。 

施設の改修につきましてもですね、多額の予算を議会でお認めいただきました。

また、当時、未払金等々につきましてもですね、議会で認めていただき、若干残り

はしましたけど、一応ゼロからのスタートという形でのスタートを切らせてもらっ

ているところであります。ただ、非常に厳しい状況の中ではありますけれども、全

く見込みがないとは私は思っておりません。 

従いまして、やれるだけの努力はしてみたいと思いますし、役場が責任を持つ、

私が社長ということも含めた形で、その数字についてのですね、損益計算の中の数

字についての分析を今、職員に行わせてもらっておりますけれども、これが行われ

てきていなかったというのが、一つのこの会社のどこが悪かったということがわか

らなかった原因であり、やはり赤字が膨らんでいた一つの原因であろうかと思いま

すので、そこのところの改善について、チャンスをいただきながら、再度この建て

直しに努力していきたいと思います。 

どうしても不可能であるということであれば、民間の方、おられるかどうかはち

ょっとわかりませんけれども、そういう方がおられたら、少なくとも物産のほうは

私は役場のほうで持っておきたいとは思うんですけれども、温泉のほうを専門のや

る気のある人にお任せしてもいいというふうに考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 
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○２番（横谷 巡君） 村長から改善の決意、原因究明と取り組んでいくということで

す。 

次に、第４点として特産品加工について、通告をしておりました。山江村といえ

ばクリであります。今、ブランドの確立のため、生産の増大、販売、商品化等に努

力をされておられます。現在、クリにちなんだ株式会社やまえが生産、加工してい

る特産品の除去、それと台風被害もあって、クリの原材料が足りないということを

聞きます。その現状はどうなのか伺います。 

また、クリが足りないということで、今までの特産品に代わって、もちもちまん

じゅう、これを山江特産として販売されていますが、その経緯について、説明をお

聞かせください。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 山江村で取り組んでおります特産品についてでござい

ます。山江村といえば、やはり言われたようにクリでございまして、現在、栗まん

じゅうを中心に、びっくり団子、栗ようかん、栗きんとん、ゆずマロン等を製造、

販売いたしております。これに続くですね、特産品が必要であろうということで、

前々からいろいろと試作等を重ねております。また、新商品の開発もやっておりま

す。 

その中で、先ほど言われました「もちっこ」という商品ですね。これにつきまし

ては、昨年の５月ごろにですね、一般社団法人の水都がですね、山江村のほうで取

り組まないかという打診がもう既にあっておりました。もう１年前のことでござい

ます。そういうことから、新商品の開発に取り組む方向に動いてまいりまして、設

備を整えながら、昨年６月から７月にかけては、加工施設の職員が技術指導を受け

るという形で、人吉市のほうのお店のほうで研修を行っております。そういったと

ころで、新しい山江村の商品ということで、取り組んでまいっております。 

また、これは将来的には山江のクリとユズを使いまして、今のところどういう名

前かわかりませんが、くりっ子とかゆずっ子とかですね、そういったものをつくれ

ないだろうかということで、その基礎となるような商品でございまして、これに取

り組んでおります。 

また、クリのほうが昨年の台風被害によりまして、例年の３０％程度しか手に入

らないということで、これにつきましても、非常に主力製品の栗まんじゅう、びっ

くり団子のほうに影響を及ぼしております。この点につきましても、新しい商品を

やはりクリ等に代わるものが必要だということで、その開発を急いだものでござい

ます。 

それから、クリの品不足によりまして、サービスエリア等へのびっくり団子等の
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納品が、当初ではゴールデンウィークごろにはできなくなるんじゃないかなという

予想でございました。そういったところでやってまいりましたけれども、どうにか

栗まんじゅうにつきましては、今年のクリの収穫時期までは、どうにか引き延ばせ

そうでございます。やっぱり栗まんじゅう、びっくり団子にたよってるばかりでな

くて、ほかのものも必要であろうということで、クリの渋皮煮を使いました新商品

も最近つくっておりまして、前回の取締役会であるとか、管理運営協議会において

新しい商品の試食もしていただいております。 

今後につきましても、やはり新しい商品の新しい購買層といいますか、栗まんじ

ゅうが百二、三十円から四十円程度でございますので、もっと単価の高い、収益性

の高い商品も開発する必要があるんじゃないかということで取り組んでいる状況で

ございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 今、北田課長から説明をいただきました。クリが台風被害に遭

ったから足りない、だから品薄、他の製品に替えるということでなく、やはりその

ときには臨機応変、山江村はクリの村ですから、他の市場からでも取り寄せるなど

して、山江のクリにこだわった特産品は守り、継続すべきだと考えます。ブランド

というのは、こういう品質、品物のことについて高めないとブランドにはなってま

いりません。そういったことを考えると、山江栗というブランド力の向上維持に向

けた従業員、社員の営業努力の不足は否めないというふうに私は思っております。 

また、もちっこまんじゅうのあんこ部分にクリとユズを使う計画をしているとい

うことであります。やはり山江のクリをもちっこ部分の中心部のあんこ部分に使っ

て、経営改善の一助となるような特産品になるように、頑張っていただきたいと期

待をしております。 

次に、株式会社やまえの経営に関する関連質問をさせていただきます。６月６日

の人吉新聞に、６月いっぱいで物産館山田店を閉めるとの記事が人吉新聞の一面に

掲載されました。この山田店は、ＪＡが採算性の面から、売店を閉めた後、平成１

８年に村の中心であり、商店が次々に消え、高齢者、地域住民の日常生活の買物支

援の一環として、当時、内山村長の強い思い入れで物産館山田店がオープンをいた

しました。 

当然、ＪＡも赤字だから閉めたわけですから、そのことは覚悟の上でオープンさ

れたはずであります。それが株式会社やまえの温泉センター等が赤字だからという

ことで、赤字を出している山田店を閉めるというのは、本当に必要としている住民

の暮らしの目線に乏しく、会社の赤字という結果の対策であり、もう少し地方創生

として考えると、村が抱えるこれからの高齢者の推移と実態、地域の実情への配慮
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がほしかったなというふうに思います。 

しかし、閉店を決められた以上は、次の対策を打つ必要があります。この閉店に

ついては、村長自身が開かれ、そして自分の手で閉められるというのは、本当に複

雑な思いだとは思います。要は後の対策がどのように生かすか、考えるかというこ

とが、村の中心であり、これがなくなることによって拠り所がなくなりますから、

寂しくなると思います。買物支援、地域コミュニティ、交通不便な高齢者への宅配

サービス、栗の村情報交流アンテナショップなどの拠点づくりとして、総合戦略ま

ち・ひと・しごとの一環として捉え、元気な山江として生かすことができないかお

伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） お答えいたします。先ほども山田店の閉店については、申し上

げましたとおりでございます。１８年とおっしゃいましたけれども、農協の売店が

赤字で継続できないから閉めるんだという話を伺いまして、山江村のほうにそうい

う話がありましたときに、やはり村民の方々のもろもろの買物をされる拠点の一つ

が、施設の一つがなくなるということでありましたので、じゃあ物産館のほうでや

りましょうと。その当時は温泉センターも含めて、物産館も含めて体力があった時

期でありました。 

ところが、最近になりまして、ご案内のとおりであります。今年も８００万円の

赤字と申しましたが、そのうち３００万円は山田店が赤字を出して、足を引っ張っ

ているというような状況の中において、このままですね、継続をしていくことは、

経営のコンサルの中の話にありましたとおり、大変住民サービスが落ちるというこ

とについては、忍びないわけでありますけれども、背に腹は替えられないというこ

とであります。 

また、この件につきましては、昨年の商工会の地域問題懇談会の中でも、参加さ

れた議員の皆様方はご承知おきかもしれませんが、お隣に商店があります。その商

店のほうに話を聞きますと、売上は減ったということをおっしゃいました。その山

田店があるということで。ですから商工会のほうで、そのお店に、今、山田店が持

っている機能といいますか、品物をそのまま移しながら、また経営改善しながらで

きませんかというようなことを言いました。その場所も、もちろん今持っておられ

る商業施設で、小売店でやられるということもありますけれども、今、農協が持っ

ている場所についても来られませんかと申しました。ただ、その赤字の施設をその

場でやる勇気はないというようにはおっしゃいましたけれども、そういう状況であ

ります。 

従いまして、全く買物が山田店を利用される方が買物する機会がなくなるという
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ことではないと思っておりますし、山田店の特徴ある品物については、引き続き、

その店舗のほうに、お店のほうで売っていただけないものかということをお願いを

していきたいと思います。 

もろもろと地方創生の中での活用ということでありますけれども、もちろん買物

支援の福祉の部分にも考えられます。どうするかというようなこともありますが、

ただ、今あの場所は農協の施設でありますし、まず第一義的にはですね、まず農協

のほうで創意工夫をされながら、活性化をともにやっていただけないだろうかとい

うものもあります。ただ、もろもろ今後、検討していくことにはなりましょうけれ

ども、空きの施設となるわけでありますので、ただ、やっぱりあそこには賃貸料が

発生しますので、そういうことを含めてもろもろ考えてみたいと思います。 

例えば、この間、教育長が面白いことを言われたんですけれども、教育ＩＣＴが

進んでおりますが、そこの教材のソフトをつくるある会社が、山田小にしょっちゅ

う来られながら、人吉球磨方面等々に営業を掛けておられるということであれば、

その山田店を一つの拠点にしながら、いわゆるテレワーク的な仕事ができないもん

だろうかというようなことも考えられるかと思いますし、そうなりますと、地方創

生のまち・ひと・しごととしての、非常に子どもたち優秀でありますから、そこに

勤めるということもあろうかということも想像するわけであります。 

ただ、いずれにいたしましても、今後、会社としては、株式会社やまえとしては

本当に、要するに赤字なら私責められますし、その赤字をできるだけ減らそうとす

るのは、会社の社長として当然でありますので、ただもう１点の村長の顔として、

あそこの施設については、今後もろもろと考えさせていただきたいと思っておりま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 本日、松本議員のほうから総合戦略の基本目標、四つある中で

三つは言われましたけれども、この基本目標の４の中に、「安心な暮らしを実現す

るむらづくり」とうたってあります。仕事、人の好循環を支えるためには、安心し

て暮らせるむらづくりが必要です。そのため、地域の特性に即した課題解決と地域

活性化に取り組み、住民が安心して暮らせるむらづくりを実現しますというふうに

基本目標があります。昔から味園といえば村の役場もありましたし、村の中心地で

ございますので、いろいろある中で、村の活性化と住民の安心な暮らしにつながる

ような対策のお願いを提案するものであります。 

最後に、このたびの想定外の熊本地震、私たちの地域にも、湯前から人吉まで延

びる人吉盆地南縁断層という活断層が存在し、震度７以上の地震を起こすと推定さ

れています。常日頃からの危機管理と防災対策、そして災害への備えをしておくこ
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とが重要であり、求められています。 

また、株式会社やまえは、福祉、健康づくり、観光交流の拠点として大切な施設

です。しかしながら、厳しい経営環境にあり、自主性、自立性を高め、支配人以

下、懸命な覚悟で経営改善に向けた努力が望まれ、その実践を強くお願いをしたい

というふうに思います。 

以上にて、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） これで、通告がありました一般質問は、すべて終了いたしまし

た。 

本日は、これで散会いたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後４時００分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） おはようございます。 

ただいまから会議を開きます。 

本日の出席議員は１０名で定足数に達しております。 

本日は、会期日程、日次第３の本会議で、質疑、討論、表決となっております。

それでは、議事日程の順に質疑、討論、表決を行います。 

発言については、会議規則第５３条（発言内容の制限）の規定を守って質疑をお

願いいたします。 

また、会議規則第５４条（同一議題の質疑の回数３回）の規定と、同規則第５５

条（発言時間制限６０分）の規定はお守りいただくようお願いします。 

なお、３回を超える場合は、第５４条の但し書きを適用いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 報告第１号 平成２７年度繰越明許費（一般会計）の報告について 

○議長（秋丸安弘君） それでは、日程第１、報告第１号、平成２７年度繰越明許費

（一般会計）の報告についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

８番、中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） おはようございます。では、報告第１号の繰越明許費につい

て、質疑をいたします。 

今回は６件ほど繰り越しの報告がなされておりますが、１件については若干の消

化をしてありますが、ほかの件については、ほとんどそのまま繰り越しというよう

なことであります。まず、この繰り越しになった根拠、時期的に間に合わないと

か、そういう業務に取りかかれる時間が足りないとか、いろいろあると思います

が、繰り越しになった根拠。 

それから、この繰り越しをして、恐らく来年３月まで事業を終結すればいいわけ

ですが、いつごろ目処としてできあがるのかですね、事業終了するのか、その辺を

お尋ねしたいと思います。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 平成２７年度の繰り越しの内容でございます。 

まず、総務費、総務管理費の山江村総合公園建設基本計画策定事業でございま

す。これにつきましては、昨年度、地方創生等の交付金に該当しないかということ

で検討しておりました。その結果、最終的に昨年度、２７年度の最終的には加速化

交付金というのがございましたけれども、こちらのほうで該当しないということで
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ございましたので、繰り越しを行っております。 

これにつきましては、前回の３月には事業完了を秋ごろというふうにお話をいた

しておりました。現在、委員会を起ち上げまして、その中で検討いただいておりま

す。その意見といたしまして、多くの村民の方々の意見を聞く必要があるというこ

とでございまして、現在、委員会の報告とニュースレターという形で村民の方へお

伝えするような準備をいたしておりまして、今週には村民の方々のお手元へ委員会

の模様がお伝えできるということを計画いたしております。従いまして、住民の方

々の意見を聴取する期間を少し設けたいということで、やはり３月の年度末ぐらい

までには目処を付けたいと思っております。 

それから、総務費、総務管理費の地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助

事業でございます。これにつきましては、自治体が持っております情報機器等につ

いてのセキュリティを強化するという事業でございまして、山江村におきまして

は、二要素認証というふうなことで、二重の認証制度を設けるということで準備を

進めております。これにつきましては、補正予算債のほうが年度末に決定をいたし

ましたので、繰り越しをいたしました。これは全国的な動きでございまして、球磨

郡の市町村、ほとんどの県内、全部こういうふうな手続きをとっていると思いま

す。 

それから、総務費、総務管理費、地方創生加速化交付金事業でございます。これ

につきましても、３月に決定をいたしまして補正予算で付いたということでござい

ます。これにつきましては、委託料といたしまして、山江村地域づくり研究所運営

支援業務委託、それから１００人委員会の運営委託、支援委託ですね。それからフ

ットパスルートの開発、移住定住促進ツール作成委託、それから地域づくり研究所

の備品購入等を計画しております。それから、東京大学の共同研究負担金、それか

ら広域的に取り組みますくまもと県南食と観光連携事業負担金等でございます。こ

れにつきましては、まず、地域づくり研究所１００人委員会につきましては、来年

の３月を一応目処に事業を進めております。これにつきましては、１００人委員会

のほうは４月２７日に全体会を一回開いておりまして、５月１９日に２回目、３回

目を６月１５日に予定いたしております。こちらにつきましては、各部会を設けま

して、６月の後半から７月にかけまして、各部会の専門部会のほうの協議に移って

いくというふうに計画をいたしております。フットパスルートにつきましては、現

在担当のほうで先進地の研修を行いまして、今月の２１日には第１回目の委員会を

開きたいというふうに考えておりまして、こちらのほうも３月末を目処にいたして

おります。移住定住促進ツール作成でございますけれども、こちらのほうも現在委

託先の選定を行っているところでございまして、具体的な事業の検討に入っており
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ます。地域づくり研究所の備品につきましては、一部納入をいたしておりまして、

今後二、三カ月のうちには完了するかと思っております。東京大学との共同研究に

つきましては、５月に契約を行いまして、１００人委員会とか地域づくり研究所等

も研究の中にも入っていただきまして、共同研究を行います。これにつきまして

は、２９年３月を完了の目処といたしております。くまもと県南食と観光連携事業

につきましては、負担金でございまして、これも具体的に今月から動いてまいりま

す。２９年３月を完了の目処といたしております。 

以上でございます。 

公共セキュリティのほうの工期につきましては、一応３月いっぱいということで

考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、幼児教育無償化に伴うシステム改修事業

の繰り越しについて説明いたします。 

繰り越し理由につきましては、乳幼児教育無償化、保育所等の利用者負担軽減措

置の実施に伴いまして、システムを改修する必要がありましたが、国の制度が確定

する時期が年度末となったために、必要な機能のセットアップを複数回に分けて実

施する必要があったので、年度内の事業完了が見込めなかったという理由でござい

ます。それから事業完了予定ですが、年内の予定にしております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、土木費につきまして説明いたします。 

まず、吐合宇那川線の防災事業でございますけれども、この事業につきまして

は、社会資本整備総合交付金の国の事業で行います防災事業でございます。交付決

定後に事業を始めておりまして、昨年の交付決定後、１０月に測量設計を行い、１

２月で測量設計が終わりました。その後、工事用地として用地に係る分が保安林と

いうことで、森林法、それからその用地に係る分が抵当権が入ってたということ

で、それぞれの手続きに日数を要しまして、３月末日に契約をし、契約繰り越しを

したところでございます。進捗につきましては、契約をし、３月で変更契約をし、

５月末の工期完了ということで契約をしまして、現地工事のほうは完了しておりま

す。近日中に竣工検査ということで計画をしております。 

それから、西川内地区公営住宅建設事業でございますけれども、これも社会資本

整備総合交付金事業で行っている事業でございます。これにつきましては、用地に

ついて場所がなかなか決定せずに、最終的に決定したところで用地を進めてまいり

ました。その中で農振地除外にちょっと手続きを要しまして、これが農地転用の手
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続きが来たのが２月、それから農業委員会の総会に３月末にかけまして、その時期

に売買契約を行ったところでございます。その後、４月末日に転用の許可が下り、

それに伴いまして移転登記を進めてまいりました。移転登記が完了したのが５月上

旬ということでございまして、中旬を目処に確認、中旬後、その後に５月末日に支

払いということで、代金等の支払いも完了しているところでございます。 

以上でございます。 

○８番（中竹耕一郎君） はい、ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１、報告第１号、平成２７年度繰越明

許費（一般会計）の報告については、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 承認第１号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 平成２７年度山江村一般会計補正予算（第８号） 

○議長（秋丸安弘君） それでは、日程第２、承認第１号、専決処分事項の承認を求め

ることについて、平成２７年度山江村一般会計補正予算（第８号）を議題とし、質

疑を許します。質疑ありませんか。 

１０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） おはようございます。ただいま議題となっております専第１

号、平成２７年度山江村一般会計補正予算（第８号）について質疑を行います。 

歳入のほうで１０ページと１１ページに総務費国庫補助金、５節選挙費補助金１

８万８,０００円の補助金が入ってきております。同じく１１ページには、県の委

託金として総務費県委託金、４節選挙費委託金１８万１,０００円が県のほうより

入ってきております。これは歳出のほうでは、１４ページの総務費、６目企画情報

費の１８万１,０００円、この財源組み替えしてあります。このところと１５ペー

ジの総務費、４項選挙費、１選挙管理委員会費７,０００円と１１目熊本県知事選

挙費１８万１,０００円であろうかと思いますが、これで間違いないか質疑をいた
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します。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えいたします。 

これはシステム改修の補助金が１８万８,０００円入ってきまして、このシステ

ム改修につきましては、企画情報費の中で扱ってありますので、議員言われるとお

りに間違いはありません。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 選挙管理委員会は、選挙について大変良くしてもらっている

と思いますが、今回から特に１８歳以上選挙権です。それでその広報周知について

は、日頃どのような思いでやっておられますか。投票率を上げるというか、若い人

も投票に行くようにとか、そのことについては何か特別に活動されていますか。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） お答えいたします。今のところ、広報につきましては、今

回参議院選挙がありますので、その中で一部広報はしております。今までしてきて

いるかというと、今までは１８歳の選挙権ということは、やまえ広報あたりでもま

だしていないと思っています。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 参議院選挙は７月１０日開票の予定と聞いております。今回

のその１８歳の選挙権は、いつの何年の何月までに生まれた人に与えられますか。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） １８歳以上の人に選挙権が与えられるのが、６月１９日と

なっておりますので、６月１９日に１８歳となる人が選挙権が与えられるというこ

とになります。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 多分、７月１１日生まれの人までだろうと考えますが、正し

く答えてください。 

○総務課長（豊永知満君） 失礼しました。６月１９日に法律が施行されるということ

で、選挙日が７月１０日ですので、７月１１日までに１８歳になった人は選挙権が

与えられるということになります。 

○１０番（松本佳久君） 終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑はありませんか。 

１番、赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） １番議員、赤坂でございます。平成２７年度山江村一般会計補

正予算について、質疑をいたします。 
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ページは１６ページになりますけれども、款３民生費、項１社会福祉費、目２障

害者福祉費、節の負担金補助及び交付金、障害者住宅改造費補助金７０万円の減

額、障害者住宅改修費補助金４０万円の減額、また目老人福祉費の中で、節、負担

金補助及び交付金、住宅改造時補正として７０万円の減額の専決処分の補正予算が

提出されておりますが、障害者住宅改造費補助金、障害者住宅改修費補助金、住宅

改造助成について、各補助金の使途、工事費に対する補助率、２７年度の利用状況

についてお伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、ただいまの質問にお答えいたします。 

障害者住宅改造費補助金につきましては、文言のとおり、障害者の方の住宅を支

障のあるところを改修する費用で２７年の実績はありません。それから、障害者住

宅改修費補助金につきましては、こちらは改修のほうですので、障害者の方が住宅

を改修される場合の補助金ということで、こちらも実績はございません。老人福祉

費の住宅改造助成につきましては、寝たきりとか要介護老人の方が在宅でされる場

合の住宅の改造に係る経費ということで、実績額は９４万１,０００円で７０万円

の不用額があったということです。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 今、説明をいただきましたけれども、改造費というのは、何か

スロープ関係というふうに伺っております。また改修費については手すりですか

ね、そういうような形で前ちょっと伺った気がいたしますけれども、老人福祉費の

住宅改造費助成については、今、９４万１,０００円の利用があるようですが、障

害者住宅改造費補助金、障害者住宅改修費補助金については、利用される方がいな

かったということですが、人に合った住宅を改造、改修される方がいなかったと言

われればそれまでですが、制度上、この補助金について、使い勝手が悪いとか、９

０万１,０００円の需要があった目老人福祉費の住宅改造助成で足りているとか、

利用がなかった要因等、分析をされていればお伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それではお答えします。 

障害者福祉住宅改造費、改修費につきましては、実績がなかったということであ

りますが、一応行政座談会等でも健康福祉課関係のサービスということで、周知を

図っているところですけれども、実際には利用者がなかったということですので、

今の補助金の制度とかをもう一回検証し直して、検討していきたいと思っておりま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 
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○１番（赤坂 修君） 周知活動を行っているということで答弁をいただきましたけれ

ども、平成２８年度予算でも障害者住宅改造費補助金として７０万円、障害者住宅

改修費補助金として４０万円と平成２７年度と同額の金額が組んであります。これ

は需要があるということで、貴重な税金の中から予算を組まれたと考えるところで

すが、対象になる御家庭については、健康福祉課のほうで把握をされているという

ふうに考えるところですが、障害者の方の暮らしやすい住環境の整備、介護される

方、する方の負担が軽減できるような住環境の整備ができるように、例えば社会福

祉協議会、地域包括支援センターなどとタイアップしてですね、相談、助言活動に

より、平成２８年度では減額補正がないように、満額利用いただけるような対策を

今後考えられるお考えはないのか、お伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えします。 

２８年度も同じ予算額を計上させていただいております。健康福祉課のほうでも

社協と地域包括センターは係の中にありますので、いろいろ出前福祉とかですね、

見守り隊とかいろんな活動を行いながら、その中で使い勝手のいいような形とかで

すね、いろんな周知方法を図りながら協力してですね、皆さんが住みやすいような

住空間とかですね、できるように努めていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） また今答弁をいただきましたけれども、これ住宅の改造改修費

についてはですね、介護保険事業でも同様な補助金予算が組まれているようであり

ます。ぜひですね、平成２８年度では満額消化できるような対策を要望いたしまし

て、質疑を終わります。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑はありませんか。 

２番、横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 専第１号、一般会計補正予算（第８号）について、質問をいた

します。 

ページは１８ページです。農林水産業費の農業振興費、節１９負担金補助及び交

付金、農作物等災害時生産向上奨励金、いわゆる台風の災害見舞金であります。本

村はクリの村ということで、昨年大変な被害を受けました。そのクリの農家が立ち

直って、再びクリの村として生き返るように、４００万円の予算だったと思うんで

すが、組まれました。その後のですね、見舞金の支払い状況、対象農家数、減額の

９３万５,０００円とありますから、そのことについてお尋ねをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 
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○産業振興課長（平山辰也君） 農作物災害時生産向上奨励金の９３万５,０００円の

減額ということであります。 

先ほど議員おっしゃられましたとおり、予算は４００万円を計上させていただい

ております。これは昨年の台風１５号によりますクリの被害に対します災害見舞金

と、生産意欲をなくされないようにですね、奨励金として支払いするものでありま

して、この９３万５,０００円の減額は、当初は３０％以上の減収、通常の３０％

以上の減収の方を対象といたしております。そして共済の掛金の補償対象でありま

す２反以上の面積を所有されている農家ということであります。農家台帳によりま

して、２反以上所有されている方は、山江に１００町ほどありますけれども、それ

の８０％が生産されている農家というふうに仮定しまして、１００町の８０％、８

０町×５,０００円ということで、当初４００万円を計上させていただきました。 

実績ということですけれども、申請があったのは、約６５ヘクタールということ

であります。それで件数としましては９３件ということで、不用額の９３万５,０

００円の減額ということでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） なかなかクリ等の果樹には、共済掛金を掛けていらっしゃる方

も少ないんじゃないかと思います。その辺はどうでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） それでは、お答えします。 

米とかはですね、結構共済掛金は掛けていらっしゃいますけれども、クリに対し

ましては、数字等は把握しておりませんけれども、米に対する掛金率とすれば、掛

けられている農家は非常に小さいというふうに聞いております。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 大変共済掛金を掛けていらっしゃる方が少ないと、しかし考え

てみると掛けていなくても２反以上、山江村はクリの村ですから、そういった方々

を救われたというか、対象になった方はいらっしゃるんですかね。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） もちろん共済掛金を掛けていらっしゃる方にも今回奨

励金として支出してますけれども、掛けておられない方にも対象となる方には支給

をしております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） ちょっと補足をさせていただきます。 

当初見込みより少なかったということでありますけれども、これは逆に言うと、
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クリを生産される農家の実態がですね、台帳面積に書いてあるよりも実態は少ない

んだと、要するに耕作放棄地も含めてということがちょっと判明したということで

あります。 

それとクリの共済掛金を掛けていらっしゃる方については、調べましたところ十

数年来の台風でありましたので、ほとんどいらっしゃらなかったというのが実態で

ありまして、その生産意欲を持ってもらうというようなことも含めて、災害見舞金

でありましたけれども、奨励金として予算化させていただいたところであります。 

ただ、その実態と、ほとんどの方がもらわれたというふうには聞いておりますけ

れども、その実態と実は面積的には少なかったんだということが、逆に言うと判明

したということで言えるかもしれません。 

以上であります。 

○２番（横谷 巡君） はい、終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第２、承認第１号、専決処分事項の承認

を求めることについて、平成２７年度山江村一般会計補正予算（第８号）について

は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 承認第２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第

５号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第３、承認第２号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第５号）を

議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第３、承認第２号、専決処分事項の承認

を求めることについて、平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第５号）については、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 承認第３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第３

号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第４、承認第３号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第３号）を議題

とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第４、承認第３号、専決処分事項の承認

を求めることについて、平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第３

号）については、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 承認第４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 平成２７年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第５

号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第５、承認第４号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、平成２７年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第５号）を議題

とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

１０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 専第４号、平成２７年度山江村特別会計介護保険事業補正予

算（第５号）について、１点だけ質疑をいたします。 

これはこの介護保険事業だけではありませんけれども、５ページの歳入のところ
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に普通徴収保険料３３万５,０００円の減、滞納繰越分普通徴収保険料３万６,００

０円の減があります。現在のところと言いますか、どれほどの滞納、あるいは収入

未済があるか、質疑をいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えいたします。 

普通徴収保険料につきましては、２７年度の滞納額が４３万７,０００円程度あ

ります。２７年度以前ですね、滞納繰越分のほうが７２万６,０００円程度となっ

ております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） つい何日か前の新聞報道等によりますと、五木村はすべての

税目について、１００％完納ということであります。村長のその１００％収税徴収

に対する心意気か思いを答えていただきたい。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） これは税もでありますけれども、いわゆる徴収については、き

め細やかに行っているところではあります。他町村が云々というというのは置いと

いて、やっぱりその人に会いながら、何度となく納税計画といいますか、徴収計画

について相談しながらやっているということであります。その税の収納について

は、介護保険のみならずですね、調定が下がると徴収率が下がるという面白い現象

も起きてきているというのは、やはり世の中の景気に左右されるんだろうというこ

とが予想されるということであります。従いまして、本当に余裕がなくて払われな

い人というのが、要するに所得が下がっているというようなことでありましょうか

ら、そういう方々もおられる中においての徴収業務を行っているということであり

ます。 

ただ、基本的に不公平があってはいけないということでありますので、一昨年度

よりも昨年度は徴収率は上がっているという状況でありますけれども、さらに担当

課と協議しながら、その対策を立てていきたいと思っているところであります。 

○１０番（松本佳久君） 終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 
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採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第５、承認第４号、専決処分事項の承認

を求めることについて、平成２７年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第５

号）については、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 承認第５号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算

（第４号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第６、承認第５号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第４号）

を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第６、承認第５号、専決処分事項の承認

を求めることについて、平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算

（第４号）については、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 承認第６号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 山江村税条例の一部を改正する条例 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第７、承認第６号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、山江村税条例の一部を改正する条例を議題とし、質疑を許します。質

疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第７、承認第６号、専決処分事項の承認

を求めることについて、山江村税条例の一部を改正する条例については、原案のと

おり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 承認第７号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第８、承認第７号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とし、質疑を

許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第８、承認第７号、専決処分事項の承認

を求めることについて、山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

は、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 承認第８号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 山江村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第９、承認第８号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、山江村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を議題と

し、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第９、承認第８号、専決処分事項の承認
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を求めることについて、山江村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

については、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 同意第３号 山江村固定資産評価員の選任に関する同意を求めることに

ついて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１０、同意第３号、山江村固定資産評価員の選任

に関する同意を求めることについてを議題とし、本案は人事案件でありますので、

当人を除席し、退場を求めます。 

［除席者退場］ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案は人事案件でありますので、起立採決をしたいと思います。 

賛成の方は起立をお願いします。 

［賛成者起立］ 

○議長（秋丸安弘君） 全員賛成ということで可決いたします。 

除席者の入場を許します。 

［除席者入場］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 同意第４号 山江村教育長の任命に関する同意を求めることについて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１１、同意第４号、山江村教育長の任命に関する

同意を求めることについてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案は人事案件でありますので、起立採決といたします。 

本案を可決することに賛成の方は起立をお願いします。 

［賛成者起立］ 

○議長（秋丸安弘君） 起立全員で可決いたしました。したがって、日程第１１、同意



 － 130 －

第４号、山江村教育長の任命に関する同意を求めることについては、原案どおり同

意することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第３８号 山江村防災行政無線デジタル化工事請負契約の締結につ

いて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１２、議案第３８号、山江村防災行政無線デジタ

ル化工事請負契約の締結についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありません

か。 

１０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 議案第３８号、山江村防災行政無線デジタル化工事請負契約

の締結について質疑をいたします。 

開札調書を議会に配付される考えはありませんか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 開札調書は、誰でも見れるように備えてありますので、どうぞ

ご覧いただきたいと思いますが、「開札調書を議会に配付するという理由をお聞か

せ・・・」、自由に見ていただくようになっておりますので、自由に見ていただき

たいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 質疑では自己の意見を述べてはならないとなっておりますけ

れども、ちゃんと審議するために必要ではないかと思って聞いたところです。それ

では、質疑を続けますが、例えば事業量が書いてあります。親局設備や戸別受信機

とか、これの事業量といいますか、戸数はどのようになってますか、すべて。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えいたします。 

親局の設備でありますけど、１施設ですね。それから遠隔制御設備１施設、中継

局設備１施設、屋外局が２３局です。戸別受信機が１,３００です。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） これまでも防災行政無線については、聞こえにくいという

か、特に屋外のアンテナちゅうのかな、屋外スピーカーかな、聞こえにくいという

声がありましたが、そのことには、どのような配慮をされたかをお聞きしたいと思

います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 今回、山江村防災行政無線をデジタル化するという予算を組ま
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せていただきました。これはデジタル化の予算がいわゆる起債が本年で終わるとい

うことに伴いまして、駆け込みといいますか、急遽その予算を組ませていただいた

ということであります。 

ご案内のとおり、工事費がかさむというか、３億円近い予算を組んだと、予算は

３億５,０００万円組んでおりますけれども、ということもありまして、十分に住

民の方々の意見を吸い取ることができたのかということについては、非常に疑問に

思っておりましたので、現在、行政の懇談会を始めております。その懇談会の中で

防災行政無線のデジタル化の工事について行うから、現在ある聞き取り、ちゃんと

聞こえるかというような情報を役場のほうに意見を聴取しながら、全体的な工事を

完成させたいと思っているところであります。地区によってはですね、高低差があ

って、隣の地区の防災行政無線しか聞こえないというのもありますし、戸別受信機

が聞き取りづらいというのもありました。現在故障しているというのもありました

ので、故障については、現在取り替えるというようなこともしております。そうい

うことに対しまして、予算は若干残っておりますので、聞き取りにくいということ

であれば、よその地域の違う地区のために向け直すといいますか、新たに設置する

というようなことも考えていきたいと思います。加えて、今回は一度放送した分を

再度聞き直すというようなことができるということでありますから、外に出て聞き

漏らした方々は屋内に家に帰って、またその内容について聞き直して確認をすると

いうようなこともできるということであります。そういうことでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 予定価格と最低価格は幾らでしたか。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えをいたします。 

予定価格が３億５５１万６,８８０円で、最低価格がここに書いてあります、こ

れは税込みでありますけれども、２億７,０５４万円となっております。 

○１０番（松本佳久君） 最低入札価格がですか。質疑を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１２、議案第３８号、山江村防災行政

無線デジタル化工事請負契約の締結については、原案のとおり可決することに決定

いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第３９号 山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１３、議案第３９号、山江村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませ

んか。 

２番、横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 議案第３９号、山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について質問いたします。 

このことは、平成３０年度に国民健康保険を財政運営の都合から都道府県へ移行

すると、３０年後には、もうこの国民健康保険が県に移行するというふうになって

います。非常に我が村にとっても医療費が高うございまして、健康保険税は高額な

住民負担をお願いしているところでございますが、これが県に一本化されたとき、

一元化されたときに、分母が大きくなりますので、人口が多くなるということで安

くなる傾向になるのか、また、市町村それぞれ健康保険税は事情があってバラバラ

でございまして、高いところ、低いところありますから、その点はどうなのか、一

緒になったときのメリットとか、今までの市町村の実態をどのように捉えるのか、

そういう点がわかればお願いをしたいというふうに思います。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それでは、お答えいたします。 

今回の提案につきましては、平成３０年度に国民健康保険の財政運営が県へ移行

するということで提案させていただくものでございます。一番最初に、県下で全体

で上がるのかどうかということでございますが、各市町村の国保運営の財政状況に

応じての税率になっております。 

当村の場合におきましては、２７年度がまだ調査中でございますので、２６年度

の実績で申しますと、９,４８０万円ほどが不足、税で賄うという形になっており

ます。従いまして、その分におきましての税率を一旦計上させていただきまして、

それから本来の今回提案させていただきます税率に出しておるところでございま

す。被保険者の最小限の負担におきまして、お願いをいたしたいと思っておりまし

て、県下一斉、３０年度に税率が上がった場合におきましては、現在の税率でいき

ますところの約１.４倍ほどの増加になるかと思われます。まだですね、本来であ
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れば４月の末日、もしくは５月の上旬ほどに県より３０年度の税率が提示される予

定でございましたが、今回の震災によりまして、いまだ提示されていない状況でご

ざいましたので、独自で計算をいたしました税率から導いた税率を今回提案させて

いただくものでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 補足させていただきますけれども、県下一斉になった場合のそ

の要するに保険税を支払っている方々が税金が上昇するのか、下降するのかという

のは、今から待たれるところだろうと思います。今回の震災の影響によりまして、

税率が県からまだ示されておりません。 

山江村の場合は、給付というのか、病気１人当たりの医療費は高いわけでありま

すから、単純に考えますとですね、安くなるはずではありますけれども、その税率

等々の関係もあって、今後のいろんな推移を見守っていきたいと思うところであり

ます。ただ、私自身としては山江村に住もうが隣の相良村に住もうが人吉市に住も

うが、病気の方々は病院を自由に選べるわけであります。もちろん熊本市内の大き

な日赤、熊大病院等々も選べるわけでありますので、一律の税率の方向でいいんで

はないかとは思っているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 私もですね、県が一本化するのならば、やっぱり税率等も一緒

でもいいかなと思うんですけれども、今、課長の答弁で市町村の実態に合わせた税

率ということになればこれは上がりますよね、はっきり言って。そういうことを踏

まえて３０年度、今年から段階的に保険税を上げておかないと、また来年するとま

た一、二年になりますから、上がったときに住民に大変な高額な負担を強いられる

ということですかね。その点をちょっと。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それではお答えいたします。 

確かに３０年度というゴールが決まっておりますので、３０年度をゴール地点と

考えますと、２８年度、２９年度、３０年度で３回の段階を考えているところでご

ざいます。今回を逃すともう２回とか、また３０年度となると、そのときに一回限

りしかございませんので、今回提案させていただきました。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） この健康保険税は、非常に住民の負担に関係することでもござ

いますが、球磨郡市１０市町村あります。同じ地域としてその動き等がわかれば、
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把握されていれば教えてください。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それではお答えいたします。 

管内の状況でございます。管内で今年度税改定を計画している町村につきまして

は、５市町村でございまして、人吉市、錦町、湯前町、五木村、それから当村でご

ざいます。税率につきましては、現在の税率でいきますと水上村、球磨村に次ぐ、

当村は３番目に低い税率でございます。 

以上でございます。 

○２番（横谷 巡君） はい、終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

８番、中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 議案第３９号、山江村国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について、質疑をいたします。 

まずもって、今回改正案が提示されておりますけれども、現在の被保険者数、そ

れから国保の医療給付費、概算で結構です。それから今回提案されました税率の上

昇率ですね、これの思案をいただいてるんですけれども、ほかに積算の事例がなか

ったのかですね。今回の場合は、平均でいきますと、実際は５.６％上げなきゃい

けないのに、２.４％ぐらいの平均で上げてあるわけですが、医療、支援、介護、

それぞれ上げてありますが、その点の上げ方のほかの積算方法はなかったのかです

ね。 

それから、もう１点は、均等割、平等割あるわけですが、均等割の場合に、今回

は２人世帯ということで所得１５０万円で見てありますけれども、実際この世帯が

山江村の場合は多いのかですね。人口構成が多い家族の形態が多いのではないかな

というふうに思いますが、その点。それから、もう一つは、介護分とそれから支援

分については、子どもの分の均等割は出てこないのか、そこをお尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、給付関係の件につきまして、お答えいた

します。 

被保険者数の数ということですけれども、平成２７年度は９５２名となっており

ます。年々減少の傾向にあります。２７年度の保険給付費の総額ですが、３億３,

３８９万３,８３８円となっております。昨年度より減少はしておりますが、被保

険者数も下がっておりますので、１人当たりの医療費のほうは上がっているという

ことになります。 
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以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それでは、お答えいたします。 

まず、世帯数人員等でございますが、医療分、後期分につきましては、３５０世

帯が所得割で見ております。それから均等割につきましては、人員が１,１００名

の世帯数を６００世帯で見ております。それから介護分につきましては、１９０世

帯が所得割で見ております。均等割、平等割につきましては、４２０名の３３０世

帯で見ております。 

今回、税率を改定するに当たりまして、いろんなパターンを計算をしておりまし

た。今回提案する税率に至った経緯といたしましては、先ほどもお話しましたとお

り、３０年度に県から税率を求めてくるわけでございますが、ただ震災の関係でま

だ税率が発表されていないということでしたので、うちのほうで独自に３０年度の

ゴールの税率を出しまして、それを３０年度にかかる税率と仮定をいたしまして、

税率を一旦たたき出しまして、それから検討に入ったわけですけれども、２分の１

の軽減でした場合、今回３分の１にした根拠でございますが、先ほど申しましたと

おり２８、２９、３０ということで、３年間、段階的に行えば少しでも被保険者の

方の負担が軽減されるのではないだろうかというところで、今回の税率で提案をさ

せていただきました。子どもさんにつきましても、平等割の中には入っておりま

す。 

○８番（中竹耕一郎君） 介護医療支援も。 

○税務課長（山口 明君） 介護は入りません。後期と介護につきましては、該当者の

みの。 

○８番（中竹耕一郎君） 子どもは入らない。 

○税務課長（山口 明君） はい、入らないということです。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 概ね３０年度をですね、目標に設定されているとは思うんで

すが、確かにですね、今回この医療費については１.６％、それから支援分につい

ては０.４％ぐらいのアップ、介護分については０.４％のアップということで積算

をしてありますが、なぜもうちょっと早く提案をしていただけなかったかなという

ふうな思いがあります。というのは、要するにもうタイムリミットだということ

で、今掛けていかないと間に合わないというような状況になってると思うんです

よ。だからもう少し早くしていただけなかったかなということを考えました。 

いずれにしても、この１,５００万円を補填して、第３段階でもっていこうとい

うふうな心づもりだろうとは思うんですけれども、大変厳しい状況の中にあります
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のでですね、その辺、慎重に進めていただきたいなということを思って質疑を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑はありませんか。 

１０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 議案第３９号、山江村国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について、質疑を行います。 

まず、いただいた資料等を見ますと、二つ案が示してありまして、第２案のほう

を今回提案してあるようでございます。例えば、国民健康保険には、医療分と後期

高齢者支援分と介護保険分とがあるわけですけど、その医療分の所得割額を１０％

を１１.６％にするとか、医療分の均等割、これまでこれは１人当たりだと思いま

すが、２万２,５００円を２,５００円アップして２万５,０００円にすると。平等

割、世帯別割を３万円を３万２,０００円にするというような案のようでありま

す。支援分、介護分もそれぞれ上がっております。平成２７年度末のこの保険税収

といいますか、それが７,１６１万何千円と出ておりますし、今回の値上げ分が認

められれば、７,９６４万円、約７００万円アップされるという、この理解でよい

のかということと、２８年度国保会計予算では、国保財政調整基金から２,０００

万円を予算に組み入れてあります。ですから、そこの括弧書きで１,５００万円ほ

どの不足ということで、２,０００万円を充てるとして、そのままうまくいったと

して、基金はもう５００万円しか残らないようになるのか、今回の値上げ分が７０

０万円なのか。それから医療費が高騰せずにうまくいった場合の基金残高は５００

万円となるのか、この点についての確認を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それでは、お答えいたします。 

先ほど申されたとおり、２７年度末で歳入が７,２６０万円ほど入っておりま

す。こちらにつきましては、現年度の保険税の税収が９５％の収納率となっており

ます。それから、今回提案しております税率についての試算でございますが、この

９５％が出る前の段階で試算を行っておりますので、９４％で計算をしておりま

す。従いまして、７,９６４万５,０００円で計算しておりますが、これからまた１

％ほどの増収が見込まれると考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 私のほうからも補足してといいますか、説明させていただきま

す。 

今回の療養給付費が３億４,７００万円であります。議員おっしゃるとおりであ
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ります。法定内繰入金は３,１９７万６,０００円行っております。それで足りない

分が９,４８０万円でありますから、その分をそのまま計算した場合は、上の表に

なってしまうということでありますが、その緩和策として、基金がありました２,

０００万円あるうちの１,５００万円を使わせていただくと。残りは５００万円で

あるということですから、来年は５００万円しかないということであります。来年

まで当然、山江村の責任でといいますか、山江村でまたこの国保特別会計を組むわ

けでありますけれども、ただ、その経緯として、どうしても私自身足りないだろう

と、５００万円でですね、という気がいたしております。これも基金として、法定

外に５,０００万円ほど一般会計から２４年に繰り入れてあるのが今、村民の方々

の税の負担を軽減してきたというような経緯であります。ということでありますか

ら、３０年度の様子を見ながらですね、また一般会計より国保会計のほうに基金繰

り入れるというようなことが起こり得るのかなという気がいたしております。 

そういうことも考えますと、いわゆるこの９,４８０万円というもの、その以前

に療養給付費の３億４,７００万円という数値をいかに下げるか、要するにいかに

健康である人たちをつくるのかというようなことが求められていることであります

ので、予防医療に力を入れなくてはいけないということでありますし、もちろん健

診もそうでありますが、課長言いましたとおり、税収の徴収についても、しっかり

やっていきたいというようなことを、今後の見通しとして考えているところであり

ます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） ただいま村長は、平成２４年の一般会計からの５,０００万

円繰り入れの例なども挙げられました。先ほど私たちが可決した専第１号、平成２

７年度一般会計補正予算（第８号）でも、１億９,９００万円の予備費がありま

す。約２億円の恐らくこれは２億円近い繰越金になるのではないかと思っておりま

すが、そのような中から一部を国保会計のほうへ特別に積み立てる考えがあるのか

ないのかというのが一つと、今回値上げしたときの最高税額は幾らになるのか、そ

れから平均的な真ん中ぐらいの税額はどれくらいになるのか、試算があればこの２

点をお答えいただきたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） お答えいたします。 

今年の繰り越しによる残りがですね、１億８,０００万円ぐらいあります。従い

まして、ただ１億４,０００万円財調から繰り入れておりますので、純然たるもの

はですね、４,０００万円ということになるわけであります。ただ、３０年度のそ

の県下一斉の広域連合による運営替え、またその税率がまだ示されておりませんの



 － 138 －

で、急激な変化がなきようにしっかりと対策を打っていきたいと思っております。 

そのためには、今年の繰り越しの分から、国保会計の基金への基金積立に対する

繰り入れも考えなくちゃいけないんだろうということを考えております。また、税

額については、税務課長より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それでは、お答えいたします。 

今回の税率を算出するに当たりましては、平均の平等割の世帯数及び一世帯当た

りの課税標準額で積算しておりますので、最高額等の手元に資料がないというの

と、２８年度の金額の本算定がこれからということですので、まだ算定しておりま

せん。２７をちょっと後ほど報告したいと思います。すみません。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 最高税額はわかるんじゃないかと思いますけれども、以上で

質疑は終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１３、議案第３９号、山江村国民健康

保険税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

お諮りいたします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を１１時２０分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１２分 

再開 午前１１時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 
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○税務課長（山口 明君） それでは、先ほどの議第３９号の国保税の最高税額でござ

います。限度額の８９万円となっております。ちなみに２世帯から３世帯ほどが該

当するのではないだろうかということで想定しております。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第４０号 山江村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１４、議案第４０号、山江村放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１４、議案第４０号、山江村放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第４１号 平成２８年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１５、議案第４１号、平成２８年度山江村一般会

計補正予算（第１号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

８番、中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） では、議案第４１号、平成２８年度山江村一般会計補正予算

（第１号）について、質疑をしたいと思います。 

ページはですね、他愛ない質問かもしれませんけれども、歳入の中で災害見舞金

が１０万円入ってますね。８ページですね。この災害見舞金は、どこからどういう

主旨で山江村に入ったのか、当然山江村から出していくのが流れだろうとは思うん

ですが、どういう根拠があったわけでしょうか。まず１点お尋ねします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えします。 

ご質問のこの１００万円ですけれども、災害見舞金１００万円ですけれども、こ
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れは公益財団法人熊本県市町村振興協会のほうから入ってきております。この中身

ですけれども、この災害見舞金につきましては、災害救助法の適用区域に指定され

た市町村に交付するということになっておりまして、災害見舞金の額が１市町村当

たり１００万円ということになっております。今回、災害救助法の適用が熊本県全

部ということでありますので、全市町村に１００万円が交付されるということにな

ります。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 災害がなくても災害救助法が県下一円設定されたということ

で、そのように解釈していいわけですね。入ってきたちゅうことでですね。 

それから、もう１点お尋ねします。今回、起債で５,４８０万円の補正を起債、

歳入変更が出ておりますが、今回、社会資本整備の補助金が国庫補助が交付金が落

とされて起債に回ったんだろうというふうに思います。これは率の改正でそういう

ふうになってきたんだろうと思うんですが、起債はもちろん返さなければなりませ

んし、大体毎年度ほとんど変わらないぐらいの起債で、２億円から１億８,０００

万円、２６年度で１億９,０００万円ですか、２７年度で１億８,０００万円、今回

だけがもうすでに当初で６億３,０００万円、それに合わせて今回５,４８０万円の

追加をされているわけですが、今回特に前年度に比べると約１３％ほどアップした

起債の変更がなされています。もちろんこれはデジタル化無線の工事費等も入って

くるわけですが、返済していくのにですね、恐らく３年据え置きの１２年で返すん

ですかね、というふうなことになると思うんですが、後々温泉の開発とかですね、

もちろん泉源を掘ったり、老朽化した施設の改築等も出てこないとも限りません。

耐震も出てくるかもわかりません。その辺を見ますとですね、もう起債ももちろん

まだ数値範囲内ではありますけれども、公債費比率も、その辺の見方はどういうふ

うになりますか。あと返済可能で、後々またどんな借りる状況なのかですね、その

辺の見通しをお尋ねいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えします。 

今回の増額分でありますけれども、社会資本関係の整備交付金のほうが、当初見

ておりました村営住宅建設事業費でいきますと５,５０４万８,０００円以下、実際

交付額が４,５５８万円ということで、減ったということで、その分が起債のほう

が増えたということであります。 

それともう一つは、事業会計のほうですけれども、これは区域拡張工事で、当初

国の補助を７４０万円見ておりましたけれども、実際は補助金のほうが３６０万

７,０００円ということで、交付決定がなされたということで、事業費残が１,１８
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０万円ほどになりましたので、それを過疎債とその他の起債ということで、簡水債

のほうで借りるということになりました。 

今後の返済の見通しということでありますけれども、一応返済のほうはここ４、

５年がデジタル無線のほうで増えると思いますけれども、返済のほうは徐々に、ピ

ーク時は４、５年先かと思いますけれども、それ以降は徐々に減っていくのではな

いかというふうに考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） お答えいたします。 

今年度は特に社会資本整備総合交付金という社交金と言っておりますけれども、

その額がですね、実は大幅にカットされたと、国交省のほうでありました。その情

報を得ながら、国のほうに要望等活動等をやってきていたわけですけれども、予想

どおりの社交金の額が少なかったということであります。 

その分、社交金が切られた分だけですね、起債に回さざるを得なかったというこ

とでありますけれども、その分については、過疎債と、要するに交付税見返りの７

０％であります。先ほど総務課長が言いました簡水債のほうにつきましてもです

ね、過疎債も簡水債は交付税の見返り５０％でありますけれども、有利な起債であ

ります過疎債、交付税の見返り７０％でありますから、そういう運用をさせてもら

いながら、今回の事業を遂行したいということであります。 

社交金につきましては、実は今のような状況でありますので、辞退する市町村が

出てきたという情報が入っております。その分は新たにまた配分されるということ

でありますから、その分については、この起債は減っていくということになるとい

うようなことではありますけれども、いわゆる起債も交付税が返ってくる以外の分

については、役場の借金で、山江村の借金でありますから、制限起債率、また将来

の負担率等々十分に数字を目配りしながら、健全な財政運営に努めていきたいと思

っておりますので、どうぞよろしくご理解いただきたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 起債についてもですね、そういうふうに過疎債相当、それか

ら交付税等で措置されると思いますが、社会資本整備総合交付金がそういうふうに

カットされるちゅうことで、非常にこう注意しながらですね、しっかりした運営を

していただけばというふうに思います。終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

１０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 議案第４１号、平成２８年度山江村一般会計補正予算（第１

号）について、質疑をいたします。 
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先ほど来、中竹議員からも主に起債の件についての質疑がありましたが、私から

もお願いしたいと思います。まず、一つは公営住宅起債、これを当初で６,３００

万円見てありましたが、今回１,２３０万円増加して、総額では７,５３０万円にな

るんだろうと思います。もう一つのほうの社会資本整備総合交付金、これはどの起

債、例えば過疎債とか、臨時財政対策債とか、どの起債を借りられる予定ですか。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、お答えいたします。 

今回増額しました道路橋梁費の道路新設改良費の社交金のうちの起債ということ

でよろしいですか。 

○１０番（松本佳久君） ４,０００万円ぐらいある。 

○建設課長（白川俊博君） ４,２５０万円、その内訳につきましては、過疎債も借り

入れしますし、公共事業等債を減額しまして過疎債を増額し、今回計上しました

４,２５０万円となっているところでございます。今回、過疎債の増額分が４,３８

０万円、公共事業等債を１３０万円減額をいたしております。その分で合計の４,

２５０万円ということでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） そして同じく起債償還計画についても、先ほど総務課長答え

ていただいたとおりでありますけれども、昨年の監査委員の決算審査意見書、昨年

９月に私たちも決算を認定しておりますけれども、これの２８ページには、一般会

計今後１０年間の起債償還計画というがあります。大体ほぼ毎年３億円の元金と利

子を３,６００万円とか３,２００万円とか、何も事業をしなければどんどん減って

いくようになっておりますが、先ほど来の答弁のように、どうしても仕方がない事

業ということで、デジタル防災無線やまた今回の社会資本整備総合交付金事業等々

で、起債残高は膨らむだろうと考えております。今回の増額分を見れば、恐らく２

８年度末の見込みの起債総額は３５億円程度になるのではないかと私の計算ではな

っております。もう一度、その起債償還計画、ちゃんと十分に返していけるのか、

答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） それでは、暫時休憩したいと思います。再開を１１時４５分に

したいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時３５分 

再開 午前１１時４３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 
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豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えいたします。 

今回の起債額４,０００万円ちょっとを加えないところでの償還金の推移のほう

を一応出しておりますけれども、２８年度が償還額が３億１８１万円、３３年度が

３億２,５２８万５,０００円というふうに見込んでおります。その後は、徐々に減

りまして、３４年度が２億７,１１７万２,０００円、その次が２億６,６００万円

ということでずっと下がっていくわけですけれども、今回、総合管理計画というの

をつくりまして、施設の改修とかにつきましては、この管理計画によりまして、平

準化を図るということでありますので、起債のほうはですね、増えていかないとい

うことで考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） すみません、追加して私のほうからもですが、議員お持ちであ

りました山江村監査委員から出されております２６年度の意見書の中身を拝見しま

すと、公債費比率はですね、２６年度が最新でありますが２.５％、これは２２年

度の５.９％から下がってきております。また、実質公債費比率等々の数値が出て

おります。県内での市町村財政運営比較表あたりが出ておりますけれども、これを

見てみますと山江村、８.３％ということでありますけれども、４５市町村のう

ち、いいほうから１４番目ということでありますから、非常に健全な財政であると

言えようかと思いますし、今、総務課長申し上げましたとおり、将来的に財政運営

の負担にならないようなことで運営していきたいと思っているところでありますの

で、ご理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 今、村長が申されました昨年９月の決算審査意見書、監査委

員は赤坂議員と代表監査委員は木下代表監査委員ですが、その結びの最後のところ

にもですね、健全で持続可能な行財政基盤の構築に取り組み、村民の福祉の増進と

安心して暮らせる山江村づくりに、より一層努めていきたいと念願し、平成２６年

度の審査意見とすると書いてありますので、これをよく読んでくださいますよう期

待します。 

それでですね、もう１点質問があります。これは補助金を獲得された事業であり

ますが、歳入の８ページに教育費県補助金、地域未来塾ＩＣＴ機器整備事業費補助

金２２５万円が上がってきております。歳出のほうでは１６ページに、地域未来塾

ＩＣＴ機器等備品購入費２２８万５,０００円ですか、このうちの２２５万円は、

県の補助金ということで計上してありますが、これはどこで何をされるのか、質疑

をいたします。 
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○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。 

まず、地域未来塾事業というふうに載っておりますが、これにつきましては、経

済的理由や家庭の事情によりまして、また家庭での学習が困難であったり、学習習

慣が十分に身に付いていない小中学生等に学習機会を提供すること、それから、家

業期間中の放課後や長期休業中に復習を中心とした学習機会を拡充することなどを

目的といたしました国の事業でございます。 

山江村につきましては、平成２４年度から実施しております村営学習塾、これを

ですね、この地域未来塾事業に振り替えまして、平成２７年度から実施しておりま

す５年間の事業でございます。今回の予算につきましては、ＩＣＴ機器を整備する

ための予算でございまして、現在受講しております中学校３年生を対象に、ｉＰａ

ｄ４５台を購入しまして、事業に活用するものでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 山江村は早くからＩＣＴ教育にも取り組み、今や全国的にも

有名だろうと思います。村長は先般、全国大会のパネリストか何かで発表もされた

ということであります。 

そこで、これまでのＩＣＴ教育の取り組みや今後の展望、そのほか学校教育や社

会教育全般について、このようにしたい、あるいはこのようにするべきだという意

見があれば、教育長にもお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 大平教育長。 

○教育長（大平和明君） ２０１０年からこのＩＣＴ教育に本村は取り組んでいます。

１０年というスパンを計画しまして、２０２０年までということで、村内３校で研

究を進めながら、ＩＣＴ教育を推進しているところです。ちょうど半分を過ぎて、

折り返しをしたところでございますが、まだまだ未来の道具でもあります。どうい

う活用をしていったらどういう学習効果があるかというのは、今からもろもろやっ

ぱり検証をしていく必要があるだろうという具合には思っています。ただ、村長も

１日目にお話されたように、私も山江村はＩＣＴ教育では全国でも先んじていろい

ろやっているつもりでございます。先頭を走っているといいますか、先頭を走って

いるがゆえに、まだまだもろもろのことが見えない中で施行しなければならないと

いうところもあります。今年度も１１月１１日に３校揃って研究発表会をする予定

でございますが、一つはですね、３月の議会でも申し上げましたように、万江小と

山田小をつないで、テレビ電話でつないで授業をするというのも今後の方向性とし

てあるのかなという具合に思っています。１１月には、まだ予定でございますが、

万江小の１年生は１人でございます。１人でなかなか学習しづらいという面を山田



 － 145 －

小の１年生とテレビ電話でつないでですね、そしてお互いに良さを伝え合いながら

授業を進めていくという、これからの授業じゃないかなというふうに思っていま

す。そういったもろもろのことが、今後いろんなところで予想されますので、その

ことを先んじて取り入れながら進めていきたいなというふうに思っているところで

ございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 質疑では自己の意見を述べるなと言われておりますが、今日

の山江村のＩＣＴ教育のこの先進性、すばらしさは、大平教育長の努力の賜だと感

謝しております。ありがとうございました。終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

２番、横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 議案第４１号、平成２８年度山江村一般会計補正予算（第１

号）について質疑をいたします。４ページの債務負担行為、エスコ事業、平成２８

年度から４０年度の１２年間、そして１０ページの財産管理費委託料、エスコ事業

委託料１３６万円というふうにしてあります。私もこの予算書をもらいましたとき

に、エスコって何かなあ、エスコって初めて聞くよなあということでした。そした

ところがエネルギー・サービス・コンパニーという制度だということをお聞きしま

した。これについて、内容を説明いただければというふうに思います。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えいたします。 

この事業ですけれども、省エネ改修に係るすべての経費を光熱費の削減分で賄う

という事業でございます。この事業では、役場庁舎、エアコン１６台を新しくしま

して、維持管理までを現在支払っている電気料で賄うという事業でございます。１

２年間の事業ということで、このエアコンですけれども、平成１１年に庁舎のエア

コンを更新しておりますが、７台で１,１９７万円、１７年ほど経過しているとい

うことで、相当古くなったということで、この１６台ですね、単年度でこの１６台

を更新するということになると、２,２００万円とか２,３００万円とかいう一般財

源を使うということになるということで、今から公営住宅、それから橋梁の整備と

いう事業が続きますので、財源を考えると一度に２,０００万円以上の予算を使う

ことなく事業ができるということで、役場にとってメリットのある事業だというふ

うに考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 要は、この役場の空調の経費が現在の経費でメンテナンス、更

新することなく維持ができると、経費も軽減できると、１２年間長いんですけれど
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も、１２年後は経費は安くなりますよね、その点についてお伺いします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） １２年後ということでありますけれども、２８年度が１３

６万円委託料として支払いまして、最終がですね、平成４０年度、６８万円という

ことで、それ以降は委託料が発生しないということで、それからはその分が安くな

った電気料でいくということですので、経費のほうが抑えられていくということに

なります。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 今、経費削減ということで、いい取り組みではないかなという

ふうに思います。終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１５、議案第４１号、平成２８年度山

江村一般会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決することに決定い

たしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第４２号 平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１６、議案第４２号、平成２８年度山江村特別会

計国民健康保険事業補正予算（第１号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありま

せんか。 

７番、秋丸光明議員。 

○７番（秋丸光明君） 議案第４２号、平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業

補正予算（第１号）を質疑します。 

ページはですね、一番最後の６ページになります。６ページに海外療養費不正請

求対策事業業務委託料とありますが、これは何ですか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えします。 
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海外療養費不正請求対策事業業務委託料ということですが、近年、海外に旅行と

かですね、渡航される方がいらっしゃいますが、各市町村の保険の運営主体になっ

ておりますけれども、国保連のほうにですね、診療内容明細書等の翻訳、現地医療

機関への文書紹介など、英語で書かれたものを不正に請求されていないかというの

を委託するということであります。 

○７番（秋丸光明君） 終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１６、議案第４２号、平成２８年度山

江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第１号）については、原案のとおり可決

することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第４３号 平成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第

１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１７、議案第４３号、平成２８年度山江村特別会

計簡易水道事業補正予算（第１号）についてを議題とし、質疑を許します。質疑あ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１７、議案第４３号、平成２８年度山

江村特別会計簡易水道事業補正予算（第１号）については、原案のとおり可決する

ことに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第１８ 議案第４４号 平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１８、議案第４４号、平成２８年度山江村特別会

計農業集落排水事業補正予算（第１号）についてを議題とし、質疑を許します。質

疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１８、議案第４４号、平成２８年度山

江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第１号）については、原案のとおり可決

決定することにいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第４５号 平成２８年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第

１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１９、議案第４５号、平成２８年度山江村特別会

計介護保険事業補正予算（第１号）についてを議題とし、質疑を許します。質疑あ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１９、議案第４５号、平成２８年度山

江村特別会計介護保険事業補正予算（第１号）については、原案のとおり可決する

ことに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 発委第３号 山江村議会傍聴規則の制定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２０、発委第３号、山江村議会傍聴規則の制定に
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ついてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第２０、発委第３号、山江村議会傍聴規

則の制定については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 議員派遣の件 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２１、議員派遣の件を議題といたします。お手元

に配付してあります議案のとおり、議員を派遣するものです。 

お諮りします。 

会議規則第１２６条の規定により、原案のとおり議員派遣をしたいと思います

が、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。よって、原案のとおり議員を派遣するこ

とに決定いたしました。 

お諮りいたします。ただいま、議員派遣の件が議決されましたが、派遣場所、派

遣期間等に変更があった場合、その決定については、議長に委任されたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、よって、そのように決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２２ 閉会中の継続調査申出書（議会運営委員会、総務文教常任委員会、産業

厚生常任委員会） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２２、閉会中の継続調査申出書を議題といたしま

す。 

議会運営委員会委員長、総務文教常任委員会委員長、産業厚生常任委員会委員長

から、会議規則第７４条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとお

り、閉会中の継続調査をしたいという主旨の申し出がありました。よって、委員長

申し出のとおり継続調査をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。よって、委員長の申し出のとおり、それ

ぞれの閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

ここで、お諮りいたします。 

会議規則第４４条の規定により、本会議で議決された事件、条項、字句、数字、

その他整理を議長に委任することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。したがって、本定例会において議決した

事件、条項、字句、数字、その他整理を議長に委任することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） これで、本日の日程は終了いたしました。本定例会の会議に付

されました事件は、すべて終了いたしました。 

お諮りします。これで本定例会を閉会したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、平成２８年第４回山江村議会定例会をこれに

て閉会いたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後０時０５分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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